
















第一章 年 次 報 告

１ 年度のハイライト

平成11年度の大学運営上の主要事項を時間の経過にしたがって記載する。

〈新学長・副学長の就任〉

平成11年４月１日付けで加藤章前学長に替わって，大澤健郎学長が就任し，同日付けで渡邉隆及び増井三夫の両

副学長が発令された。

〈大学改革〉

大学改革については，改革推進特別委員会においてその具体的検討か鋭意行われ，大学院の専攻別入学定員の改

訂，教育組織の見直し（学校教育専攻の４コースを学習臨床コース及び発達臨床コースに再編整備）及びカリキュ

ラムの再編並びに学部の入学定員の縮減，教育組織の見直し（学習臨床コース及び発達臨床コースの新設）及びカ

リキュラムの再編等の改革計画を平成11年６月９日の評議会で決定し，平成12年度歳出概算要求を行った。平成12

年度の国の予算案における本学の主要事項として，大学院の入学定員の改訂及び学部の課程の改組（入学定員の200

人から160人への縮減）が内示された。

〈大学改革に関する講演会の開催〉

文部省高等教育局大学課の合田大学改革推進室室長補佐を講師として迎え「大学改革に関する講演会」を平成11

年６月23日に開催した。合田講師から，大学審議会答申「21世紀の大学像と今後の改革方策について」を中心に，

現在の国立大学を取り巻く環境，同答申に基づく速やかな改革の実現，情報公開法案や独立行政法人問題と大学等

について講演の後，質疑応答が行われた。

〈研究プロジェクトの推進〉

教育実践研究を推進していくため，教員の個人研究と共同研究の有機的な結合によって，大学がもつ研究能力を

より有効に発揮させることを目的として，そのコーディネータ的役割をもつ「研究プロジェクト推進委員会」を平

成11年９月に設置した。平成11年度においては15件の研究プロジェクトを採択した。

〈学長補佐体制等の整備〉

本学学内の諸課題に対応し，副学長と連携して学長の職務を補佐するための「学長補佐」及び本学の運営上の諸

課題について意見交換を行い，学内運営の円滑化を図るための「部局長懇談会」を平成11年９月に設置した。また，

学長補佐の設置に伴い，副学長，学長補佐，事務局長を構成員とする「学長補佐会」を設けた。

〈国立教員養成大学・学部別教員就職率第１位〉

国立教員養成大学・学部（教員養成課程）の平成11年３月卒業者の就職状況について，文部省高等教育局大学課

教育大学室が取りまとめた結果（９月30日付調査）から，本学の教員就職率（49.7％）は国立教員養成大学・学部

（教員養成課程）の中で第１位となった。

〈セクシュアル・ハラスメント講演会及びセクシュアル・ハラスメント相談員等のための研修会の実施〉

セクシュアル・ハラスメント防止対策の一環として，当該問題の啓発を図ることを目的とした講演会及びセクシ 

ュアル・ハラスメント相談員等のための相談に関する知識の修得を目的とした研修会を平成11年12月８日に実施し

た。

〈組織運営体制の整備〉

国立学校設置法及び同法施行規則の一部改正により，運営諮問会議，運営評議会及び教授会が規定され，それぞ

れの審議機関としての役割分担が明確にされた。本学においても，平成12年２月に研究科委員会規則を含めた当該

規則整備を改正を行い，それぞれの審議機関としての機能分担の一層の明確化を図り，大学運営に関し責任ある意

思決定を行うこととした。
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〈  就  職  相  談  室  の  設  置  〉

学生の就職活動の支援をより一層強化するため，平成12年２月に「就職相談室」を設置した。平成12年度から相

談員を配置して，学生の就職相談に対する指導・助言等を行うこととした。

〈  大  学  院  修  士  課  程  第  ３  次  入  学  者  選  抜  試  験  及  び  改  組  に  伴  う  募  集  の  実  施  〉

平成12年度大学院入学者選抜は，例年の第１次・第２次募集と更に第３次募集の選抜試験を実施するとともに，

改組に伴う募集の選抜試験を平成12年４月８日に実施することとした。

〈  新  図  書  館  シ  ス  テ  ム  の  導  入  及  び  マ  ル  チ  メ  デ  ィ  ア  ・  コ  ー  ナ  ー  等  の  整  備  拡  充  〉

附属図書館では，平成12年２月から３月に図書館サービスを支える業務用電子計算機システムの更新を行うとと

もに，マルチメディア・コーナー及び視聴覚コーナーの整備拡充を図った。

〈  情  報  公  開  法  施  行  へ  の  対  応  〉

情報公開法施行への対応について，平成12年３月８日の評議会において，行政文書の公開判断基準，開示請求者

への対応と情報公開窓口の設置等については特別委員会を設置し，検討していくこととした。

２ 平成1 1年度の大学運営を顧みて

平成11年度は，平成12年度から始まる改革の最終計画案の作成と，改革の実施に向けての体制の整備に全力を注

入した。改革案の策定のため，改革推進特別委員会で集中的に審議し，その結果について全学集会を開催し，全学

的な周知徹底を図った。改革案の実行に向けての準備作業も改革推進特別委員会で進めた。特に，新たに立ち上げ

る学習臨床コースと発達臨床コースへの教官の配置は全学の教官定員の見直しを必要とし，教官定員の配分案の策

定及び大学院担当審査の手続を経て教員配置改革案を確定した。さらに，新設の２コースについてはコース運営会

議準備会を設置し，新コースの教育・研究についての準備を進めることにした。また，新設コースの諸施設の整備

については，将来計画検討委員会で，全学の施設は原則として共有化するという方針を了承し，既存の施設の見直

しと，空きスペースの利用等により，新コースの立ち上げに必要な最低限の施設を確保することにした。

次に，国立学校設置法及び同法施行規則の一部改正にあわせ，本学でも運営諮問会議，運営評議会及び教授会・

研究科委員会の役割分担の一層の明確化を図り，大学運営に関し責任ある意思決定ができる体制を整備することに

した。また，平成12年度以降の大学改革の推進を円滑に行うため，並びに今後新たな対応を迫られる情報公開法及

び大学評価・学位授与機構による大学評価等の課題に対処するため，部局長懇談会を設置し，十分な意見交換の上

に大学としての意思決定を行うこととした。また，副学長と連携して学長の職務を補佐するため，学長補佐を置き，

学長の諮問する事項について調査・研究を遂行するとともに，その結果を学長補佐会において検討し，大学運営に

反映させることとした。

３ 管理運営の概要

(1) 評議会
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評議会は，学長の諮問に応じ，国立大学の評議会に関する暫定措置を定める規則第６条第１項に規定する事項等

を審議するために設置されており，学長，副学長，附属図書館長，学校教育研究センター長及び10人以内の教授

（各教育研究部（系）部長，附属実技教育研究指導センター長及び各附属学校長のうち１名）で組織し，原則とし

て毎月第２水曜日に開催している。

平成11年度においては，13回（第209回～第221回）開催し，主な審議事項は，①学内規則等の制定・改正，② 

平成12年度歳出概算要求，平成11年度歳出学内予算，③上越教育大学改革計画，④奨学寄付金の受入れ，⑤学長補

佐体制等の整備，⑥組織運営体制の整備，⑦改革に伴う運営体制，⑧自己点検・評価，⑨情報公開法施行への対

応，⑩積極的な情報の公開，⑪公開講座実施計画等であった。（各回の議題については，学報68号～第71号参照）



(2) 教授会

教授会は，学部の教育研究に関する重要事項を審議し，及び教育公務員特例法の規定によりその権限に属する

こととされた事項を行うために設置されており，学長，副学長及び教授で組織し，原則として毎月第４水曜日に

開催している。なお，教授会には専門的事項について調査検討を行うため，５つの専門委員会が設置されている。

平成11年度においては，15回（第243回～第257回）開催し，主な審議事項は，①教員人事，②役職員の選考，

③専門委員会委員の委嘱，④学生募集要項，⑤入学者選抜試験の実施及び合格者の判定，⑥学生の退学及び休学，

⑦卒業判定，⑧教育課程，学年歴，教育実習実施計画，⑨科目等履修生の受入れ，⑩自己点検・評価等であった。

(3) 大学院学校教育研究科委員会

大学院学校教育研究科委員会は，大学院（学校教育研究科）の教育研究に関する重要事項を審議するために設

置されており，研究科長（学長）及び副学長及び研究科担当を命じられた教授で組織し，原則として毎月第４水

曜日に開催している。なお，委員会には，専門的事項について調査検討を行うため，６つの専門委員会が置かれ

ている

平成11年度においては，16回（第234回～第249回）開催し，主な審議事項は，①大学院担当教員の判定，②専

門委員会委員の判定，③学生募集要項，④入学者選抜試験の実施及び合格者の判定，⑤学生の退学及び休学，⑥

修了判定，⑦教育課程，学年歴，⑧ティーチング・アシスタントの選考，⑨科目等履修生及び研究生の受入れ，

⑩自己点検・評価等であった。

(4) 連合大学院委員会

連合大学院委員会は，本学が構成大学として参加する兵庫教育大学大学院連合学校教育学研究科（平成８年４

月１日設置，以下「連合研究科」とする。）と本学との連絡調整に関する事項並びに連合研究科の研究科委員会

及び研究科代議委員会の審議事項に関する事項等について審議するために設置されており，学長，副学長，及び

連合研究科の主指導教官有資格者である教授で組織し，原則として毎月第４水曜日に開催している。

平成11年度においては，10回（第31回～第40回）開催し，主な審議事項は，①リサーチ・アシスタント②研究

科教官候補者の推薦，③ティーチング・アシスタントの選考，④連合研究科幹事の選出等であった。

(5) 参与会

参与会は，国立学校設置法施行規則第29条の５の規定に基づき，本学の基本理念を理解し，教員の養成及び大

学の教育について広く，かつ，高い識見を有する学外の者から学長が選考した参与並びに学長，副学長及び事務

局長をもって組織している。

平成11年度においては，６月30日に開催し，本学の運営及び教育・研究並びに大学改革に関して，活発な意見

交換が行われ，それらの諸問題に対する本学の対応について，貴重な指導・助言が得られた。

平成11年度における参与（職名は，平成11年度6月16日現在）は，次のとおりである。

井内慶次郎

加藤 章

加藤 淳一

黒羽 亮一

河野　重男

財団法人日本視聴覚教育協会会長

盛岡大学教授（前上越教育大学長）

新潟県中学校長会会長

常磐大学教授

東京家政学院大学長
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佐久間曻二

髙橋 信雄

辰野 千壽

中島 元彦

平山 征夫

宮越 馨

日本衛星放送株式会社代表取締役社長

髙助合名会社社長

財団法人応用教育研究所所長（元上越教育大学長）

東京都教育委員会教育長

新潟県知事

上越市長

(6) 自己評価等委員会

自己評価等委員会は，本学の教育研究水準の向上並びに設置目的及び社会的使命達成のため，教育研究活動等

について自ら点検・評価を行うことを目的に設置されており，学長，副学長，附属図書館長，学校教育研究セン

ター長，学部主事，事務局長その他学長が指名した教授の計15人で構成している。

平成11年度においては，５回開催し，平成10年度自己点検・評価結果，自己点検・評価の具体的な実施方法等

について検討する専門部会の設置，本委員会が実施組織となる項目（自己点検・評価体制，研究費の財源（学外

からの資金の導入状況，科学研究費補助金の採択状況等）及び各教官の研究活動及び社会との連携（研究費の財

源を除く。））に係る自己点検・評価の実施，年次報告書（第15集：平成11年度版）の作成等について審議した。

その審議結果に基づき，各種委員会等への自己点検・評価の実施依頼，各種委員会等への自己点検・評価内容

の充実に関する通知，各教官への教育活動，研究活動及び社会との連携に関する状況調査，年次報告書（平成11

年度版）原稿の提出依頼等を行った。

(7) 将来計画検討委員会

将来計画検討委員会は，本学独自の将来計画を策定し，さらに，本学の組織及び運営の現状を検討し必要に応

じてその改善策を策定することを目的として設置されており，評議員，各附属学校長及び事務局長により組織さ

れている。

平成11年度においては，８回（第51回～第58回）開催し，主な審議事項は，①山屋敷団地長期計画の見直し，

②既存施設の有効活用に関する検討，③学長補佐体制等の整備，④第９次定員削減等への対応，⑤大学改革に伴

う施設整備，⑥組織運営体制の整備，⑦平成12年度の新設コース等に必要とされる施設，⑧西城団地施設長期計

画等であった。

(8) 教員人事

① 人事委員会

教授会に置かれる専門委員会として，教員の人事に関する事項を専門的に調査検討するため，人事委員会が

設置されており，副学長，各部から選出された教授各２人（生活・健康系教育研究部は３人）の計17人及び臨

時委員（選考案件ごとに当該部から選出される教授２人）で構成している。

人事委員会は，教員の選考に当たっては，選考案件ごとに教員選考審査会を設置して，候補者の業績審査等

を付託し，同審査会の審査報告を基に審議を行っている。

委員会は，毎月１回，定例教授会開催日の１週間前の開催を原則としており，平成11年度は13回開催した。

教員任用の審査件数は次のとおりである。

平 成 １ １ 年 度 平 成 １ ０ 年 度
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職 名 件数 採用 昇任 転 任 降任 併任 件 数 採用 昇任 転任 降任 併任配 置 換 配 置 換

教 授 １０ ２ ５ ３ １ ２ ６ ４ ２

助教授 １０ ２ ８ ３ １ ２

講 師 ９ ６ ３ ２ １ １

助 手 ２ ２

その他 ５１ － － － － － － ５ ４ － － － － － －

計 ８０ １０ １６ ３ ７ ３ ３ ８ ６ ２

（注）「その他」は非常勤講師，外国人教師及び客員研究員を示す。

② その他

ア 役職員

平成11年度役職員は，次のとおりである。

(ｱ) 部局長等

学 長 大 澤 健 郎

副 学 長 渡 邉

副 学 長 増 井 三 夫

附 属 図 書 館 長 湧 井 豊

第 一 部 学 部 主 事 中 野 靖 夫

第 二 部 学 部 主 事 有 澤 俊太郎

第 三 部 学 部 主 事 大悟法 滋

第 四 部 学 部 主 事 風 巻 孝 男

第 五 部 学 部 主 事 大 山 秀 夫

学校教育研究 長 髙 田 久司センター

保健管理 所長 山 本 保センター

情報処理センター長 中 川 清 隆

長 澤 靖 夫附属実技教育研究指導センター長

大 野 由 三附属 障 害 児 教 育 実 践 セ ン タ ー 長

附 属 小 学 校 長 星 名 信 昭

附 属 中 学 校 長 青 木 眞

附 属 幼 稚 園 長 重 嶋 博

(ｲ) 評議員

学 長 大 澤 健 郎

副 学 長 渡 邉

副 学 長 増 井 三 夫

附 属 図 書 館 長 湧 井 豊

学校教育研究 長 髙 田 久司センター

教 授

教 授

教 授

中 野 靖 夫

有 澤 俊太郎

大悟法 滋

風　間　孝　男

大　山　秀　夫
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教 授

教 授



教 授

教 授

長 澤 靖 夫

重 嶋 博

教 授

教 授

教 授

小 宮 三

藤 澤 郁 夫（平成11年８月15日まで）

大 嶽 幸 彦（平成11年８月16日から）

イ 名誉教授

上越教育大学名誉教授称号授与規則に基づき，平成11年度は次の者に名誉教授の称号が授与された。

加 藤 章（前学長）

神 成 嘉 光（元学校教育学部教授）

澁 谷 久（ 〃 ）

(9) 財務

本学の「学内予算配分」，「概算要求」については，評議会の審議事項となっている。

また，「学内予算配分」に当たって検討を要する事案については，評議会の付託により予算委員会で審議する

こととなっている。

① 学内予算配分

ア 平成11年度学内予算配分は，予算委員会で審議の後，平成11年６月９日開催の第212回評議会で承認された。

評議会での学内予算配分対象事項は，校費については教官当積算校費，大学院学生当積算校費及び学部学生

当積算校費であり，職員旅費については教官研究旅費となっている。

イ 平成11年度連合研究科学内予算配分は，予算委員会で審議の後，平成11年７月14日開催の第213回評議会で

承認された。

② 概算要求

ア 平成12年度概算要求事項は，平成11年６月９日開催の第212回評議会で承認された後，文部省へ提出された。

イ 平成11年度の概算要求において認められた事項は，次のとおりである。

(ｱ) 事務機構の整備 就職指導担当専門員 １人

(ｲ) 図書館設備費 図書購入費（全体８年計画の７年次分）

(10) 広報活動

① 情報・広報委員会

情報・広報委員会は，本学に関する情報・広報に係る基本方針に関する事項並びに広報機能の能率性向上及

び有機的な情報・広報活動の確保に関する事項等について審議することを目的として設置されており，学長，

副学長，附属図書館長，各種委員会委員長，事務局長で組織されている。また，委員会には専門的事項につい

て調査検討を行うため，電子情報専門部会と出版専門部会が置かれている。

平成11年度においては，１回（第４回）開催し，審議事項は，①情報公開法施行への対応，②積極的な情報

の公開，③大学紹介ビデオの作成であった。また，大学院だより出版専門部会及び学園だより出版専門部会に

おいては，それぞれ大学院だよりが№51～№52及び学園だよりが第８号，第９号を編集・発行した。
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② その他の広報活動

ア 広報刊行物

本学の学生募集や各種事業に関する広報活動は，各委員会，センター・附属学校等の部局及び事務局の担

当部署が行っている。平成11年度に本学が発行した広報刊行物は，第５章資料編「広報刊行物一覧」のとお

りである。



イ 新教育大学紹介コーナー

本学，兵庫教育大学及び鳴門教育大学の３大学が共同で国立教育会館学校教育研修所（茨城県つくば市）

と国立特殊教育総合研究所（神奈川県横須賀市）の２カ所に新教育大学紹介コーナーを設置しており，写真

パネルや広報刊行物等の資料を展示し，両施設に研修に訪れた現職教員等に本学の情報を提供している。

(11) 教員組織

① 学校教育研究系

本研究系は教育基礎，教育経営，教育方法，生徒指導の４講座と学校教育研究センターの教員によって構成

されている。教員会議は毎月第３水曜日に開催した。会議の主な議題は教授会，研究科委員会，評議会，将来

計画検討委員会及び各種委員会等からの報告と研究系の運営にかかわる検討事項についての協議である。本年

度当初，平成12年から大学を改革していくことが決定された。改革推進のために臨時教員会議を開催し科目内

容及び科目担当を集中的に検討し，新設２コース（学習臨床コース，発達臨床コース）のカリキュラムの編成

を行った。教授会は人事に関する審査を行っているが，平成11年度で転出した３名の教官の補充，改革の推進

に伴う採用，昇任等のために19回の会議を開き，定員の確保に努力した。

② 幼児・障害児教育研究系

幼児・障害児教育研究系では，原則として８月を除く月１回，両講座の全教官が参加する系の教官会議を評

議会が開催された次の週に開催している。会議の主な議題は，当該月の評議会で審議された議題や報告を資料

に基づいて説明し，質疑や討議を行っている。また，両講座に共通する各種委員会のうち，一方の講座からの

み委員が選出されている委員会における案件，及び部長が構成員になっている将来計画検討委員会，教育課程

検討委員会，改革推進特別委員会や今年度からの部局長懇談会等で審議されたり，報告された事項についても

可能な限り伝えるようにしている。会議の進行は，部長が行い，会議の議事要旨の作成は幼児教育講座と障害

児教育講座の助手が交替で行った。さらに，系の教官人事等の重要な案件は，その都度，系の教授会を開催し

審議を行った。

今年度の主な審議内容としては，本学の学部・大学院の改革と国立大学の独立行政法人化にかかわる問題で

あった。その中でも本教育研究系にかかわる学部と大学院の一貫カリキュラムによる発達支援コースの問題，

学校教育研究科の専攻・コースの再編と拡充にかかわる担当教員や開設授業科目及び施設の問題等が中心に審

議された。

③ 言語系教育研究系

定例の第二部会（社会系教育研究系と合同）を原則として第３水曜日に開催し，当該月の評議会で議せられ，

報告された案件について説明し，問題点は当該部選出の評議員が質問等に答えた。大学改革期のため，部局長

懇談会や将来計画検討委員会の内容についても，二部として必要な場合は取り上げ，丁寧な運営を心がけた。

言語系としては，連合大学院の運営について，講座代表者の発議で全構成員による教官会議を４月21日 ，

３月15日 に開催し，主に教員資格審査に係る諸事項の説明を行い，質問等に答えた。

言語系の教員人事については，４月27日 に当該コースの討議を踏まえて言語系教授会を開催し，案件の処

理に当たった。
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④ 社会系教育研究系

当研究系は、平成11年度中に、教授のみによる教員会議を３回、全構成員による教員会議を22回開催した。

教授のみによる教員会議はすべて人事に関するものであるが，その結果は全構成員による教員会議に報告され

るか，審議事項としてすべて提案されている。平成11年度における全構成員による会議で審議・検討された内

容は多岐にわたっているが主なものを挙げれば，次の通りである。

１）採用に関する案件２件。 ２）学習臨床系への社会系コースの参加について。３）大学院１年生の指導教

官の決定に関すること。本研究系では、例年７月に決定することになっている。４）学部２年生のゼミ所属時

期を２月にしたこと。５）その他系の運営に関して必要な事項。なお、年度途中で前任者が体調をくずし、部

長が交代した。



⑤ 自然系教育研究部

自然系教育研究部の教員会議は，４月21日，５月19日，６月16日，７月22日，９月16日，10月20日，11月17

日，12月22日，１月19日，２月16日，３月15日の計11回，毎月第３水曜日を原則として開かれた。主な審議内

容としては，教授会，研究科委員会，評議会，将来計画検討委員会，改革推進特別委員会等の報告に基づき，

既設施設の有効活用，学長補佐体制，大学評価への対応など，主として大学改革関連の事項についての議論が

あった。加えて，教務委員会，入試委員会，学生委員会，実習委員会等，各種委員会からの報告に基づき，専

修・コース分けやシラバスの公開などについて，自然系としての活発な意見交換が行われた。年度初めには，

自然系共通経費平成10年度決算報告や自然系教育研究部教官の弔意に関する申し合わせの再検討が行われ，年

度末には，平成12年度の講座主任および各種委員会員の選出等が行われた。また，４月28日，８月25日，９月

３日，１月12日の計４回，自然系教授部会が開かれ，教授１，助教授２の自然系の教官人事について審議が行

われた。

⑥ 芸術系教育研究部

芸術系部会は，評議会の翌週の水曜日を定例としたが，大学改革に伴う改組等大きな問題が山積した年であ

り，変則的な日時に開かれることしばしばであったが，都合10回開催された（８月は休業中につき中止，３月

は文書報告をもって代えた）。部会では主として部長出席の各種委員会（評議会，部局長懇談会，将来計画検

討委員会，教育課程検討委員会，自己評価等委員会等）の報告とそれに伴う協議が行われ，他に系から１名選

出の予算委員会，研究紀要委員会等の委員から提出された案件等が協議された。部長と音楽・美術両コースの

主任との連携，教官各位の協力によって各種委員の選出等諸案件は滞りなく合意を得た。

独立行政法人化，改組に伴う新コースの設置とそれに伴う人事や施設，評価及び情報開示等大きな問題は，

部会のみならず音・美両コース主任の主宰するコース会議においても活発な論議が交わされた。

⑦ 生活・健康系教育研究部

生活・健康系教育研究部では，保健体育，技術，家庭の３講座と保健管理センター，学校教育学部附属実技

教育指導センター（体育教育分野），情報処理センターに所属する教官によって教員会議を構成している。教

員会議は，原則として，毎月第３水曜日（12時40分～13時20分）に開催することにしており，本年度は８月を

除き11回開催された。会議の内容は，議題，報告，その他であり，(ア)評議会及び学部主事の役職指定による

委員会の報告と協議，(イ)その他の各種委員会の報告と協議が行われた。

部の人事は，部教員選考規定に沿って各講座で検討された案件について，教授５人で構成する選考審査会で

審査を行ったのち，部教授会の審議を経て候補者を確定している。本年度は，さらに，部教授会において外国

人教員の再任手続きに関わる規定について検討を行い，部教員選考規定に付記することにした。

⑧ 合同部（系）教員会議

本会議においては，学長団よりそれぞれの時点で当面している大学の諸問題や本学の将来に関わる方針・展
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望について開陳してもらい，出席した教官より，質問・要望を提出してもらい，学長がそれに応ずるという形

で開催し，それぞれの時点における情報の周知伝達，特に教授会構成員でない教官の意見・要望の吸い上げに

努力してきた。

平成11年度においては，３回（平成11年５月12日，５月31日，10月20日）開催し，大学改革の推進，独立行

政法人化への対応等について，教官との間で質疑応答及び活発な意見交換が行われた。



(12) 施設整備

① 施設整備状況

ア 平成12年度施設整備費概算要求事業として，大学院研究棟，体育棟等改修，基幹・環境整備，大学会館の

４件を要求した。

イ 新設コースに必要な施設について，プレゼンテーション室，心理教育相談室，院生研究室等の整備を図っ

た。

ウ 営繕工事として，附属中学校ピロティ床改修，学校教育研究センター・北城宿舎公共下水道接続工事，図

書館・事務局渡り廊下新営工事等を含め17件の事業を実施した。

エ 保全業務として，消防設備，高圧受変電設備，昇降機設備，電話交換機設備，生活排水処理施設，設備監

視装置等を含め12件の事業を実施した。

オ その他建物等修繕工事として，学生宿舎補食室改修工事，自然棟機械実験室改修工事等を含め37件の事業

を実施した。

② 施設長期計画等

山屋敷団地について，教育研究に対応した施設長期計画の見直しを行い，長期的視点に立ったキャンパス整

備と共に各施設のゾーニング及び配置計画を検討し，大学院棟２棟計画を既設の自然棟に集約した配置計画を

文部省に提出した。

(13) 事務局

① 事務連絡会

事務連絡会は，本学運営の連絡調整とその円滑な運営を図ることを目的として設置されており，事務局長，

各部課長・主幹，課長補佐及び専門員で組織し，原則として毎月１回開催している。

平成11年度においては，事務情報化の推進，事務の見直し等についての審議を行ったほか，各課・主幹等に

おける事務の連絡調整を行った。

② 各課の主な業務（特記事項）

ア 「本学改革構想」（平成10年９月24日教授会決定）に基づき，平成12年度概算要求において具体的な改革

を推進するため，庶務課，会計課及び教務課の課長補佐，専門職員などからなる改革推進プロジェクトチー

ムを編成しこれに対処した。

イ 「さわやか行政サービス運動」における研修

事務職員を対象に，６月17日（木）に外部講師を招き，職場でのコミュニケーション及び応接態度に関す

ることを中心に研修（実技を含む）を２時間程度実施し，さわやか行政サービス運動に対する理解を深める

とともに，行政サービスの改善を図った。

研修を通して民間における応接のノウハウを吸収し，効果的かつよりきめ細やかな行政サービスの向上を

図ることができた。

ウ 大蔵省関東財務局行政財産等の実地監査
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大蔵省関東財務局による行政財産等の実地監査が平成11年９月６日（月）に実施され，国有財産全般にわ

たって監査を受けた。

エ 消防訓練

平成11年11月29日（月）に上越南消防署の協力を得て，学長以下全職員が参加し，屋内消火栓からの放水，

避難誘導及び救護等の消防訓練を実施した。



オ 学内パソコン研修

本学の事務情報化を推進するため，事務局職員パソコン研修Ａコース（基礎編）を平成11年９月27日(月)

～29日（水）に，Ｂコース（Ａｃｃｅｓｓ編）を平成11年10月４日（月）～６日（水）にそれぞれ実施し，

合わせて23名が受講しパソコンに関する操作技術を修得した。

カ 都道府県教育委員会等の訪問

各教育委員会を訪問し，本学の改革構想を説明し，現職教員の派遣及び派遣増を要請した。

今年度は，青森県，岩手県，宮城県，山形県，栃木県，東京都，埼玉県，新潟県，長野県，福岡県，長崎

県，静岡県，大阪府，石川県，福島県，茨城県，群馬県，千葉県，富山県，福井県，山梨県，愛知県，兵庫

県，島根県の24都府県を訪問した。

キ 上越教育大学「国際交流のつどい」を実施

地域と大学が一体となった留学生受入れ体制の整備と上越地域の国際化に向けた事業を推進することを目

的とした「国際交流のつどい」を実施した。

ク 新図書館システムの更新 （図書課）

図書館サービスを支える業務用電子計算機システムの更新を行った。新図書館システムでは，従来の図書

館業務支援機能のさらなる強化を図っており，特に図書自動貸出装置，ＯＰＡＣ(本学所蔵目録検索)のレス

ポンスが飛躍的に向上した。

ケ マルチメディア・コーナー等の整備充実

マルチメディア・コーナーでは，従来19台のパソコンにより情報検索・文献検索を行っていたが，このう

ち９台の旧型ノート型パソコンを，ワープロ・表計算ソフトを装備した最新デスクトップ型パソコン18台へ

と更新・増設を行った。総計28台のデイスク型パソコンにより，学術情報の利用環境を提供することができ

た。

また，視聴覚コーナーでは，今後普及が見込まれるＤＶＤに対応するとともに，放送大学受信機能を備え

た最新機器６台のブースを設置した。

(14) その他

① 環境委員会

大学構内の建物利用，設置構想から緑化保護までを環境保護・保全・整備という総合的な見地から審議する

ため，学長を委員長とし，副学長，附属図書館長，学校教育研究センター長，運営評議会委員，事務局長を構

成員として設置されており，建物施設専門部会，緑化保全専門部会，交通安全専門部会の３部会が置かれてい

る。平成11年度においては，環境委員会及び建物施設専門部会，緑化保全専門部会の開催はなかったが，交通

安全専門部会を平成11年７月と平成12年３月に開催し，構内の交通安全対策及び指導方針について審議し，平

成11年10月と11月に交通安全専門部会委員による入構違反車両の交通指導を行った他，適宜事務局・警備員に

よる入構違反車両の排除及び駐車違反車両に輪止めの措置等の対策を講じた。

② 実験廃棄物等管理委員会

本学の研究教育に伴い発生する実験廃棄物等の管理及び取扱いの指導，実験排水処理施設等の運営に関する
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事項等を審議するため，学長が氏名する副学長及び各部から選出される委員各１名から構成されている。

平成11年度においては，塩素系溶剤，可燃性溶剤，実験廃液等約450リットルの処理を平成11年10月に委託業

者に依頼し処理を行った。

③ 職員レクリエーション委員会

職員レクリエーション委員会は，本学職員のレクリエーション活動に関し，学内の意見を聴き，円滑な実施

を図るために設置されており，学長が指名する副学長，各教育研究部及び各附属学校から選出された者各１名，

事務局長，事務局の職員のうちから学長が指名する者３名の計15名で構成している。



　平成11年度においては，１回開催し，前年度に行ったレクリエーション行事の報告，本年度のレクリエーシ 

ョン事業計画についての審議を行った。その審議結果に基づき，本年度のレクリエーションを実施した。

④ セクシュアル・ハラスメント対策委員会

セクシュアル・ハラスメント対策委員会は，本学におけるセクシュアル・ハラスメントの防止及び救済に関

する対策を総合的に取り扱い，快適な就学・就労環境を確保することを目的に設置されており，各部から選出

された者各１名，事務局から選出された者２名，学長が指名する者４名の計13名で構成している。平成11年度

においては，５回開催し，セクシュアル・ハラスメントの防止・救済に関する対策について審議した。

委員会規程に基づき，セクシュアル・ハラスメント相談窓口の設置に関する細則，セクシュアル・ハラスメ

ント調査委員会の設置に関する細則を作成し，その細則により相談員並びに相談窓口担当者が置かれた。

セクシュアル・ハラスメントの防止に関する啓発活動として，平成11年12月８日（水）には，外部講師を招き，

学生及び教職員を対象とした「セクシュアル・ハラスメント講演会」及び相談員，相談窓口担当者並びにセク

シュアル・ハラスメント対策委員会委員を対象とした「セクシュアル・ハラスメント相談員等のための研修

会」を開催した。また，平成11年10月26～27日開催の「教員養成課程学生合宿研修」（３年次）並びに平成12

年３月２～３日開催の「課外活動団体リーダース研修」において，委員長がセクシュアル・ハラスメントにつ

いて講演を行った。

さらに啓発活動の一環として，学生及び教職員に配布するリーフレットを作成し，また，本学のセクシュア

ル・ハラスメント防止対策に関するホームページを開設した。

４ 教育・研究活動

(1) 各講座の教育・研究

＜学校教育研究系＞

① 教育基礎講座

【講座の概括】

教官の転任，新任，併任という事態の下で，講座の教育課程と院生指導体制の維持・改善に努めた。①教育
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基礎研究法（修士課程１年次必修科目）において，全教官が各研究室の研究指導法を周知せしめることによっ

て，研究課題の具体化とゼミ所属の決定を円滑化した。②全教官が特論，演習Ⅰ（１年次院生），演習II（２

年次院生）を開設して，院生の修士論文研究を一貫して指導した。③学位論文を12月１日に仮提出せしめ，主

査・副査教官の査読を通じて，論文の完成度を高めるべく，指導した。④口述試験終了後（２月上旬），学位

論文成果発表会を開催して，２年次院生自らの研究生活の総括と，１年次院生への研究生活体制の伝達を図っ

た。

【講座における教育・研究の特色】

教育基礎講座は，学問的に見て基礎的な観点・方法を以って教育現象を分析することをめざしているが，院

生の研究もそうした方向性を反映して，本年度の修士論文は，院生諸氏の実践的問題意識を基礎科学的な方法

を以って緻密に具体化して構成したものとして，各自の実践生活に有力な資源となるとともに，学問的にも評

価され得る，高い水準を達成することができた。

講座の研究指導体制の特徴は，院生の研究発表会を機会として，研究課題の設定と考察の具体的な方法をめ

ぐって，教官全員によって，教育学と心理学の両分野から，自由・率直で且つ科学的・学問的に徹底した厳密

な議論が行われて，それをベースとして院生の研究が構成されていくという点にある。繰返される発表会と，

仮提出・査読と，研究成果発表会と，それぞれの機会における，勿論院生をも交えた，自由で活発な議論こそ，

緻密な個別指導と相俟って，高い水準の論文研究を支えているものである。



② 教育経営講座

【講座の概括】

平成11年３月31日付で塚本伸一助教授が本学を辞職された（立教大学文学部へ転出）ため，社会心理学担当

教官につき，平成11年度は欠員であった。平成10年９月１日より文部省在外研究員（長期）として米国へ出張

中であった古賀一博助教授が，平成11年６月30日に帰国。荻原克男講師が，平成12年３月１日付で助教授に昇

任された。

本講座では，従前より所属教官全員が担当する授業科目の運営を機軸に緊密な協力的指導体制を重視した教

育活動を展開しており，平成11年度は次のとおり実施した。４月24日～25日，牧村「深山荘」において合宿研

究会を開催した。ここでは，学部３・４年次学生については卒業論文の構想発表，大学院１年次学生について

は課題研究のオリエンテーション，大学院２年次学生については修士論文の構想発表の機会とし，所属教官全

員が指導に当たった。また，10月16日 には，大学院２年次学生の修士論文執筆過程での中間発表会を開催し，

大学院１年次学生にも出席を求め，コース全体の修士論文の質的充実のための指導を行った。なお，７月21日

～24日には，森田洋司大阪市立大学文学部教授を非常勤講師に迎え，大学院「教育計画特論」の授業科目を担

当いただいた。

【講座における教育・研究の特色】

第一に，大学院修士課程の授業科目「課題研究」の運営を機軸にして，講座所属教官全員による協力的指導

体制を重視した教育活動を展開している。具体的には，４月下旬に１泊２日の合宿研究会，10月中旬には修士

論文の中間発表会を開催し，所属教官全員が出席して緊密な協力体制による指導を行っている。

第二に，本講座としての研究面での独自性を追求し，併せて大学院の本コース修了者の研究活動を奨励する

趣旨で研究団体（上越教育経営研究会，平成６年４月発足）を組織し，定期的に機関誌を編集・発行している。

（最新号は，平成12年３月発行の『教育経営研究』第６号である。）

第三に，教育経営に関する全国的な最新の研究動向を把握し，さらに本講座の研究活動の独創性を追求する

ために，各教官が所属する全国規模の研究学会の大会等に大学院学生の出席・研究発表を促している。具体的

には，平成11年８月開催の日本学校教育学会第14回研究大会（於：上越教育大学）において，本講座関係の現

役大学院学生10名が研究発表した。

③ 教育方法講座

【講座の概括】

本講座は，教育の方法・技術を対象とした学問領域，すなわち教育方法学・教授学，教育課程論，学習指

導論，学習・認知心理学，教育評価・統計，教育工学，授業分析法，教育情報学を網羅し，各教官がそれぞ

れの分野で勢力的に研究した成果に基づいて教育にあたっている。

大学院生の修士論文指導は，テーマごとに指導教官を決め，個別指導を中心にして進め，さらに講座の教官

全員の指導を１年次には構想発表（１回），２年次に修論研究発表（２回）の場として厳しく行った。ただ

院生定員は10名であるにもかかわらず，常に定員をオーバーした志願者があり，本年度は１年次生19名，２

年次生 19名の計38名が在席している。このため院生研究室が狭く，その機能が果たせず，全員が落ち着いて

学習や研究のできる環境にはない。そのためまず，院生の研究環境の整備が望まれる。つぎに，専任教官の

増員を強く要望しつつ，コースの研究・教 育の充実を一層図っていきたいと念じている。なお，大学院「学

習指導特論」では国立教育研究所教育指導研究部部長の高浦勝義氏によって集中講義が行われ，院生に好評

を博した。
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 教官の異動としては助教授田中敏氏が平成12年1月1日付けで教授に昇任した（教育評価・統計担当）。また，

同氏は文部省情報処理関係内地研究員として平成11年5月から10ケ月間，宇都宮大学工学部へ留学した。

【講座における教育・研究の特色】

教育方法コースでは，授業改善に関する有効な理論の構築とその研究方法の開発に基本的な目標をおき，教

育の方法・技術について，教育方法学，教育課程論，教授学，認知・学習心理学，教育工学，教育情報学，教

育評価法などの学問分野から，専門的・総合的に研究・教育を行う。

授業実践を核としながら，学校生活全般にわたる教育・学習活動，およびその背景にある社会的文脈をも視

野に入れた幅広い問題意識を持ち，またそれらの問題に対して，深く鋭い分析を加えるための，高度な研究能

力や実践能力を身につけることを目指している。

具体的には，主として，①教育学的・教授学的アプローチ，②心理学的・教育評価的アプローチ，③授業分

析的・教育工学的アプローチの３つにより，研究・教育を進めている。

院生は，各自の問題領域や研究計画に基づいて，いずれかのアプローチを選択し，その問題に対する理論的

枠組みや研究方法への理解を深める。さらに，カリキュラム上，専攻科目の受講やコース全体での研究発表会

などの機会を通じて，異なる学問分野や理論的立場にアプローチすることにより，学際的で柔軟な研究姿勢を

学ぶことができるように教育・研究に特色をもたせて，運用している。

④ 生徒指導講座

【講座の概括】

生徒指導講座に在籍する大学院生は，１年次21人，２年次20人で，本年度も定員（10人）の倍であり，一昨

年度より学校教育研究センターの井上忠典講師の協力を得ているものの，論文指導の教官５人の負担は極めて

大きく，指導の限界を超える状況にある。

大学院生の論文指導については，テーマにそった指導教官の個別指導に併せて，１年次７月・12月，２年次

４月・９月の４回にわたり，全教官の指導を受ける中間発表会を行っている。また，生徒指導・カウンセリン

グ・特別活動・道徳教育の演習において，事例に基づき，児童生徒の理解・援助・指導のあり方について，臨

床的・実践的な検討を行っている。

いじめ・不登校・学級崩壊などの問題解決への支援として，県担当事業による小学校・中学校への派遣カウ

ンセラーに５人の教官が，文部省のスクールカウンセラーとして４人の教官がそれぞれ参加し，スーパービジ

ョンを行っている。

さらに，本年度は，講座の教官が中心となって，文部省委嘱研究「生徒指導の理論と方法」の成果を報告書

にまとめている。

【講座における教育・研究の特色】

本講座では，生徒指導（臨床心理学・カウンセリング・進路指導を含む）・道徳教育・特別活動・社会教育

など教科以外の教育活動に関する分野について，臨床的・実践的・総合的な研究・教育を行う。

臨床心理学の領域では，各種の心理検査を用いて，パーソナリティ・能力・態度などの理解を体験的に深め，

援助・指導に結びつく診断のあり方について検討する。また，カウンセリングの領域では，ミニカウンセリン
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グ・ロールプレイング等の体験を通して，カウンセリングの基本的訓練を行う。さらに，進路指導の領域では，

キャリアガイダンスの諸理論を踏まえ，進路相談や指導のあり方について考究する。

道徳教育の分野では，道徳教育の目標・内容・方法など指導上の諸問題及び児童生徒の道徳性の発達に関す

る諸問題を検討する。一方，特別活動の分野では，特別活動の原理や方法及び評価について考察を深めるとと

もに，主にグループワーク的手法を用いて実践的な研究・指導を行う。
以上の分野・領域において，治療的側面だけでなく，生徒指導の開発的側面として，児童生徒一人ひとりの
豊かな人間性・自己指導能力を育成するための援助・指導のあり方についても検討を行う。



＜幼児・障害児教育研究系＞

⑤ 幼児教育講座

【講座の概括】

講座運営の要である講座会議の開催数は，平成12年度の場合は原則として２週間に１度という原則に準じて

計23回を数えた。第１回目は平成11年４月９日であり，最終回の第23回目は平成12年３月２日であった。昨年

比で３回の増加となった。その増加の要因は主に大学改革にある。他に，後述するように，学内研究プロジェ

クトに応募し，承認されたことにより，申請打ち合わせのための会議を含め計５回の臨時会合がもたれ，講座

全体としての会議数は年間を通じ28回となった。

講座運営面での目標は基本的には昨年度に引き続き会議の効率的運営と学生の状況の適切なる把握において

いた。前者については必要書類の事前準備や討議内容の明確化等の工夫により時間にして20分ほどの短縮化を

得た。但し，後者の学生の状況については十分な情報交換等ができたとは言えない。その原因については今後

の課題として追求する。

その他の事項として，昨年度以来継続してきた院生及び学生控え室への情報端末機器の設置は一段落し，今

年度は機器の活用が進められた。特に院生室に設置された機器の利用はインターネット，文献検索等十分なも

のがあった。

【講座における教育・研究の特色】

幼児教育講座の教育面の特色は昨年度に続き教育現場の経験と実践教育志向である。具体的には，「基礎演

習」，「教育実践場面分析演習」及び生活科の科目において附属幼稚園・附属小学校との多様な連携が行われ

た。とりわけ附属幼稚園との連携は講義の課題としてのみならず行事活動への院生の参加等の形を取ってもな

された。こうした特徴は実践場面分析演習の実践課題や修士論文等にも顕著に現れている。

本年度の研究面の成果は大きく３点に分けられよう。まず生活科関連での「大学における＜＜生活科＞教育

＞の探求(4)」の刊行である。生活科担当教官の実践した授業実践を分析的に紹介したものがその中心的内容

をなす。２点目は，講座の８人の教官が申請した研究プロジェクト「子育て支援に関する基礎的研究」である。

その１年目である本年は研究の体制作り，研究計画の立案，そして文献の収集と分析を中心に行った。３点目

は『幼児教育研究 第14号』と卒業論文抄録集，そして実践場面分析演習における院生の課題研究の成果をま

とめたおなじく抄録集の製本化である。

⑥ 障害児教育講座

【講座の概括】

本年度の講座教官数は，教授５名，助教授４名，助手２名の計11名であるが，学校教育学部附属障害児教育

実践センターとはセンターの開設当初から講座と一体となった人事・運営を行い機能充実を図ってきており，

従って，センター職の教官３名を合わせた14名の教官体制で教育・研究・運営を行った。そのうち，森島 慧

教授（講座籍）と大野由三教授（センター籍）が平成12年３月31日をもって停年退職された。

月２回の定例講座会議，必要に応じた臨時の講座会議を開催し，意見・情報交換を行い，必要事項の決定等を

行った。特に本年度は，平成12年度の大学改革に向けて，新カリキュラムの編成，障害児教育専攻入学定員

の５名増に対する定員充足対策（講座・センターの案内パンフの充実，広報活動等）を積極的に行った。

各教官は，それぞれの専門分野で教育・研究や学会活動に精力的に活動しただけでなく，教育相談，学校教育

現場での講演等の指導者研修や研究指導，新潟県や近隣市町村の障害児療育事業における指導・助言などを通

して，地域と密着した活動を行った。

文部省の科学研究費補助金は，基盤研究(Ｃ)２件と奨励研究(Ａ)２件の交付を受けた。また，本学研究プロ
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ジェクト『自立活動領域における個別の指導計画作成に関わる実践研究』（代表者 安藤隆男）と教職課程に

おける教育内容・方法の開発研究『幼児，児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程に関する研究』（代表者

河合 康）の交付を受けた。

本年度の当講座の指導生は，障害児教育専攻１年次生30名（他１名休学），２年次生22名，研究生４名であ

った。その内２年次生１名が休学し，21名が修士論文を完成し修了した。

【講座における教育・研究の特色】

本講座では，障害児教育を中心に，福祉の現場にも直結した障害児・者の療育に関する高度な専門的知識と

実践的技能を有する教員や指導者の養成を基本的なねらいとしている。そのために，全ての障害種に対応した

専門的な知識を習得する講義，盲・聾・養護学校，福祉施設における観察・参加，附属障害児教育実践センタ

ーで行う臨床指導実習等の実習体験を重視した教育カリキュラムと教育相談への参加等を通して，障害児教育

の未学習者や現職教員が教員免許状を取得でき，今日の教育現場や福祉現場の課題に対応できるような専門的

な知識と高度な実践的技能を身につけることができる指導体制を有しているのが特徴である。

修士論文の作成指導においては，１年次の11月に論文構想を発表し意見交換を行う「修士論文構想会」，４

月と９月に論文の進捗状況を発表する「修士論文発表会１」，「修士論文発表会２」の３回の発表会を設け，

それぞれをステップとして，現在の障害児教育の課題や現状を反映するように全所属教官の指導・助言を受け

て完成に至ることが出来るような指導体制を行い，多彩なテーマによる研究成果を上げた。

＜言語系教育研究系＞

⑦ 言語系教育講座（国語）

【講座の概括】

人事：平成11年４月１日付で国語学・中里理子講師が着任した。また，平成11年７月１日付で日本語教育学

・田島弘司講師が助教授に昇任した。

学会：上越教育大学国語教育学会（国語講座の教官・学部学生・大学院生・卒業生・大学院修了生で構成）

の学会誌『上越教育大学国語研究』第14号を平成12年２月に発刊した。執筆者は，渡部洋一郎講師，中

里理子講師及び大学院修了生の孫敦夫，石塚英樹，金子淳嗣の各氏である。

本学会の第17回総会・第37回例会が平成11年６月26日に，また第38回例会が２月11日に行われた。６

月の例会には，田島弘司講師及び卒業生，大学院修了生の研究発表があり，２月の例会では，押木秀樹

助教授の研究発表及び学部生の卒業論文，大学院生による修士論文が発表された。

刊行：『教育実践場面分析演習「国語」の研究Ⅴ－文学の授業における担当教師と参観者による授業解釈の

比較－』を平成12年３月に刊行した。

【講座における教育・研究の特色】

国語講座が力をそそいできた大学院「教育実践場面分析演習「国語」」は，国語科教育教官を中心に，過

去５年間の継続的課題の成果を「教育実践場面分析演習「国語」の研究Ⅴ」として刊行し，本年度で一応の

区切りを見た。

また，国語講座の各分野（国語科教育・国語学・国文学・書写書道・日本語教育）では，それぞれの分野
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構成員が分野特性にしたがって，総合的・専門的な教育・研究に従事しつつ，本年度は，附属中学校での大

学教官による授業実践および院生によるその授業研究を行い（これは，研究成果を刊行した），あるいは，

文学と文学の現地という観点から国文学実地踏査研究を行い（本年度，近代文学と関西，上越と文学），ま

た，本物の書を学ぶために「書のある美術館」をたずねたりするなど，座学を重んじる一方，広く実践的な

教育と研究の展開をこころがけた。



⑧ 言語系教育講座（外国語）

【講座の概括】

大学院修士課程の英語コースは発足してから15年目となる。人事関係では，平成12年３月31日付けで，赤松

信彦講師が他大学へ転出された。なお加藤雅啓教授は平成11年11月１日から平成12年８月27日の予定で，「照

応表現及び強意表現に関する統語論，機能論及び語用論の日英比較研究」のため，ロンドン大学，ハーバード

大学へ文部省在外研究員として渡航している。

学会関係では，各方面の協力により，「上越教育大学英語教育学会の」第３回大会が７月24日（土）に開催

され，平野七濤助教授，若山真幸助手及び大学院生，大学院修了生，外国人教師の研究発表があった。

９月30日（金），10月１日（土）には「日本教育大学協会北陸地区会・外国語部門研究協議会」が富山大学

で開催され，大学改革の動向，専門科目の内容と開催数について協議された。

研究面では２年計画で全教官で上越教育大学研究プロジェクト「小学校における国際理解教育に関する基礎

研究：異文化理解教育・国際理解教育を支援するための基礎資料作成」に取り組んだ。

各教官の研究状況と本年度修了生の修士論文については，それぞれ該当する項あるいは冊子を参照されたい。

【講座における教育・研究の特色】

学校教育学部の国際理解科目を構成する「コミュニケーション英語」では，小人数教育を部分的に設けるな

どして，基本的なコミュニケーション能力の養成に努め，異文化理解も含めた，より発展的な英語力と積極的

にコミュニケーションを図る態度の育成を目指している。

大学院修士課程の教育・研究は，英語科教育，英語学，英米文学の三分野からなる。英語科教育では，原理

・方法・教材などの分野について他の関連諸科学からの視点も取り入れながら，専門的な講義・演習を行う。

英語学では，生成文法理論による英語の統語論・意味論及び比較統語論等の講義・演習，情報理論に基づいた

談話文法・語用論・関連性理論の講義・演習を行う。英米文学では，文学理論，個別作家や詩人に関わる研究

及び作品の背後にある英米の文化等について講義・演習を行う。その他英語を母語とする外国人教師による実

践的な講義・演習を開講して，英語の運用力の向上にも配慮している。

＜社会系教育研究系＞

⑨ 社会系教育講座

【講座の概括】

人事：平成11年10月１日をもって，真野俊和（民俗学）教授が筑波大学へ転出した。

欠員補充等の理由から２名の採用人事を行い，平成12年４月１日付で小田桐忍（法律学），茨木智志

（社会科教育学）の両講師が赴任した。

教育：平成11年度における社会系への入学者は，学部23人，大学院修士課程23人であった。一方，同年度の

卒業・修了者は，学部23人，大学院修士課程27人であった。

研究：文部省科学研究費補助金として，基盤研究(Ａ)１件，基盤研究(Ｃ)３件，奨励研究(Ａ)２件がそれぞ

れ交付された。また米日財団の援助によって行われた上越教育大学米国理解プロジェクト（研究代表者

大嶽幸彦，事務局長 田部俊充）による研究成果報告書「米国理解を深める社会科教材の開発 第２集」

が，当講座から刊行された。
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【講座における教育・研究の特色】
　社会系教育講座は人文・社会・自然に関わる諸科学・諸領域を専門とする幅広い分野の教官から構成され
ているが，個別の専門領域の枠にとどまることなく，いわゆる学際的・総合的な教育と研究の諸活動に積極
的に取り組んできた。平成10年度以来継続する，東アジア地域を視野におく歴史学および歴史教育学のマル
チメデ ィア教材開発に関する研究プロジェクト（現在は上記の基盤研究Ａとして実施中）は，そうした試み
の一つである。



　また，当講座は初等・中等教育現場との意見交換や共同研究にも力を注いできた。日常的な研究会，上越教

育大学社会科教育学会などを通じた交流ばかりではなく，たとえば上述した米国理解プロジェクトによる研究

は，とりわけ付属小・中学校を中心とする小・中・高等学校の教員との連携の成果である。

さらに当講座は地域の文化・行政活動への貢献にも取り組んできた。現在進行中の上越市史の編纂事業は，

その目的から歴史学を中心とする多数の研究者を必要とするが，当講座からも多くの教官が参加し，地域内外

の執筆者との協力のもとで，精力的な調査執筆活動を展開している。また当講座の複数の教官がその専門性を

生かして，県・市などの自治体行政における審議会委員等として指導的立場にあり，都市計画・産業振興策・

交通政策・環境政策・医療福祉政策などの面で積極的な指導性を発揮し，地域のシンポジウム等でも各種の提

言を行っている。

＜自然系教育研究部＞

⑩ 自然系教育講座（数学）

【講座の概括】

数学講座は，代数学・幾何学・解析学・応用数学・算数数学教育学の５分野に分かれており，学部学生・大

学院学生は，いずれか一つの分野の教官に属し，各分野が独自に用意している講義，演習，ゼミナールなどで

指導を受けながら研究を進め卒業研究や修士論文にまとめている。なお，各分野とも，算数・数学の基礎にあ

る数学的知識と数学的な洞察力を深めることを意図しており，算数・数学教育の発展に指導的な役割を果たす

ために必要な理論的・実践的な素養を与えることに配慮している。しかしながら，特に院生の学部段階で受け

た教育や教職経験等の差が大きく，このように多様な院生に対する教育方法や教育課程のあり方については，

更に議論が必要である。

【講座における教育・研究の特色】

算数・数学教育分野においては，問題解決，算数・数学における固有な授業過程等に関する今日的な研究の

推進を図っている。すなわち，数学教育の実践の中から問題を専門的に追求し，再び数学教育実践に生かすこ

とを主眼としている。したがって，院生の教育現場における経験，あるいはこれまでに受けた教育経験等から

形成された問題意識を，よりはっきりと認識させることを重視している。このことは数学コースの特徴と見て

よい。より具体的には，実践場面分析演習でなされるマイクロティーチングは，その目的を実現する最も

典型的な方法の一つである。ここでは，教材開発，指導案作成，教育実践，ビデオ録画，プロトコル分析，討

議などが含まれる。この一連の過程の中で，各自の抱いている数学教育に関わる問題が次第に顕在化されてい

く。そして，これらの問題をより専門的に追求することがゼミナールである。また専門的追求のいろいろな援

助がなされている。例えば，数学教育の最先端の論文の講読を通して議論をする数学教育方法演習は，最近の

研究と各学生の研究テーマとの関連の理解や，それぞれの研究テーマに応じた研究方法を身につけることを目

指している。数学分野においても，専門書や最近に成果を含む論文（英文）の講読を通して，研究テーマを見

つけだし，各自の解決を目指して指導を行っている。

⑪ 自然系教育講座（理科）

【講座の総括】
　本講座には，本年度，定員通り教授８人（含，併任１人），助教授７人，助手３人の合計18人が所属して
教育・研究活動を行った。
本講座所属の全教官が本学学校教育学部および本学大学院修士課程において教育・研究指導にあたるととも
に，教授５人，助教授４人は兵庫教育大学大学院連合学校教育学研究科（博士課程）自然系教育連合講座に
おいても教育・研究指導にあたった。
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　渡邉 隆教授が４月１日より副学長に就任した。渡邉 隆副学長が平成11年度一杯教授併任するとともに，

平成12年以降の教授定員充足のための昇任人事を行うこととし，かつ，渡邉 隆教授の後任の授業科目担当者

として助教授を公募した。昇任人事および公募人事とも応募者の中から候補者が決定され，平成12年４月１日

任用予定である。

学長から一般教育担当として本講座に配当されている教授定員１を返上する人事計画を提出するよう求めら

れ，本講座からは平成13年度末をもって一般教育担当教授定員１を返上する旨届け出た。

平成12年度から開設される本学大学院学校教育研究科（修士課程）学校教育専攻および学校教育学部初等教

育教員養成課程学校教育専修の学習臨床コースの授業担当者として，本講座からは，教授２人，助教授１人が

同コースの専任教官となり，ほかに教授５人，助教授６人が授業のみを担当することとなった。

日本教育大学協会北陸地区会理科部門研究協議会が10月21日（木）～22日（金）に本学自然系会議室で開催

され，協議題，照合事項等について協議を行った。本講座は総力を挙げてこれの運営にあたった。

【講座における教育・研究の特色】

本講座は，自然に興味関心を持ち，積極的に自然の研究に取り組む意欲を育て，科学研究の体験を踏まえて

自分自身を発見し，次世代の教育に活かす人材の育成を目指している。本講座は，平成７年度より学部および

大学院修士課程における教育・研究指導体制を「物質・エネルギーシステム教育」と「生命・地球システム教

育」の２分野に大別し，平成９年度のカリキュラム改訂と同時に，同教育・研究指導体制を本格的に運用して

来た。学部学生・大学院修士課程学生はいずれかの分野に所属し，各分野が準備している講議，演習，実験，

ゼミナール等の指導を受けながら，理科の教材研究やその指導方法及び自然現象の基礎的な研究を行っている。

本年度理科コース所属の学部学生は１年生20人，２年生21人，３年生25人，４年生25人であり，３，４年生

は，13人と37人が，各々，物質・エネルギーシステム教育分野と生命・地球システム教育分野に所属して各々

の研究テーマのもとに卒業研究活動を遂行し，４年生は全員卒業した。大学院修士課程学生は１年生16人，２

年生14人であり，11人と19人が，各々，物質・エネルギーシステム教育分野と生命・地球システム教育分野に

所属して各々の研究テーマのもとに修士論文作成の為の活動を遂行し，２年生は全員修了した。

兵庫教育大学大学院連合学校教育学研究科（博士課程）自然系教育連合講座（理科）上越教育大学配置には

１年生１人，２年生１人が所属し，各々の研究テーマのもとに博士論文作成の為の活動に取り組んだ。

＜芸術系教育研究部＞

⑫ 芸術系教育講座（音楽）

【講座の概括】

講座会議は毎月第４水曜日を定例とし，その他緊急の場合や議題が多い時には随時開催した。今年度におけ

る教官の退官，採用等の異動はなかった。重嶋教授が附属幼稚園長・評議員になった。小川助教授がアメリカ

合衆国で（平成12年１月～４月），植村講師がアメリカ合衆国で（平成12年２月～３月）海外研修を行った。

本講座は16名の教官により運営されている。学生は今年度，大学院生が26名，学部生が21名入学し，大学院生

９名，学部生15名が修了・卒業した。

講座全体の活動としては，日本教育大学協会全国音楽部門大学部会（平成11年５月 香川大学），同協会北陸

地区会音楽部門研究協議会（平成11年10月 信州大学）に多数出席し，協議に参加するとともに，種々研究

発表を行った。今年度は概して，平成12年度より実施される大学院と学部の，それぞれの改組に対処するた

めに，委員会，ワーキンググループ，部系・講座等の会議が多く，本講座としても，運営面やカリキュラム

の変更についての検討が重点的に行われた。なお，今年度実施した平成12年大学院入試により，入学見込者

が20余名となり，在籍中の院生と合わせて50名近くに達することが確定した。

【講座における教育・研究の特色】
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　本講座は，声楽・器楽・作曲・音楽学・音楽教育学の５分野から成っている。実技系分野の教官は演奏や作

品によって，研究の成果を積極的に発表した。ソロリサイタルやアンサンブル等，独自の企画によるもののほ

か，諸機関・団体の主催による公演等でも評価を得ているものが多い。理論系分野の教官は東洋音楽学会，日

本音楽学会，全日本音楽教育研究会等において，研究発表，講演など積極的な活動を行った。また，それらの

学会において，理事，司会，部門指導者として精力的に活躍した。

本講座の教官が担当する諸々の授業科目に関連した，学生の発表会も多数行われた。顕著なものとして，

「アウトゥンナーレ」（院生によるコンサート），「卒業演奏会」（学部卒業生全員），「修了演奏会」，

「ふたりのロッテ」（学部４年次生による創作音楽劇）等がある。その他にも，教官，学生，一般市民の共同

の演奏会，ワークショップ，外国人演奏家との交流演奏会等，西洋，アジア，日本など各国の音楽が，多様な

形で教育・研究の場で取り上げられた。

⑬ 芸術系教育講座（美術）

【講座の概括】

平成11年度の講座の運営は15名の教官の協力によって行われ，学部生は１年次14名，２年次19名，３年次７

名，４年次12名，大学院生は１年次12名，２年次12名が在席し，学部生は11名，大学院生は12名が卒業・修了

した。

本年は講座の支援のもとで設立された美術教育実践学会が第３回を迎え，春季大会は平成11年６月12日に開

催され，北澤憲昭（跡見学園女子大学），白川昌生（美術作家）による『美術と社会の創造－日本のモダニズ

ムをめぐって－』と題した連続講演とト－クセッションのほか，２件の研究発表が行なわれた。11月21日には

第４回秋季大会が開催され，西坂仰（明治学院大学）の講演『見ることの相互行為分析』に続いて，３件の研

究発表があった。

このことにより学部生，院生等の研究にもその成果が大きく取り入れられることとなり，研究と教育の相互

作用の中で，研究内容の深化が遂げられている。

愛媛大学教育学部で開催された第38回大学美術教育学会においては，本学院生４名が研究発表し，美術教育

フォ－ラムでは本学教官がパネリストとして出席し，本学美術教育の実践的な成果を報告した。平成12年３月

には兵庫教育大学において第22回美術科教育学会が開催され，本学院生１名が研究発表を行い，同学会工作工

芸領域部会通信『工作工芸』の本年度第６号，第７号が本学工芸研究室より発行された。

【講座における教育・研究の特色】

美術教育講座では，美術教育が厳しい状況におかれているとの認識にたち，今日の社会状況との関わりを視

野においた教育を目指している。

教官と学部生，大学院生との教育研究に関する自由な対話・交流の機会を多く設け，共通認識をもってそれ

ぞれの研究にあたり，教官と学生がともに教育の構築を目指すことを意図している。

学部では，卒業研究を通して，論文，制作を課し，その研究が教育実践へ発展するように配慮した指導体制

が取られている。学生自体で企画し，発表する卒業制作展は今年も雁木通り美術館で平面，立体，ビデオ発表

と多彩を極めていた。また，町田市立国際版画美術館で開催された第24回全国大学版画展（主催大学版画学

会）へも学部生を中心として２名が作品を発表し，社会，美術館と大学の一体化を図る意義を体験し，今日の
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教育状況において新しい学習の意味を研究できた。

大学院では各自の課題研究・論文研究における教育実践研究を深める努力が積み重ねられ，教育現場の協力を

得て実験授業の実施や，院生11名による新潟県立近代美術館での制作発表「言霊と耳利き者展」を開催した。

また，新井市展では院生が市展賞の最高賞を受賞したり，中部二科展でトヨタ画材賞を受賞している。



＜生活・健康系教育研究部＞

⑭ 生活・健康系教育講座（保健体育）

【講座の概括】

本講座の教官数は16名である。そのうち，附属実技教育研究指導センターに２名，保健管理センターに１名

所属している。人事では，土田了輔助手が１月１日付けで講師に昇任した。

研究・教育の指導では，学部生，大学院修士課程および連合大学院の学生を精力的に指導・助言した。その

結果，卒業論文２０編，修士論文１１編，博士論文（学術）１編の成果を挙げることができた。特に，連合大

学院の博士論文は本学生活・健康系における第１号であり，記念すべき年となった。

教官の研究については，各自の専門分野で活発に活動し，その成果を学術論文や学会発表などを通して公開

した。今泉和彦教授［代表者］が文部省科学研究費補助金基盤研究（B）(2)に採択された。

教官の社会的活動については，全国各地で開催された実技講習会，教育委員会での研修会，日本体育協会コー

チ養成講習会，日本体育協会スポーツ指導者養成講習会等の講師として指導・助言などを行い，大きな成果を

挙げた。また，新潟県立看護短期大学，国立犀潟附属病院看護学校，山形県立保健医療短期大学，愛知大学等

の非常勤講師を担当した。

本講座の会議は主任の司会で臨時を含めて２０回開催された。講座の運営は民主的できわめて良好であった。

なお，福岡の出張中に怪我をして休職中であった丸山芳郎教授が復職できることになった。これは本講座にと 

って大きな朗報であった。

【講座における教育・研究の特色】

本講座の特徴は，教育における「知・徳・体」の三要素に対して総合的に関わろうとする点にある。特に，

「こころとからだ」や「人間と運動」など実体験に基づく問題を対象として扱っている．そのため，児童や生

徒の発育・発達段階に応じた保健体育の指導理論と実践力を自らの力で発揮できる人物を育成するため，全教

官をあげて日夜努力を重ねて教育・研究に励んでいる。これらの目標を達成するために，学生や大学院生は教

官が所属する『教科教育』，『学校保健』，『体育学』および『運動学』のいずれかの専門分野に配属し，研

究活動を展開している。

⑮ 生活・健康系教育講座（技術）

【講座の概括】

本講座は，技術教育学，木材加工学，金属加工学，電気工学，機械工学，栽培学，情報工学の学問領域から構

成され，８人の教官で研究・教育を行っている。また，本学の情報処理センターの運営業務に２人の教官がかか

わっている。院生は11人，研究生は３人である。この内，外国人は教官１人，院生・研究生は６人であり，全人

数の32％を占めており，最も国際化の進んでいる講座の一つである。本講座の主催で日本産業技術教育学会第13

回北陸支部総会・研究発表会を11月13日に，上越技術学会研究発表会を6月26日と12月4日に開催した。本講座が

中心となって概算要求した「空間座標測定・加工システム装置」が認められ，この装置を本講座の実験室内に設

置した。上越教育大学が招聘した英国人研究者Ｃ・Ｔ・Ｋing氏の講演会，討論会等を，本講座が中心となって

運営した。

【講座における教育・研究の特色】
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本講座における教育は，院生中心に行っているが，学部生にたいしても中学校技術２種免許状を収得のための

授業を開講しており，教員就職率の低い昨今，中学校技術教員の採用率は比較的高いとの神話故か約20人の学生

が受講している。修士論文の指導は，指導教官の個別指導を中心にして進め，１年次の10月に構想発表会，２年

次の６月に中間発表会，２月に審査発表会を開催し，全教官の指導を受けている。さらに，日本産業技術教育学

会の全国大会と支部大会で計14件，上越技術学会で３件，その他の国内外の学会で数件の口頭発表を行い，外部

からの批判も仰いでいる。



研究は，各教官の専門分野で独自の研究活動を行っており，それぞれの項を参照されたい。

⑯ 生活･健康系教育講座（家庭）

【講座の概括】

平成11年12月１日付で食物学の立屋敷かおる助教授が教授に昇任し，平成12年１月１日付で家庭経営学の細

江容子講師が助教授に昇任し，同年３月１日付で家庭科教育の得丸定子講師が助教授に昇任した。

食物学の大山秀夫教授が平成12年３月31日をもって停年退官し，同日をもって家庭科教育の佐藤文子教授が

転出した。

被服学の佐藤悦子助教授が文部省科学研究費補助金基盤（Ｃ）の交付を受け，食物学の光永伸一郎助手が文

部省科学研究費補助奨励研究（Ａ）の交付及び財団法人飯島記念食品科学振興財団から学術研究補助金と財団

法人日本科学協会から笹川科学研究助成金の交付を受けた。

【講座における教育･研究の特徴】

本講座では21世紀を生きる子どもたちが，個人や家族の発達と生活の営みを総合的に捉え，日々の生活活動

の中で主体的に判断し，生活環境・文化を創造する力を培うことを可能とする教師の養成を目指し，そのため

のミニマム・エッセンシャルとなるべき家庭科教師を養成するためのカリキュラムを構築した。つまり，「生

まれてから死ぬまでの人間の発達」と「生活を支える科学」，さらにこれらを結びつける「生活の経営」の視

点に立ち，教科である家庭を担当する教師の養成にふさわしい科目を来年度から実施される本学の大学改革を

機に開設した。

また，昨年度に引き続き本年度も，学部学生の標準学生数を順守するコース分けの手続きがとられことによ

り，標準学生である20名の学生を１年生に迎え入れた。早期に専門領域への教育・研究的導入を図るために開

設されている基礎演習「家庭」の受講態度は，極めて意欲的で，指摘されているような不適応行動を示す学生

は皆無であった。教官や施設設備などの教育・研究環境が，標準学生数を考慮して整えられていることを勘案

するならば，標準学生数を順守するコース分けを今後も継続することの意義が大きいことを，これらの学生の

実態は明確に示しているといえよう。

さらに，本年度，大学院の本講座を希望して入学した院生は11名であった。その内訳は，現職教員４名（中

学校教諭１名，高校教諭１名，短大講師２名），社会人１名，学部からの進学者６名であった。このように多

様なキャリアを持った学生の入学状況は最近の傾向である。いずれの学生も教師としてのキャリアアップを目

的としており，主体的な学習態度と研究態度が顕著に認められる。このことは，本講座のカリキュラムが，多

様な背景を有する学生のニーズを満たすのに十分に有効であることを示しているといえる。

これらの学生が，教師として社会的ポストを確保できるように，本講座としても具体的に支援する方策につい

て検討する必要性がある。

(2) 大学院学校教育研究科

① 入学者選抜
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ア 大学院入学者選抜委員会

　大学院入学者選抜委員会は，大学院の入学者の選抜に関する事項を審議するため，大学院学校教育研究

科委員会の専門委員会として設置されており，各部から選出される研究科担当を命ぜられた教授各２人

（学校教育研究系にあっては教授４人，生活・健康系教育研究部にあっては教授３人），保健管理セン

ター所長，その他委員会の推薦により学長が指名する教授又は助教授若干人の計18人で構成している。

平成11年度においては，改組計画に伴い改革推進特別委員会に置かれる入試方法等検討部会の所掌事項の



うち大学院入試に関する事項についても本委員会において審議することとなり，その審議を含めて委員会

を13回開催し，主に平成12年度入学者選抜試験に係る実施計画の策定・実施，合否案の作成，第２次・第３

次・改組に伴う学生募集要項の作成，国費外国人留学生の選抜，改組計画の周知及び改組後の専攻・コース

の確認，大学院入学資格の弾力化（個別の入学資格審査），健康診断書判定基準の作成，学校教育法施行規

則第70条第１項第４号の適用の有無並びに平成13年度大学院学生募集要項等について審議した。

なお，大学院入学資格の弾力化に伴い，大学院入学資格が変更され，第２次募集から個別の入学資格審査

による入学資格の認定を実施することとした。

イ 学生募集要項の公表

( ｱ ) 平成12年度大学院学生募集要項 平成11年４月

( ｲ ) 平成12年度大学院第２次学生募集要項 平成11年９月

( ｳ ) 平成12年度大学院第３次学生募集要項 平成11年12月

( ｴ ) 平成12年度大学院学生募集要項（追加）（案）〈改組に伴うもの〉 平成12年２月

ウ 試験実施状況〈平成12年４月８日実施の改組に伴う入学者選抜試験を含む。〉

平成12年度の入学者選抜は，例年の第１次・第２次募集と更に第３次募集，改組に伴う募集の計４回を次 

のとおり実施した。応募者数等の４回の合計は，応募者 331人，受験者 326人，合格者 296人，入学者 267

人であり，入学者数は開学からの最高数となった。

(ｱ) 第１次募集

ａ 募集人員 300人

ｂ 出願期間 平成11年７月26日（月）～８月５日（木）（消印有効）

ｃ 選抜方法 学力検査の成績並びに調査書及び健康診断書の内容を総合して選抜する。

ｄ 学力検査の日程 平成11年８月30日（月） 筆記試験，口述試験

８月31日（火） 口述試験

ｅ 合格者の発表 平成11年９月６日（月） 午前10時

ｆ 応募者数等 応募者 258人，受験者 254人，合格者 239人，入学者 216人

(ｲ) 第２次募集

ａ 募集人員 約 115人

ｂ 出願期間 平成11年10月25日（月）～11月２日（火）（消印有効）

ｃ 選抜方法 学力検査の成績並びに調査書及び健康診断書の内容を総合して選抜する。

ｄ 学力検査の日程 平成11年11月27日（土） 筆記試験，口述試験

ｅ 合格者の発表 平成11年12月３日（金） 午前10時

ｆ 応募者数等 応募者 51人，受験者 51人，合格者 39人，入学者 33人

ｇ 個別の入学資格審査 申請なし

(ｳ) 第３次募集

ａ 募集人員 若干人
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ｂ 出願期間 平成12年１月17日（月）～20日（木）（必着）

ｃ 選抜方法 学力検査の成績並びに調査書及び健康診断書の内容を総合して選抜する。

ｄ 学力検査の日程 平成12年２月17日（木） 筆記試験，口述試験

ｅ 合格者の発表 平成12年２月24日（木） 午前10時

ｆ 応募者数等 応募者 14人，受験者 13人，合格者 11人，入学者 11人

ｇ 個別の入学資格審査 申請なし



(ｴ) 改組に伴う募集

ａ 募集人員 55人

ｂ 出願期間 平成12年４月２日（日）・３日（月）（必着）

ｃ 選抜方法 学力検査の成績並びに調査書及び健康診断書の内容を総合して選抜する。

ｄ 学力検査の日程 平成12年４月８日（土） 筆記試験，口述試験

ｅ 合格者の発表 平成12年４月10日（月） 午後５時

ｆ 応募者数等 応募者 ８人，受験者 ８人，合格者 ７人，入学者 ７人

ｇ 個別の入学資格審査 申請なし

エ 国費外国人留学生の選抜状況

定員外として受け入れる国費外国人留学生については，志望者 １人，合格者 １人，入学者 １人であっ

た。

② 教務関係

教務委員会は，学部及び大学院の教務に関する事項を審議するため，教授会及び大学院学校教育研究科委員

会の専門委員会として設置されており，各部（系）から選出された研究科担当を命じられた教授各２人（生活

・健康系教育研究部にあっては，教授３人）の計15人で構成している。

平成11年度においては，教務委員会を13回開催し，下記の事項について審議した。

ア 学生の休学，休学期間延長及び退学

イ 研究生，特別研究学生及び科目等履修生の受入れ，期間延長及び退学

ウ 単位互換に係る授業科目の認定

エ 既修得単位の認定

オ 平成12年度版シラバスの作成

カ 平成12年度非常勤講師担当配分時間数

キ 平成12年度開設授業科目

ク 平成11年度ティーチング・アシスタントの選考

ケ 平成12年度ティーチング・アシスタント採用科目の選定及び時間数の配分

コ 平成12年度授業時間割

サ 平成12年度学年暦の作成

シ 修了判定

ス ホームページの教務情報

セ 大学審議会の答申

ソ 履修規定等一部改正

タ 自己点検・評価の実施

③ 教育実習

大学院教育実習委員会は，大学院学生の教育実習に関する事項を審議するため，大学院学校教育研究科委員
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会の専門委員会として設置されており，障害児教育講座から選出された研究科担当を命ぜられた教授２人及び

委員会の推薦により学長が指名した教授若干名の数人で構成している。

平成10年度においては，大学院教育実習委員会を１回，協力校を交えた事前打合せ会議及び評価会議を各１

回開催している。

４名の大学院教育実習生が新潟県立長岡聾学校外２校で11月４日（水）～11月18日（水）の２週間教育実習

を実施した。

④ 学位論文



ア 審査方法・方針

学位論文審査委員会は，学位論文の審査を行うため，大学院学校教育研究科委員会の専門委員会として研 

究科長より論文の審査，試験の実施及び合否の判定を付託されている。

平成11年度においては４回開催し，論文審査を行う論文ごとの審査専門委員会委員及び試験を実施するた

め専攻・コースごとの試験委員会委員の指名，平成11年度学位論文の合否判定等について審議した。

イ 審査状況

修業年限を超えて在学していた１名から７月に学位論文の提出があり，審議の結果は合格として９月の研

究科委員会に報告した。また，平成11年度末修了予定者218名中，210名から学位論文の提出があり，審議の

結果「否」１名「合」209名として３月の研究科委員会に報告した。

なお，平成11年度修了者の学位論文題目は，第５章資料編「大学院学校教育研究科修了者の学位論文題目

一覧」に掲げるとおりである。

ウ 評価及び課題

委員会では，平成12年度以降の学位論文題目変更届及び学位論文提出の締切日等の見直しについて提案し，

審議した。

また，今後の学位論文のあり方，内容充実等の問題について，学位論文審査委員会だけではなく，本学全

体で検討すべき事項であると考える。

(3) 学校教育学部

① 入学者選抜

ア 入学試験委員会

入学試験委員会は，学部の入学者の選抜に関する事項を審議するため，教授会の専門委員会として設置さ

れており，学長が指名する副学長，各部から選出される教授各２人（学校教育研究系及び社会系教育研究系

にあっては教授各１人，生活・健康系教育研究部にあっては教授３人），保健管理センター所長，教務委員

会委員長，国際交流委員会委員長，その他委員会の推薦により学長が指名する教授又は助教授若干人の計17

人で構成している。

平成11年度においては，改組計画に伴い改革推進特別委員会に置かれる入試方法等検討部会の所掌事項の

うち学部入試に関する事項についても本委員会において審議することとなり，その審議を含めて11回開催し，

主に入学者選抜の基本方針の策定，個別学力検査等の実施計画の策定・実施，学生募集要項等の作成，合否

判定基準・合否案の作成，大学入試センター試験の実施，大学説明会の実施，改組計画の予告，外国人留学

生の入学者選抜方法の取扱い，入学者選抜方法検討のワーキンググループの設置等について審議した。

イ 学生募集要項等の公表

(ｱ) 平成12年度入学者選抜要項 平成11年７月

(ｲ) 平成12年度学生募集要項 平成11年11月

-24-

(ｳ) 平成12年度学生募集要項（追加）〈改組に伴うもの〉 平成12年１月

ウ 試験等実施状況

(ｱ) 大学入試センター試験

ａ  試 験 日 平成12年１月15日（土）・16日（日）

ｂ 志願者の割当て 1,016人

ｃ 受験者数 外国語 926人，地理歴史 666人，数学① 770人，数学② 593人，国語 900人，

理科① 617人，理科② 357人，公民 545人



(ｲ) 個別学力検査等［前期日程］

ａ 募集人員 70人〈改組に伴い98人から変更〉

ｂ 出願期間 平成12年１月24日（月）～２月２日（水）（必着）

ｃ 選抜方法 大学入試センター試験（５教科６科目）及び実技検査等の成績並びに調査書の内容及び健

康診断の結果を総合して，入学者を選抜する。

実技検査等は，小論文及び実技検査（音楽，美術，体育のうちから１科目を選択）とする。

大学入試センター試験と実技検査等の配点比率は，５：１とする。

配点内訳は次のとおり。

大学入試センター試験 実技検査等

国 語 数 学 理 科 外国語 計 小論文 実 技 計地歴･公民

200 100 200 100 200 800 80 80 160

ｄ 試験日及び試験科目 平成12年２月25日（金） 小論文，実技検査

ｅ 合格者発表日 平成12年３月６日（月）午前10時

ｆ 応募者数等 応募者 319人，受験者 266人，合格者 83人，入学者 81人

(ｳ) 個別学力検査等［後期日程］

ａ 募集人員 30人〈改組に伴い42人から変更〉

ｂ 出願期間 平成12年１月24日（月）～２月２日（水）（必着）

ｃ 選抜方法 大学入試センター試験（５教科６科目）の成績並びに調査書の内容及び健康診断の結果を

総合して，入学者を選抜する。

配点内訳は次のとおり。

大学入試センター試験

国 語 数 学 理 科 外国語 計地歴 ･ 公 民

200 100 200 100 200 800

ｄ 合格者発表日 平成12年３月22日（水）午前10時

ｅ 応募者数等 応募者 223人，受験者 223人，合格者 40人，入学者 22人

(ｴ) 推薦入学

ａ 募集人員 60人

ｂ 推薦要件 平成12年３月高等学校等を卒業見込みの者で，次のいずれにも該当し，かつ，入学を許可

された場合は，必ず本学に入学することを確約できる者。ただし，各出身学校長が推薦でき

る人員は，１専修・コースについてそれぞれ１人とし，合計10人まで

(a) 出身学校長が，初等教育教員になるためにふさわしい意欲，資質，能力，適性等を有

する者として，責任をもって推薦する者

            (b) 平成12年度大学入試センター試験（５教科６科目）を受験する者

           (c)調査書の全体の評定平均値が3.5以上の者

ｃ出願期間平成11年12月13日（月）～17日（金）（必着）

ｄ選抜方法面接並びに推薦書・調査書の内容及び健康診断の結果を総合し，大学入試センター試験の

成績を参考にして，入学者を選抜する。

ｅ試験日及び試験科目平成12年２月５日（土）面接
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ｆ 合格者発表日 平成12年２月11日（金）午前10時

ｇ 応募者数等 応募者 260人，受験者 254人，合格者60人，入学者60人

(ｵ) 私費外国人留学生特別選抜

ａ 募集人員 若干人

ｂ 出願期間 平成11年12月20日（月）～24日（金）（必着）

ｃ 選抜方法 日本語能力試験（１級），私費外国人留学生統一試験及び最終学校の成績並びに本学が実

施する小論文，面接及び健康診断の結果を総合して，入学者を選抜する。

ｄ 試験日及び試験科目 平成12年２月５日（土） 小論文，面接

ｅ 合格者の発表 平成12年２月11日（金）午前10時

ｆ 応募者数 本年度応募者なし。

(ｶ) 大学説明会

ａ 期 日 平成11年７月10日（土）

ｂ 会 場 講義棟301教室

ｃ 参加者 232人

② 入学者選抜方法の研究

ア 入学者選抜方法研究部会

入学者選抜方法研究部会は，入学者選抜方法の改善に関する事項を調査研究するため入学試験委員会の下

に置かれ，入学試験委員会委員のうちから学長が指名する者若干名と学長が指名する教授又は助教授若干名

（平成11年度は７人（うち入学試験委員会委員３人））をもって組織されている。

平成11年度においては，調査研究事項と担当者の決定，報告書の作成等について審議するとともに，決定

された調査研究事項について調査分析を行った。

イ 調査研究事項

ａ 平成７年度入学者の学内成績の追跡調査（入学者選抜方法別比較）

昨年度に引き続き推薦入試，前期日程，後期日程の各選抜方法別に調査を実施した。

ｂ 本学に対する大学説明会参加者の意識（アンケート調査）

昨年度に引き続き大学説明会の機会を利用してアンケート調査を実施した。

ウ 調査研究結果の公表

本部会での調査研究結果は，「平成11年度入学試験委員会入学者選抜方法研究部会報告書」として取りま

とめ，入学試験委員会及び教授会に報告の上，学内外に公表した。

今日，児童・生徒数の急激な減少期に入って，教員養成系大学・学部においては学生定員の縮小が強く求

められ，本学においても平成12年度から学生定員の改訂（200人→160人）が行われたところであり，入学者

選抜方法等についてさまざまな創意工夫を積極的に加えるべき時期を迎えている。この調査研究結果が，本

学の発展の向けて，何らかの示唆を与えるように活用されることを期待したい。

③ 教務関係

教務委員会の設置趣旨及び組織は，(2)大学院学校教育研究科②教務関係の項で述べたとおりである。教務委
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員会の開催は，平成11年度において，年間13回に及んだ。この回数は，例年とほぼ同様である。

審議し，実施した学校教育学部関係の事項を整理すると，以下のとおりである。

ア　学生の休学,休学期間延長及び退学

イ　科目等履修生,特別聴講学生の受入れ,履修期間延長及び退学

ウ　第１年次学生の専修・コース分け方法



④ 教育実地研究

教育実習委員会は，教授会に置かれる専門委員会であり，教育実習の運営及び評価等を行うことを目的に設

置されており，各部から選出された教授あるいは助教授，学校教育研究センター長，学校教育研究センターの

実地教育分野の教授及び助教授，各附属学校の教頭，その他学長が指名した教授又は助教授若干名の計20人で

構成している。

教育実習委員会の開催は，平成10年度においては，年間５回におよび，教育実習の実地に伴う教育実習協力

校との打合せ会については３回開催した。

特に，平成10年度入学生から適用される「義務教育教員志願者に対する介護等の体験の義務付け」の実施初

年度に当たるため例年より多く開催している。

審議し，実施した教育実習の事項を整理すると，以下のとおりである。

ア 平成10年度教育実習の実施

実施計画と結果に基づき，大学においてオリエンテーション及び事前・事後指導等を行うとともに，教育

実習協力校及び附属学校（園）において，各実習種別ごとに次のとおり教育実習を実施した。

○１年次－観察・参加（202人）は，５月25日（月）～５月28日（木）の４日間実施

・小規模小学校６校（浦川原村，牧村，三和村）

・特殊教育諸学校４校（上越市，新井市）

○２年次－観察・参加は，Ａグループ（101人）が５月25日（月）～５月30日（土），Ｂグループ（103

人）が９月28日（月）～10月３日（土）のそれぞれ１週間実施

・幼稚園12園（上越市，新井市）

・附属幼稚園

○３年次－普通教育実習（203人）は，９月21日（月）～10月９日（土）の３週間実施

・小学校 校（上越市，新井市，柿崎町，大潟町）３２

・附属小学校
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エ 履修指導の在り方

オ 教員養成実地指導講師採用の基準等の一部改正

カ 平成12年度非常勤講師担当配分時間数

キ 平成12年度開設授業科目

ク 平成12年度版シラバスの作成

ケ 卒業判定

コ 平成12年度授業時間割

サ 平成12年度学年暦の作成

シ ホームページの教務情報

ス 平成12年度教員養成実地指導講師授業実施計画

セ 自己点検・評価の実施

ソ 履修規程等の一部改正

・附属幼稚園

○４年次－中学校教育実習（170人）は,５月24日（月）～６月５日（土）の２週間実施

　　　　　・中学校17校（上越市,新井市,浦川原村,牧村,柿崎町,大潟町,頸城村,板倉町,三

　　　　　　和村）

　　　　　・附属中学校

○４年次－専修教育実習（幼児教育専修）は,Aグループ(10人)が10月27日(水)9～11月9日(火),Bグルー        

　　　　　プ(９人)が11月15日(月)～11月26日(金)の２週間実施



イ 教育実習協力校との打合せ会の計画・実施

ウ 教育実習協力校との学生配当

エ 教育実習成績評価

オ 介護等体験の実施

カ 次年度の教育実習実施計画等

キ 自己点検・評価項目

(4) 教育課程の改善

教育課程検討委員会の設置趣旨及び組織は，本学の学部，大学院の教育及び教育課程の在り方について検討す

ることを目的に設置されており，副学長，附属図書館長，各教育研究部(系)部長，教務委員会委員長，教育実習

委員会委員長，学生委員会委員長，就職指導委員会委員長その他学長が指名した教授の計14名で構成している。

教育課程検討委員会の開催は，平成11年度においては，年間3回に及んだ。

審議し，実施した教育課程の改善事項を整理すると，以下のとおりである。

ア 平成12年度以降の教育課程

イ 学校図書館司書教諭の資格取得に関する教育課程等

ウ 大学設置基準の一部を改正する省令に対する教育課程

エ 外国人留学生等の授業科目履修等の特例に関する規定の廃止

オ 社会教育主事の資格取得に係る教育課程

(5) スペース・コラボレーション・システム事業

スペース・コラボレーション・システム事業実施委員会は，国立の大学，高等専門学校及び大学共同利用機関

が衛生通信による映像交換を中心とした大学間ネットワークを構築し，高度情報通信社会にふさわしい教育・研

究利用を推進するスペース・コラボレーション・システム事業に本学が参加することに伴い，その利用に係る具

体的事項を検討することを目的に設置されており，学長，副学長，附属図書館長，学校教育研究センター長，情

報処理センター長，教務委員会委員長，各部から選出された教授各１人，附属学校長のうちから学長が指名した

者，事務局長その他学長が指名した者計15人で構成している。

また，本委員会のもとに，本学におけるスペース・コラボレーション・システム事業の利用計画を策定するこ

とを目的にＳＣＳ事業利用計画策定専門部会が設置されており，本委員会副委員長，情報処理センター長，教務

委員会委員長，各教育研究部（系）教官の10人で構成している。

(6) 国際交流

国際交流委員会は，学術・文化の国際化に伴い，異文化に対する理解と関心を一層深めるために，主として①

学術の国際交流に関する事項，②学生の留学及び外国人留学生に関する事項，③海外教育（特別）研究に関する
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事項，④その他国際交流の促進に関する事項を審議する委員会で，附属図書館長，各部から２名づつ選出された

教授又は助教授，日本語・日本事情担当教官及び学長が指名した者の計17名の委員から構成されている。

審議及び実施状況は以下のとおりである。

① 大学間交流協定では，イギリスのオックスフォード・ブルックス大学との協定を平成11年９月から平成14

年９月まで３年間延長することとした。また，カナダのブランドン大学との協定を延長することを審議し，① 

先方大学と交渉することとした。

② 短期留学推進制度（派遣）に基づき，候補者を選考し，韓国教員大学校へ１名の学生を平成11年９月から



　平成12年７月までへ県することとした。

③　短期留学推進制度（受入れ）に基づき,ブランド大学（カナダ）から特別研究生として１名,哈爾濱師範大学

　（中国）から特別聴講学生として１名の計２名の留学生を受入れすることとした。

④　「海外教育（特別）研究」は,本年度は,委員会内に小委員会を設置し専門的に企画運営することとし,ア  

　メリカ合衆国（アイオワ大学ほか）での実施計画を立案し，９月21日から29日の９日間の日程で実施した。

　参加学生28名（学部学生13名，大学院学生15名）を，坂本委員長，庭野委員，高橋留学生・国際交流係長の３

　名引率した。また，終了後，成績評価について審議し，また研究報告書を発行した。

⑤ 留学生スキー教室は，留学生16名，チューター等日本人学生５名，引率者等７名の計28名で２月21日～22

日（１泊２日）に池の平温泉スキー場（妙高高原町）にて実施し，スキーを通じて留学生との交流を図った。

また，国際交流のつどいは，３月９日に上越マンテンホテルを会場に開催し，留学生２７名，チューター等

日本人学生17名の参加を含め，学内外から約100名の参加があり，留学生の体験発表及び懇親会を通じて，留

学生と学生及び地域国際交流関係者との交流を図る機会となった。

⑥ 大学審議会答申の中で，学生の国際舞台で活躍できる能力を育成することが求められていることから，小

委員会でプランを十分検討し，本委員会としてのプランを作成した。

また，留学生部会では，留学生の事故対策について事例研究し，来年度も引き続き審議することとしている。

(7) 研究紀要

① 研究紀要委員会の設置の趣旨（目的）及び組織

研究紀要委員会は，本学研究紀要の編集及び発行に関し，研究紀要の編集に係る基本方針に関する事項，発

行計画及び予算に関する事項等を審議するため，各部から選出された教授各１名，全７名の委員により構成さ

れている。

② 開催状況

平成11年度においては，第１回委員会を平成11年５月25日に，第２回委員会を平成11年11月18日に，第３回

委員会を平成11年12月22日に，第４回委員会を平成12年３月２日に開催した。

③ 主な審議内容

主な審議内容は，次のとおりである。

・第１回委員会…研究紀要第19巻第１号の投稿論文の受理等について

・第２回委員会…研究紀要第19巻第１号の経費負担及び研究紀要第19巻第２号の投稿論文の受理等について，

他

・第３回委員会…研究紀要論文の審査について

・第４回委員会…研究紀要投稿要項等の改正及び研究紀要第19巻第２号の経費負担について，他

④ 審議結果により実施した主な事項

研究紀要第19巻第１号及び第２号を編集し発行した。研究紀要第19巻第１号では27編，研究紀要第19巻第２
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号では31編の論文を掲載した。また，質の高い研究紀要論文の掲載を目途とした研究紀要投稿要項等の改正を

行った。

(8) 公開講座等

① 公開講座委員会の設置の趣旨（目的）

地域社会に開かれた大学を標榜するとき，公開講座及び文化講演会はその重要な一部を構成するものである。

本委員会はそれらの実施に関する企画立案及び連絡調整を目的とする。



② 組織

本委員会は，各部から選出された教授各１名，全７名の委員により構成されている。

③ 開催状況

第１回委員会を平成11年５月13日に，第２回委員会を平成11年６月24日に，第３回委員会を平成12年２月23

日に開催した。

④ 主な審議内容

主な審議内容は，次のとおりである。

・第１回委員会…平成11年度文化講演会実施計画について

・第２回委員会…平成12年度文化講演会の実施方針及び平成12年度公開講座の実施方針について

・第３回委員会…平成１２年度文化講演会実施計画及び平成１２年度公開講座実施計画について，他

⑤ 審議結果により実施した主な事項

公開講座を15講座開講し，文化講演会を２回実施した。また，平成12年度において公開講座を15講座開講す

ること及び文化講演会を２回実施することとし計画をたてた。なお，文化講演会の集客について今後委員会で

検討することとした。

(9) 研究集会等

平成11年度に本学を会場として開催された学会等のうち，主なものは次のとおりである。

① 第３回美術教育実践学会（代表：山ノ下堅一）

期 日：平成11年６月12日（土）

会 場：講義棟201教室

参加者：86人

内 容：平成11年度総会，研究発表，連続講演とトークセッション

本学会は，美術と教育の創造と刷新の場となることを願って，制作と理論の両面を統合・総合し，美術教育

実践の理論化，美術教育理論の実践化を勧め，新たな美術教育実践学の確立を目指す研究者，実践者の研究組

織として平成10年設立された。平成11年度総会は，第２回理事会の審議を経て提案された，平成10年度事業報

告，平成11年度役員の選出，平成11年度予算，学会誌規定改正の承認等組織として必要な議案を採択した。

研究発表は，小林和男「アメリカにおける美術教育の土壌について」（上越教育大学大学院修了，新潟市立

木戸小学校），奥村高明「造形行為の形成過程における相互性－道具と子ども－」（宮崎大学教育文化学部附

属小学校）の発表が行われた。連続講演とトークセッションは，『美術と社会の創造－日本のモダニズムをめ

ぐって－』のテーマのもとに，講演・・北澤憲昭「生活と芸術」（跡見学園女子大学），講演・・白川昌生

「制作と探求－美術作家の実践として－」（美術作家）の２講演の後，講演者２名をパネラーとし，大嶋彰，

高石次郎（上越教育大学）が進行し，トークセッションを行った。研究発表，講演ともに，具体的，実践的な

内容となり，本学会の趣旨が生かされてきていた。本会の内容については，「美術教育実践学会報告」，「美
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と育」第５号，2000年３月（上越教育大学美術教育講座発行）を参照されたい。

② 日本スポーツモルフォロギー学会（学会運営代表：太田昌秀）

期 日：平成11年８月５日（木）・６日（金）

会 場：体育館，トレーニング室，音楽棟101教室

講 師：太田昌秀，小黒美智子，三上 肇

参加者：40人

内 容：理論研修



講 演：スポーツモルフォロギー研究の教育現場への還元 太田昌秀

提 案：教育現場におけるスポーツ実践指導への提言 三上 肇

実技研修：器械運動，遊びからスポーツへの発展（吹き矢），ダンス

スポーツ運動の伝承法についての提案と実践及びディスカッションを行い，児童・生徒を対象にした指導法

について研修した。

③ 日本学校教育学会第14回研究大会（会長：新井郁男）

期 日：平成11年８月６日（金）～８日（日）

会 場：講義棟101・102・201・301教室

参加者：約150人

内 容：自由研究発表（６部門，計24件）

課題研究「特色ある学校づくりの視点」

公開シンポジウム「『学級崩壊』の内実を問う」

第１日目午後の課題研究は，各学校の自主性・自律性を擁護する学校改革として現在進行中の「特色ある学

校づくり」について，研究者と実践者それぞれの立場から提案を受け討議が行われた。討議では，その弊害へ

の批判的視点も強調されたが，やはり，いかに特色づくりを推進するかが中心的な論点となった。

第２日目午後の公開シンポジウムは，「学級崩壊」問題について冷静に現象を受け止め，子どもたちとの関

わりの新しい地平を発見すべく，問題の核心や対処の方途を探求することを課題として企画された。学級崩壊

に関する調査に携わってきた滝充氏（国立教育研究所）の他３名からの提案を基に活発な議論が交わされ，教

師が中心になりながらも，地域や家庭，子どもたち自身へと様々な決定を委ねていくことの重要性が改めて確

認された。

この他，自由研究発表ではカリキユラム編成，学校と家庭・地域の連携，生徒文化，教師の指導力など幅広

いテーマの研究発表があり，また，公開シンポジウムでは会員外の参加者も多数あり盛況な大会となった。

④ 第97回全国大学国語教育学会（大会実行委員長：有澤俊太郎）

期 日：平成11年10月21日（木）～23日（土）

後 援：上越市・上越市教育委員会，上越国語教育連絡協議会

会 場：講堂，人文棟104・105・107・206～208教室，附属小学校，附属中学校，上越市立大手町小学校

参加者：約500人

内 容：自由研究発表（６会場，計37件），シンポジウム「子どもを見つめて育てる国語科授業の創造」

（大会テーマ），提案授業，授業研究（９分科会，全体会），文学散歩

21日は自由研究発表に始まり，午後からシンポジウムを行い，大会テーマを深めつつ翌22日の提案授業への

基調提案がなされた。提案授業では，大学から松本修氏，附属小学校から，阿部勉，古閑晶子の両氏，附属中

学校から，石野秋広，田中和人の両氏が授業者としてかかわった。分科会，全体会では，司会者のもと，授業

について提案者，指定討論者を交えて充実した討論が展開された。
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⑤ 第４回美術教育実践学会研究発表大会（代表：山ノ下堅一）

期 日：平成11年11月21日（日）

会 場：講義棟201教室

参加者：88人

内 容：講演会，研究発表

　本会は，秋期研究会として位置づけ，春の総会・研究発表大会とともに美術教育実践学会の年間行事としてい
る。講演は，西阪仰「見ることの相互行為分析」（明治学院大学）で，エスノメソドロジーの立場から，子



どもの学びの行為をとらえるあり方について実例をもとに述べられた。研究発表は，青木善治「造形活動に

おける相互行為の意味」（上越教育大学大学院修了，長岡市立表町小学校），高橋ほずみ「材料との出会いと

表現」（山形大学大学院），渡辺静江「創り出す喜びにあふれる子ども」（十日町市立十日町小学校）の３件

の発表があった。

本学会の活動は，美術教育研究者，実践者の広範なネットワークを構築し，今を見据えた美術教育をめざし，

子どもの造形活動の意味生成に関する理論的構築と実践的な授業研究を推進することを志向している。今回は，

外部実践者や本学他コースの教官，院生の参加が多く見られ，本学会が注目されつつあると思われた。なお，

美術教育実践学会の設立の経緯については，大島彰『「美術教育実践学会」設立－美術教育の新たな実践的地

平をめざして－』，「美と育」第４号，1999年３月（上越教育大学美術教育講座発行）を参照されたい。

５ 厚生補導

本学における厚生補導は，人間形成を目的として行われる正課教育以外の教育活動が，学生の資質の向上及び教

養を高めるなど，豊かな人間性を涵養する上で重要であることに鑑み，これに対する援助・助言及び指導を行うこ

とを目的としている。この目的を効果的に推進するために，厚生補導関係の各種委員会が設置され，それぞれ計画

的に活動している。また，具体的な業務の実施に当たっては，関係職員が学生と意思の疎通を図りつつ適切に処理

している。

(1) 学生生活

① 活動方針

主として，次の事項について実施又は援助等を行うこととした。

ア 新入生オリエンテーションの実施

イ 課外教育

(ｱ) 新入生合宿研修の実施

(ｲ) 教員養成課程学生合宿研修の実施

(ｳ) 課外活動団体リーダーズ・トレーニング研修の実施

ウ 厚生補導研究会の実施

エ 大学祭への援助等

オ 日本育英会奨学生の推薦

カ 授業料等免除該当者の選考

② 学生委員会の主な審議内容

学生委員会は，９回開催し，主として次の事項について審議した。

ア 平成11年度の学生団体の設立（継続）許可及び課外活動団体の認定

イ 平成11年度教員養成課程学生合宿研修の企画・立案
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ウ 平成11年度厚生補導研究会の企画・立案

エ 平成11年度課外活動団体リーダーズ・トレーニング研修の企画・立案

オ 平成11年度大学祭の内容等の検討

カ 平成12年度厚生補導事業の計画

キ 平成12年度版学生生活の刊行

ク 平成12年度新入生合宿研修の企画・立案

ケ 平成12年度新入生オリエンテーションの企画・立案 



③ 活動内容

ア 新入生オリエンテーション

新入生が，大学という新しい組織・生活環境に早く馴染み，適応することを目的として，４月９日（金）

・12日（月）に本学の組織及び大学生活に必要な事項等について説明を行った。

イ 新入生合宿研修

学部の新入生を対象に，集団生活を通して新入生相互及び教職員との親和を図り，お互いの理解を深める

ことにより，学生生活が安定・充実することを目的として，４月22日（木）・23日（金）に国立妙高少年自

然の家で１泊２日の日程で実施した。

ウ 教員養成課程学生合宿研修

学部の３年次生を対象に，教育実習での体験を相互に発表・討議し，教官の指導を得ることにより，教科

外活動等に関する認識を一層深め，自己の生活における自主的な判断力を養うこと及び最終学年を迎えるに

当たり，卒業研究及び進路・就職指導の徹底を図ることを目的として，10月21日（木）・22日（金）に国立

妙高少年自然の家で１泊２日の日程で実施した。

エ 課外活動団体リーダーズ・トレーニング研修

課外活動団体のリーダー及びマネージャーを対象に，その任務の認識と基本的知識の習得を図るとともに，

課外活動団体相互の親睦と理解に基づき，課外活動の発展向上を図ることを目的として，３月２日（木）・

３日（金）に国立妙高少年自然の家で１泊２日の日程で実施した。平成11年度は特に「サークル活動におけ

るよりよいリーダーシップのあり方」をテーマにパネルディスカッションを行った。

オ 厚生補導研究会

教務委員会委員，学生委員会委員，クラス担当教官及び厚生補導担当職員を対象に，厚生補導に関する諸

問題について意見交換等を行うことにより，学生指導の徹底を期すると共に，職員相互の理解と疎通を図る

ことを目的として，９月29日（水）・30日（木）に国立妙高少年自然の家で１泊２日の日程で実施した。平

成11年度は「現代学生気質と学生指導－学生の生活と意識－」をテーマにして実施した。

カ 大学祭

第17回大学祭（越秋祭）が，越秋祭実行委員会の主催により，「ＣｏｌｏＲｉｎｇ」をテーマとして，11

月５日（金）～７日（日）に実施された。

この期間中の入場者は，約 5,000人（一般市民を含む）であった。

キ 日本育英会奨学生の推薦

日本育英会奨学生選考基準に基づき，学業優秀で身体が健康であり，かつ，経済的困窮度が高いことによ

り就学が困難と認められた者を次のとおり推薦又は選考結果を報告した。

-33-

コ　日本育英会奨学生の推薦

サ　入学料免除該当者の選考

シ　授業料等免除該当者の選考

時 期 項 目 学部学生 大学院学生

一 次 一第 種 ２３人 ３１人

募 集 きぼう２１プラン ２４人 ２０人

きぼう２１プラン ２人 ３人追 加 募 集

２ 次 一第 種 ２人

募 集 きぼう２１プラン １人 ３人



ク 入学料免除選考基準に基づき，経済的困窮度が高いため授業料の納付が困難であり，かつ，学業優秀であ

ると認められる者を，全額免除３人，半額免除１人を該当者とした。

ケ 授業料免除等該当者の選考

授業料の免除等選考基準に基づき，経済的困窮度が高いため授業料の納付が困難であり，かつ，学業優秀

であると認められる者を，前期分は全額免除68人，半額免除６人，後期分は全額免除70人，半額免除８人を

該当者とした。

(2) 大学会館

運営方針①

大学会館には，学生及び教職員の福利厚生のため，食堂を始めとした13の業者が寄与している。

なお，これらの業者はサービスセンターにより統括されている。

この統括により，大学からの指導助言並びに業者側の意見意思等の伝達経路が一体化され，福利厚生事業の

円滑な運営が図られている。

また，改善指導は，学生生活実態調査等の学生・利用者の意見・要望を踏まえ，キャンパスアメニティーを

追求した利用しやすい大学会館とするよう改善充実に努めている。

概要及び利用状況②

大学会館の諸施設概要及び利用者数は次表のとおり。

区 分 内 容 面積 ㎡ 平成11年度利用者数 人

第 １ 食 堂 ３１０席（朝・昼・夜の食事等）カフェテリア形式 ４７７

第 ２ 食 堂 ２８席（昼の食事等） ４８ １０２，４６６

食料品，日用品，文房具，書籍，クリーニング，
売 店

チケット販売，写真現像，スポーツ用品 等 １８９ １７０，００７

喫 茶 室 ４０席（喫茶・軽食） ７７ １１，０３７

理 容 室 ２席（調髪等） １３ １，５７１

美 容 室 ２席（パーマネント・カット・ヘアカラー・着付等） １３ ２，６７３

第１集会室 ３０席 ３８ １，７００

第２集会室 １５席 ２５ １，６５０

第３集会室 １５席 ２５ １，０００

第４集会室 和室（１２畳），１５～２０名収容 ２９ ５００

第５集会室 和室（６畳），５～１０名収容 １７ ５０

施設・設備の充実③

全館の照明の更新，観葉植物の設置，カラーブラインド及びロールカーテン並びに備品類をコーディネイ
ト
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・更新等により良質な雰囲気が確保された。

また，第１食堂のメニューコルトンＢＯＸの入れ替え，給茶器の入れ替え，売店内のショーケースを更新し

衛生関連設備のより一層の安全性を保った。

④ その他

昼食時の混雑緩和のため，日替わりランチ等のサービスを行った。美容室，理容室等も利用者の期待に応え

るようサービスに心がけた。



(3) 学生居住施設

＜学生宿舎＞

① 運営方針

学生宿舎は，教育目的に沿い，学生に良好な勉学と生活の場を提供し，自律的な生活を体験させることを目

的として設置されている。この目的に沿って，学生宿舎管理運営の重要事項については，「学生宿舎委員会」

において審議の上実施する一方，入居者自身においても，単身用では各階の代表者で構成する「連絡員会」，

世帯用においては，「自治会（町内会）」を設けて，それぞれが入居者の立場で諸問題を討議し，自律的に処

理することとしている。

② 学生宿舎委員会の審議内容

ア 第１回（平成11年５月11日）

学生宿舎の現状について，大学院博士課程女子学生の入居については，現在，入居定員枠を設けておらず，

入居希望があることから今後検討することとした。

昨年度実施したアンケートの集計結果に基づいて，学生宿舎の問題点等の今後の対応については，学生宿

舎委員会又は学生委員会で検討することとした。

イ 第２回（平成11年6月15日）

学生宿舎の現状に関する対応事項について，前回の委員会で，アンケート結果に基づく事項の今後の対応

について審議し，連絡員等の組織作りについては，順次実行に移すことにし，施設・設備等については，具

体的な事項を提案し，審議することとなった。

学生宿舎の12年度以降の使用計画について，学部の入学定員の見直しに伴い見込まれる空室の運用につい

て，大学院を重視する大学改革に伴い，修士・博士の区別はせず大学院用として２人部屋を個室に改修する

案を再検討し，審議することとなった。

ウ 第３回（平成11年9月28日）

学生宿舎の施設・設備の充実，施設・設備面の改修については入居者から要望のあったものの中から，今

年度緊急を要するものを改修することとした。

平成12年度学生宿舎使用計画，学部の入学定員の減少に伴う空室の利用方法については，見込まれる空室

の男子Ｃ棟５階４室，女子Ｋ棟５階５室を大学院用として充当することになった。

エ 第４回（平成11年11月10日）

学生宿舎入居者の選考基準の見直し，選考基準の見直しについては，それぞれ別の基準で選考している学

生宿舎と国際学生宿舎の選考基準の一本化等を図る必要があるため，継続審議とした。

共益費の値上げについて，単身用学生宿舎棟長会議を開催し，説明・話し合いの結果，現在の月額1,000

円を300円値上げすることの同意が得られたため，平成12年度から1,300円にすることが了承された。

学生宿舎入居者の生活態度が乱れてきているので，学生宿舎委員会で対策を検討したい旨の発言があった。

オ 第５回（平成11年12月17日）
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平成12年度に引き続き在学する学生の入居者選考を行い，単身用452人，世帯用33人の入居を許可した。

学生宿舎における快適な生活空間の保持について，学生宿舎での生活を快適なものにするため，現状をど

のように見直したらよいのか，本委員会の委員と事務局で検討し，必要に応じて他にも協力を求めて検討す

ることとした。

カ 第６回（平成12年1月11日）

大学院新入生の入居者選考を行い，単身用88人，世帯用45人の入居を許可した。

キ 第７回（平成12年2月8日）

 



国際学生宿舎委員会から検討依頼があった外国人留学生２人の学生宿舎への入居を許可した。

なお，学部新入生の入居者選考については，合格発表後，委員会を開催する時間的余裕がないため，委員長

一任とすることとした。

学生宿舎における快適な生活空間の保持について，学生宿舎での生活を安全で快適なものにするため，本

委員会の部会で検討した内容の報告があり，今後，事務局で報告内容を具体的に検討することとなった。

③ 運営状況

ア 入居状況

平成11年度は，単身用・世帯用を合わせた収容人員800人に対して788人が入居し，収容人員に対する入居

率は98.5％であった。入居希望者に対する入居率は，単身用92.8％，世帯用100％，また在籍学生1,332人に

対する入居率は59.2％であった。

イ 駐車違反指導

学生宿舎区域の災害の防止及び居住環境の保全のため，「学生宿舎及び国際学生宿舎入居者の車両に関す

る要項」により，自動車，自動二輪車，原動機付自転車の駐車違反者の調査及び指導を行うとともに，車両

登録の徹底を図った。

ウ 環境整備

・ 学部１年次生による1棟周辺のゴミ拾い（１回）及び宿舎周辺の放置自転車の処分（１回）を行い，環

境整備・美化に努めた。また，防火管理上，廊下の荷物等の整理・処分の指導を行った。

・ 単身用学生宿舎の設備等を次のとおり整備し，居住環境の充実を図った。

補食室（40室）を改修するとともに，流し台等を更新した。

洗面・洗濯室（10室)の壁面を塗装改修した。

学部１年次棟の居室（ベット）の畳の表替え及びカーテンを更新した。

＜国際学生宿舎＞

① 運営方針

国際学生宿舎は，外国人研究者及び外国人留学生並びに日本人学生に生活の場を提供し，併せて国際交流の

事業の用に供することを目的として設置されている。

この目的に沿って，国際学生宿舎管理運営の重要事項については，「国際学生宿舎委員会」において審議の

上実施する。

② 国際学生宿舎委員会の審議内容

ア 第１回（平成11年12月17日）

平成11年度に引き続き在学する日本人学生及び外国人留学生の入居者選考を行い，日本人学生11人，外国

人留学生11人の入居を許可した。

留学生数の増加等のため入居者の選考については，種々の問題が生じてきており，留学生に選考基準など

を十分説明し，選考基準の見直しを行うこととなった。
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イ 第２回（平成12年１月13日）

新たに入学する日本人学生の入居者選考を行い，7人の入居を許可した。

ウ 第３回（平成12年２月８日）

外国人留学生の入居者選考を行い，日本人学生用夫婦室２室を弾力的に運用することとし，11人の入居を

許可した。

③　運営状況
　ア　入居状況



平成11年度は，単身用・世帯用を合わせた収容人員42人に対して45人が入居し，収容人員に対する入居率
は107.1％であった。

国別では，中国14人，韓国３人，台湾３人，メキシコ２人，イギリス１人，フランス１人，パナマ１人，

タイ１人，マレイシヤ１人であった。

イ 駐車違反指導

学生宿舎区域の災害の防止及び居住環境の保全のため，「学生宿舎及び国際学生宿舎入居者の車両に関す

る要項」により，自動車，自動二輪車，原動機付自転車の駐車違反者の調査及び指導を行うとともに，車両

登録の徹底を図った。

ウ 環境整備

宿舎周辺の放置自転車の処分（１回）を行い，環境整備・美化に努めた。

(4) 就職指導

① 就職指導委員会

就職指導委員会の発足当初（昭和58年），委員会の所掌事項として次の４つが考えられた。「関係資料の収

集」，「アンケート等の実施」，「説明会等の実施」，「各委員会との折衝」である。本委員会は，その所掌

内容を採用情勢や社会の変化とともに少しずつ変化させながら今日に至っている。

現在の委員会は，各研究部から選出された13人と学長指名１人の計14人の委員で構成されている。平成11年

度の開催回数は６回で，主な審議内容は，就職指導計画の策定とそれに基づく各種行事の実施，さらには教員

就職者を増やす方策の模索に費やされた。指導計画の立案に当たっては，本学創設の目的及び学生の進路希望

調査に見られる全体的傾向から，教職希望者の中でも義務教育教員志望者に焦点を当てた指導を主眼においた。

また，企業等を希望する者への指導については，必要に応じて個別に行うこととした。

② 実施した主な事項

ア ４年次オリエンテーション

４月８日

イ 教採模試

４月21日，５月12日，６月12日の３回にわたり実施した。

ウ 教職講座Ⅲ

5月６日～７月上旬の間，学部４年次及び大学院２年次の学生を主たる対象に講義（30コマ）及び実技指

導（音楽，体育）を実施した。

エ クラス担当教官との懇談会

４年次クラス担当教官との懇談会を就職指導委員会委員を含めて5月19日に開催した。

オ 教育委員会への訪問

７月に新潟県，平成12年２月～３月の間に新潟・富山など出身学校の多い16県の教育委員会を訪問した。
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カ 就職ガイダンス

７月21日，学部３年次及び大学院１年次の学生を対象に実施した。

キ 教職講演会Ⅰ

10月13日，学部２年次の学生を対象に実施した。

ク 進路希望調査

10月，学部３年次及び大学院１年次の学生を対象に実施した。

ケ 教職講座Ⅰ

 



　　11月17日～12月15日の間，学部３年次及び大学院１年次の学生を対象に講義（10コマ）を実施した。

コ　教職講演会Ⅱ

　　12月22日，学部1年次を対象に実施した。

サ　教職講座Ⅱ

　　平成12年２月９日～２月21日の間，新潟，富山，長野，石川など９県の教育委員会担当者による講演を　

　　行った。

シ 新設教職講座

平成12年２月14日～２月29日の間，学部３年次の学生を対象に講義を行った。

６ 大学改革

(1) 改革計画の策定

① 改革推進特別委員会の新体制

平成11年４月１日より，大澤健郎新学長が改革推進特別委員会の委員長に就いた。更に新事務局長を迎えて，

４月８日，新体制下で第１回の文部省教育大学室との協議がもたれた。この場で，教育大学室より，３月12日

に協議した事項（「上越教育大学年次報告書―第14集：平成10年度版―」39頁参照）が再確認され，同時に今

後の検討課題として次の４点が提示された。第１に，６年制コースについて，学部と修士でコースの名称が異

なるのは受験者に分かりにくい，学部から上がってくる学生と修士から入学する学生とが同じカリキュラムで

あるならば，６年一貫と矛盾しないか，４年終了後の就職が受験生に不充分な教育との印象を与えることにな

ることは避けるべきである。第２に，修士課程１年制コースについて，１年制と２年制の基準に関して教育委

員会と大学側の両者に相違が生じないようにする必要がある。第３に，修士の定員充足については，今後改革

をしても増えることがないようであった場合にどうするかを考えておく必要がある。第４に，改革の概要につ

いて，その内容に矛盾や混乱がないような制度，仕組み，方法を明確にして，文部省に提示して欲しい。特に，

第４点目については，早急にその成案を提出するように求められた。

大澤新体制での改革推進特別委員会は，４月８日の文部省協議を受けて，いよいよ，改革計画案の策定とそ

の具体化のプログラムを検討する段階に入った。そのために，委員会構成員に，各部長に加えて各講座主任が

加わることになった。第８回同委員会（４月16日）は，各部長及び講座主任から構成される新たな体制のスタ

ートとなった。委員会委員は次の通りである。学長（委員長），両副学長，教育基礎講座主任，教育経営講座

主任，教育方法講座主任，生徒指導講座主任，学校教育研究系部長，幼児教育講座主，幼児・障害児教育研究

系部長，言語系教育研究系部長有，言語系教育講座（外国語）主任，社会系教育研究部長，自然系教育講座

（数学）主任，自然系教育研究系部長，芸術系教育講座（音楽）主任，芸術系教育研究系部長，生活・健康系

教育講座（保健体育）主任，生活・健康系教育講座（技術）主任，生活・健康系教育研究部長，事務局長。

委員会では同時に，大学院定員充足対策ＷＧと今後喫緊の要務となる文部省提出資料その他大学改革に係わ

る資料作成等にあたる資料作成ＷＧが設置された。そして本委員会に付設される部会については，従来の教育
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システム改革推進部会，研究システム推進部会に加えて入試方法等検討部会が新設された。

　第８回改革推進特別委員会は，４月８日に持たれた文部省教育大学室との協議結果を踏まえて，以下の３点

について審議し，了承を得た。第１に，大学院の改組の時期についてであるが，当初平成16年に予定していた

ものを，独立行政法人化の問題も控えており，修士の定員充足が最重要課題であること，また，文部省より学

校教育専攻に社会的ニーズが高いのであれば早急にそれに応える改組を実施すべきとの指導があったことを踏

まえて，平成12年度に改組を繰り上げて実施する。

　第２に，各専攻別の入学定員設定についてであるが，大学院への応募状況と学校教育専攻へのニーズを考慮



して同専攻を現行４コースから新２コースへ再編し，入学定員を 120人とする，同様の基準から幼児教育専

攻の入学定員を現行15人から10人，障害児教育専攻の入学定員を現行25人から30人とする。第３に，「教科臨

床コース」の名称を，３月12日の文部省協議（「上越教育大学年次報告書―第14集：平成10年度版―」39頁参

照）を踏まえて，「学習臨床コース」とする。

第８回同委員会は，更に，４月27日に予定された文部省に対する「改革計画」の全体説明用資料作成のため

に，大学改革計画書作成に係わる「各専修（専攻）・コースの概要」の原稿依頼が各委員に行われた。

改革推進特別委員会の新体制について更に特筆すべきは，事務局に「大学改革に関する改革プロジェクトチ 

ーム」（以下，改革プロジェクトチーム）（庶務課長補佐，教務課長補佐，教務課（大学院教育担当）専門員，

庶務課（企画調整担当）専門職員，会計課（企画調整担当）専門職員，教務課（学部教育担当）専門職員）が

設置され，同時に特に文部省への協議事項に係わる事案について事前に学長，両副学長，局長，両部長・各課

長・補佐及び「大学改革に関する改革プロジェクトチーム」で詳細にわたって意見交換する打合せ会（以下，

事務局打合せ）が制度化されたことである。

資料作成ＷＧと改革プロジェクトチームは，４月20日を目途として，改革の概要案の起草作業に早急に着手

した。改革概要の内容は，「上越教育大学改革構想（最終報告）」（平成10年９月24日），学部・大学院教育

課程案（平成11年３月10日），「大学院進学コース「学習臨床コース」案」（平成11年１月11日），「上越教

育大学改革計画の概要」（平成12年３月12日），及び４月19日提出締切りの「各専修（専攻）・コースの概

要」に基づいて作成された。特に企画調整担当専門職員を中心とする改革プロジェクトチームの作業は，短時

間での起案という制約のもとで，連日深夜近くまで及んだ。改革の概要案は４月20日に「改革の概要（案）」

として纏められ，翌21日17時より事務局打合せに入った。そして本「改革の概要（案）」をもって，４月27日，

文部省教育大学室との協議に臨んだ。

本学の改革は，新体制のもとで，学内での改革案作成論議から，いよいよ文部省との本格的な協議へと舞台

を移すことになった。

② ４月27日文部省教育大学室との協議とその対応

文部省１階会議室で，大澤新体制下での事実上の第１回の協議がもたれた。本学からは，両副学長，事務局

長，総務部長，会計課長，会計課専門職員，教務課専門職員，庶務課専門職員が出席した。協議は，16時から

18時20分の長時間に及んだ。

文部省教育大学室との検討事項は４月８日におけるそれと基本的に変らないが，しかしながら次の３点につ

いては継続して緊迫した協議が重ねられた。第１に，大学院の定員充足についてであるが，これについては改

めて厳しく求められ―充足が実現できない場合には入学定員の削減が問題とならざるを得ないことも考慮して

おくべきことも言及された―，そして第２に，６年一貫制について，これを６年制とするか或いはカリキュラ

ムの特色として継続を図るか，明確にする必要がある，その方向性を得て関連部局と相談することになる，第

３に，修士課程１年制について，これが導入されたならば教育委員会からの２年間の派遣はいずれなくなると

思われるがその対応を考慮しているか，であった。

教育大学室との協議の内容は，４月28日の第244回教授会で報告された。なお，ここで，学長より，第８回改

革推進特別委員会で了承された上記の３点について報告があり，それぞれについて確認された。

改革の作業は，カリキュラム案の策定に入った。５月20日にこの件について教育大学室との協議が予定され

た。この時点で，特に，「教育方法・学習臨床コース」の取組みが遅れていたので，その早急の対応に迫られ

た。その遅れの主たる理由は，本コースのコンセプトと名称変更が３月12日の文部省協議を経て，４月16日の

第８回改革推進特別委員会で了承されたこと，更にそのコンセプトが全く新たに構築されており，ここに参画す

るスタッフについても講座選出を採ることが出来ず，先ずはこの新たな理念・目的の理解を得て後に，新コース
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で新たにカリキュラム案を作成し，教育研究指導を可能とする教官を公募する方法を採らざるを得なかった，こ

とにあった。４月28日から５月の連休を挟んで連日旧教科臨床コースの検討WGのメンバー，発達支援コ ースに

係わる幼児教育講座と障害児教育講座との協議を重ねることと平行して，５月12日に第９回改革推進特別委員会

が開催された。

ここでは，大学設置・学校法人審議会（以下，設置審）の対応と「改革の概要（案）」について意見交換が行

われた。設置審対応については，本学の改革案が設置審の審査の対象となる可能性も現段階では否定できないの

で，かかる想定された事態となっても対応できる体制で臨む方針が了承された。「改革の概要（案）」について

は，両副学長から内容説明があり，今後は，なお文部省との協議で詳細を詰めていくことを含めて，基本的事項

について了承を得た。同委員会では，最後に，教官定員保留分に係わる取扱いを検討するに当たり，各部長及び

講座主任に対して，当該部（系）または講座おける人事計画について担当副学長へ提出するよう要請された。改

革は，いよいよ，各教官の開設授業科目‐設置審対応から人事という具体的な局面へ進み出した。

新コース「教育方法・学習臨床コース」・「生徒指導・発達臨床コース」の対応③

５月10日に，両副学長が旧教科臨床コースの検討ＷＧのメンバーを中心とした関係教官に，教科臨床を学習

臨床と名称変更したことと従来の教科教育コースとは異なる新たなコンセプトで学習臨床コースを構想したこ

とについて説明し（平成11年３月12日の文部省教育大学室との打合せを受けて４月16日の第８回改革推進特別

委員会で承認，４月27日の文部省教育大学室との協議で再確認），合わせて５月18日に「教育方法・学習臨床

コースに係る公聴会」を開催すること及びその協力を要請し，了承を得た。

５月18日開催の「教育方法・学習臨床コースに係る公聴会」では，「教育方法分野」・「６年一貫学習臨床

分野」・「情報教育分野」・「総合教育分野」の基本コンセプトとカリキュラ試案について意見交換を行い，

そしてカリキュラム担当者については，学長団と改革推進特別委員会の関係メンバーが応募者から選定・調整

して原案を作成する方向であることも報告された。５月19日の第10回改革推進特別委員会では，「教育方法・

学習臨床コース」カリキュラム担当予定者を，５月18日開催の「教育方法・学習臨床コースに係る公聴会」で

説明された各分野の基本コンセプトとカリキュラ試案に基づいて公募し，当委員会でその予定者の案を策定し

ていくことについて了承を得た。

第10回改革推進特別委員会は，更に，５月20日に予定されている教育大学室との協議について，資料作成Ｗ

Ｇが準備している案に，上述の「教育方法・学習臨床コース」と「生徒指導・発達臨床コース」のカリキュラ

ム試案を加えることについて了承した。なお，資料作成ＷＧが準備している案は，最終的に，４月27日の「改

革の概要（案）」のうち，特に学部－大学院の一貫カリキュラムと学校教育研究センターの改組をメインテー

マにして編集しなおしたもので，「改革の概要（案） 大学院修士課程における多様な教育―学部－大学院一

貫カリキュラムによる教育―」と「改革の概要（案） ―学校教育研究センターの改組―，―研究プロジェク

ト推進体制の整備―」の二部構成となっている。

５月20日の文部省協議では，特に，学部と大学院の専修・コース名が一致している方が，第三者には分かり

やすいという提言を得て，種々意見交換の後，学部を学校教育専修（学習臨床コース，発達臨床コース），発
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達支援専修（幼児教育コース，障害児教育コース），教科・領域教育専修（言語・社会系コース，自然系コー

ス，芸術系コース，生活・健康系コース）とし，大学院を，これに対応させて，学校教育専攻（学習臨床コー

ス，発達臨床コース），幼児教育専攻，障害児教育専攻，教科・領域教育専攻（言語・社会系コース，自然系

コース，芸術系コース，生活・健康 系コース）とする方向で再度検討することになった。

５月21日の第11回改革推進特別委員会は，５月20日の教育大学室との協議結果を了承し，これに係わって，

社会系教育講座より，学部と大学院の「言語・社会系コース」から「社会系コース」を分離・独立してほしい

旨の要望が提出され了承される。



④ 「改革計画（案）」の策定

「改革の概要（案）」に基づいたこれまでの論議を踏まえて，５月25日に学長と文部省との間で協議がもた

れた。まず，教育大学室との協議では，特に発達支援専修の障害児教育コースの扱いについて，早急に解決す

べき課題，すなわち附属学校を有しないで特殊教育諸学校教員の養成が可能かどうかについて検討する必要性

が出てきた。引き続いて高等教育局長との懇談がもたれ，高等局長より，「今後大学として，どういう形で教

員の実践性を高めていくか他の大学のモデルとなるようなものを考えてほしい」という要望が学長に対して表

明された。

教育大学室との協議は，改革の概要作成の段階から，具体的な改革計画案の詰めの局面に入っていった。資

料作成ＷＧが作成した原案が「改革計画（案）」として，５月26日の第12回改革推進特別委員会で審議に付さ

れた。「改革計画（案）」の取扱いについては，６月８日に予定されている教育大学室との協議を踏まえて，

次回に審議することとし，これを６月９日の評議会で機関決定することも合わせて了承された。「改革計画

(案)」の機関決定を前に，この内容について全学教官の理解を深めるという趣旨で，５月31日，合同部（系）

教員会議が開催された。ここで「改革計画（案）」の骨子と６月下旬に「平成12年度概算要求書」を提出する

までのタイムスケジュール案も説明された。

６月８日に用意された文部省教育大学室との協議は，時間的にみて，両者間で基本的な了解を得るぎりぎり

の局面に差し掛かっていた。ここで確認された事項は以下のとおりである。第１に，６年一貫カリキュラムに

よる教育についてであるが，かかる制度上の一貫は，免許法の改正等を伴う極めて重大な事項であるので，教

育上カリキュラムの特色で学部と大学院を継続する方向で具体化する。第２に，大学院学習臨床コース４分野

と発達臨床コース２分野をそのまま学部へ下ろすこと。学部へ下ろすことに関して，特に情報教育と総合的学

習について，新構想教育大学では，教員養成課程で実施してほしいという要請がなされた。第３に，学部の入

学定員は160名とする。第４に，発達支援専修障害児教育コースはその附属学校を有しないという事由で設置で

きない。第５に，大学院学習臨床コースの４分野（教育方法分野・学習臨床分野・情報教育分野・総合学習分

野）について，学習臨床コースに学習臨床分野があるのは紛らわしいので名称の整理が必要である。第６に，

本学の改革は全く新たな専門分野を立ち上げるために設置審にはかけない。第７に，そのためにも，改組後の

新２コースへの異動は教育基礎コースと教育経営コース入学者のみに，本人希望を優先して認める，第８に，

大学院学校教育専攻と障害児教育専攻については追加募集を行う。以上８点である。なお，第１と２に係わる

学部・大学院の学習臨床コース４分野のカリキュラム案については，改めて，早急に協議することになり，こ

れを至急教育大学室へＦＡＸで送付することになった。

６月９日９時に，これら８点についての対応を論議するために，直ちに，第13回改革推進特別委員会が開催

された。第１，２の点については新コースのカリキュラム案を早急に用意し，直ちに教育大学室との協議に入

ることとした。第３点については入学定員減に伴い教官は助教授定員２名を減じる，第４点については学部の

発達支援専修障害児教育コースを設置しない，従って発達支援専修を幼児教育専修とし入学定員10名とする，

第５，６点については早急に検討し，具体案を作成する，をそれぞれ承認し，そして第６，７，８点について

はそのまま了承した。

６月９日午後１時30分に開催された第212回評議会において，第12回改革推進特別委員会（５月26日）で承認

された「改革計画（案）」に上記の修正を加えた修正案が審議に付され，その後に機関決定された。なお，学

習臨床コース分野の名称と学部・大学院のカリキュラムについては，今後，学長団が文部省教育大学室と協議

していくことも合わせて了承された。次いで，学習臨床コースと発達臨床コースの各分野責任者と世話人が承

認された。６月９日18時より，学習臨床コース及び発達臨床コースの各分野責任者と世話人による各分野名称

の再検討とカリキュラム案の作成作業に入った。その協議と作業は深夜にまで及び，６月10日早朝に具体案の
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作成をみ，直ちに教育大学室へＦＡＸで送付された。なお，この具体案では，各分野の名称は，学習臨床コー

ス「教育方法臨床分野・学習過程臨床分野・情報教育分野・総合学習分野」，発達臨床コース「生徒指導分野

・心理臨床分野」となった。

６月10日の午前と午後の２回，教育大学室長との電話による協議に入り，ここで，学習臨床コース４分野と

発達臨床コース２分野の学部‐大学院の各名称，及びこの新２コースがカリキュラムで学部と大学院が継続し

ていく点について，了承された。翌６月11日，文部省教育大学室において，いよいよ，学校臨床コースカリキ

ュラムと担当教官の授業科目概要案及び教育職員免許状取得と係る卒業要件単位数について最終的な協議に入

った。この協議で，次の２点を除き，「改革計画（案）」は基本的に了承された。すなわち，第１に，学習過

程臨床分野に社会系コース，生活・健康系コースの関連科目を開設すること―その主たる理由は，上記２コー

スを入れて，小・中・高等学校の教科に対応する学習臨床を充実してほしい，という点にあった―，第２に，

追加募集は４月に入って実施する方向で検討すること，以上２点である。

⑤ 改革案具体化の作業

６月11日のもたれた文部省との協議の結果は第14回改革推進特別委員会（６月16日）に報告され，学習臨床

コースにおける社会系コース及び生活・健康系コースによる関係授業科目の開設については２講座の委員と学

長に一任された。更に，ここで，学校教育専攻（専修）担当予定教官とカリキュラムについて，公募した結果

を踏まえて，検討する小委員会（学長，両副学長，各部（系）長）を本委員会の下に設置することとした。

第１回改革推進特別委員会小委員会（６月23日）は，応募した学校教育専攻（専修）担当予定教官と平成12

年度学校教育研究科と学校教育学部の開設授業科目案について報告を受け，６月28日の第２回小委員会でこれ

らの原案を作成した。

第15回改革推進特別委員会（６月23日）は，平成12年度学校教育学部と学校教育研究科の開設授業科目案の

策定と教授会，研究科委員会における承認，更に担当教官の審査に係わる手順について審議し，これについて

は改めて第16回改革推進特別委員会で了承を得ることとした。第15回改革推進特別委員会では，更に，改組に

伴う「学習臨床コース」及び「発達臨床コース」の教育並びに「人間教育学関連科目」及び「相互コミュニケ 

ーション科目」の実施については全学の協力体制の下でこれを行うことを基本原則の第１の柱とした「改革に

伴う運営体制について（案）」が提案された。

第16回改革推進特別委員会は６月28日に開催された。先ず第１に，平成12年度学校教育学部と学校教育研究

科の開設授業科目担当者案について意見交換を行ったが，学校教育専攻（専修）担当予定教官の審議を踏まえ

る必要があり，その了承は次回以降に持ち越された。第２に，本委員会の下に，新たに改組ＰＲパンフレット

作成ＷＧの設置が認められた。なお，第18回改革推進特別委員会（７月16日）で学部・大学院ＰＲパンフレッ

ト作成ＷＧが設置され，この２つのＷＧの設置によって，今後，学部・大学院及び各コースごとのパンフを作

成し教育委員会及び大学等に改組の情報を提示し，特に大学院現職教員の定員充足に努める方針を了承した。

第３に，学校教育専修（専攻）各コースの教育研究分野の名称が，第12回改革推進特別委員会で学長団に一任

されていたが，最終的に確定され，次のように確認された。学習臨床コースについては教育方法臨床分野・学

習過程臨床分野・情報教育分野・総合学習分野の各名称となり，発達臨床コースについては生徒指導分野・心

理臨床分野となった。

第３回改革推進特別委員会小委員会（７月５日）では，改革案具体化に係わる新たな重要案件の審議も開始

された。すなわち，第１に，大学改革に伴う，学内措置による教員定員の配分計画案，第２に，平成12年度非

常勤講師時間数の配分方針案，第３に，大学院学校教育専攻担当教員の審査について，「学長，両副学長，両

コース運営会議代表により審査案を作成する」を骨子とする審査方法案，がそれぞれ示され，これに係わる審

議に入った。同日午後に開催された第17回改革推進特別委員会は，同小委員会の上記３点の審議に加えて，学
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校教育専修（専攻）の研究指導（補助を含む）担当教官について，その案が提示され（７月５日現在），こ

れについては今後課程認定作業の過程等で修正が見込まれることも含めて，確認され，学長より各担当教官に

対して内諾をとることも合わせて了承された。これに加えて，新コースの運営に係わる本格的な協議に入り，

「コース運営会議準備会」の設置について各講座等での意見を聴取し，その結果に基づいて再度が審議するこ

ととした。なお，平成12年度非常勤講師時間数の配分については，この方針案に基づいて，７月６日から12日

までの期間に両副学長，教務係で各講座主任等とヒアリングを行うこととなった。

第18回改革推進特別委員会（７月16日）は，７月14日開催の教育システム改革推進部会で作成した平成12年

度開設授業科目案及び教員免許状の課程認定申請案を協議し，教授会と研究科委員会に付議ことを了承した。

両案は第247回教授会（７月16日）及び第238回研究科委員会で承認された（なお文部省との事前協議による変

更については，課程認定申請の日程上，その扱いを学長一任とされた）。「コース運営会議準備会」の設置に

ついては，改めて確認し，７月21日開催の第247回教授会でも報告された。また，大学院学校教育専攻担当教

員の審査方法案についても了承され，第238回研究科委員会（７月21日）に付議された。なお，同審査結果

は，第240回研究科委員会で承認を得た。

⑥ 研究プロジェクトと新設コース用施設の整備計画

本学の改革を特徴づけるいま一つの研究プロジェクト推進機構推進については，第18回改革推進特別委員会

から本格的に協議された。そして第19回同委員会（７月28日）から新設２コースに関わる施設等の確保・整備

の検討にも入った。第20回同委員会（８月25日）と第21回同委員会（９月２日）は「上越教育大学研究プロジ 

ェクトの推進について（案）」，「上越教育大学研究プロジェクト推進委員会規程（案）」，「平成11年度上

越教育大学研究プロジェクト公募要領（案）」及び「研究プロジェクト関連科目の開設概要（案）」を審議し，

了承する。そして以上の４案は第214回評議会（９月８日）でも了承され，第249回教授会（９月22日）に報告

された。研究プロジェクトは15件採択されたが，いずれのテーマも大学院改革に伴うカリキュラム開発に係わ 

っている（11月24日開催の第251回教授会報告）。

第21回改革推進特別委員会では，更に，学部授業科目「人間教育学セミナー」の担当教官と学部のクラス担

当教官制度・クラスへの学生所属案及び大学院合格者及び第２次学生募集要項への改組計画予告掲載文案につ

いても提案され，審議の後に了承された。前者についてはその具体化のために教務委員会に送られることにな 

った。

第22回改革推進特別委員会では新たに修士課程１年制コース導入に関わるプロジェクトチームの設置が了承

され，修士課程短期在学コースＷＧの名称でが委員会に設置をみた。本ＷＧは，大学院設置基準の一部を改正

する省令（平成11年８月14日交付・施行）に係わる10月１日付けの文部省高等教育局事務連絡「国立大学の大

学院修士課程において２年を超える標準修業年限又は１年以上２年未満の標準修業年限を設ける際の取り扱い

について」に基づいて，２年制とは特化されたコンセプトを検討する作業に入っている（現在も継続中）。

第24回改革推進特別委員会（12月24日）では学部・大学院の改組ＰＲパンフレットの見本刷りが紹介されると

同時にいよいよ改組に伴う追加募集要項案（「平成12年度上越教育大学学生募集要項（追加）」）が審議さ

れ，第248回研究科委員会（平成12年３月３日）で了承される。そして第25回改革推進特別委員会で，懸案であ 

った学校教育専修・専攻の新設コース担当教官とコース運営会議の設置に伴う各種委員会の選出とその方法に

ついて検討され，その案は第220回評議会で了承された。

　一方，懸案の学校教育専修・専攻学習臨床コースと発達臨床コースの改組に伴う施設の確保についは将来計

画検討委員会で検討されていた。第54回将来計画検討委員会（11月10日）では，「全学の施設は原則として共

有化」し，段階的に施設の整備を進めていく「大学改革に伴い新たに教育研究上必要となる施設の確保に関す

る基本方針について（案）」が承認され，評議会に付議された。第217回評議会（11月10日）はこの基本方針案
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を承認した。

第55回将来計画検討委員会（12月８日）は既存施設共有化に係わる調査結果について検討し，第56回同検討

委員会で施設の整備計画小委員会から平成12年度新設コースに必要とされる施設の確保案について報告された。

本案は，その後両コースから要望された諸施設の確保（平成12年度）を含めて，平成12年３月８日開催の第26

回改革推進特別委員会，第57回将来検討委員会そして第221回評議会で承認された。

⑦ 概算要求と課程認定

平成12年１月12日第219回評議会で「平成12年度概算要求書」が政府予算案として決定された報告があった。

そして平成12年度開設授業科目及び教員免許状の課程認定申請については，２月７日に文部省教育助成局教職

員課との事前協議を経て，３月20日開催の教育職員養成審議会で了承されるに至った。

改革推進特別委員会は，以上みたように，２年８か月にわたって改革構想の策定からその実施プログラムの

推進に係わり，そして平成12年度改革に係わる運営体制についても一応の整備を整えてきた。しかし，新コー

スにかかわる教官組織の再編，修士課程短期在学１年制コース，そして学校教育研究センター改組は平成13年

度に引き継がれることになっている。なお第26回改革推進特別委員会は，学長より，同委員会を平成12年３月

末日をもって廃止し，４月から新体制のもとで大学改革の推進と新たな課題に万全を期していく方針について

提案があり，了承した。

(2) 改革の理念と基本方針

① 改革構想案

さて，ここで改めて本学の改革構想に係わる「案」一覧を整理しておく必要があろう。改革の理念と基本方

針に係わる基本構想は「上越教育大学改革構想」（平成10年９月24日）（同日の教授会承認）において明示さ

れている。そして，その後の改革論議の基本資料となる「改革の概要（案）」（平成11年４月27日）は，「上

越教育大学改革構想」を具体化したもので，特に前者の「Ⅱ 改革の理念と基本方針」は，「上越教育大学改

革構想」の「２．改革に向けた基本的課題」を，その後の論議と文部省教育大学室との協議を踏まえて，改革

の具体化案を提示するものとして，作成された。「改革の概要（案）大学院修士課程における多様な教育―学

部－大学院一貫カリキュラムによる教育―」（平成11年５月20日）は，副題に特化して「改革の概要（案）」

（平成11年４月27日）を編集し直したものである。平成11年６月９日の評議会で機関決定された「改革計画

（案）」は，「１ 改革の必要性」において「改革の概要（案）」（平成11年４月27日）「Ⅰ 改革の必要

性」の内容を４項目にわたって摘要し，「２ 改革の理念と基本方針」については「改革の概要（案）」

（平成11年４月27日）の「Ⅱ 改革の理念と基本方針」をほぼそのまま転載したものになっている。

以上のように，本学改革に係わる「改革の理念と基本方針」は，「上越教育大学改革構想」（平成10年９月

24日）と「改革の概要（案）」（平成11年４月27日）にその基本的内容が明記され，「改革計画（案）」とし

て５月26日に取りまとめられた。但し６年一貫制にかかわる新設２コースに係わる具体的内容と学部の発達支

援専修障害児教育コースはなお文部省との協議が６月８日に予定されており，その結果に基づいて，５月26日

の「改革計画（案）」を修正した「改革計画（案）」が６月９日の評議会で機関決定をみた。ここでは，修正

箇所についてなお若干の補足説明を加えておきたい。

先ず６年一貫制についてである。これは，「上越教育大学改革構想」（平成10年９月24日）にみられるよう

に，＜学校教育専修‐学校教育専攻＞と＜発達支援専修‐幼児教育専攻・障害児教育専攻＞について構想した

もので，本学の改革の柱を成すものであった。ところで，６年一貫制構想自体は，平成10年10月の教育職員養

成審議会第２次答申で，「教員養成分野において６年一貫の教員養成を行うことは，現時点では現実的ではな

いが，学部教育と大学院教育の６年一貫したカリキュラムの開発研究を進めていくことについては，意義があ
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る試みである」，と新たに付記されたものである。本学の改革案は，この答申の内容を更に進めて，制度改革

を構想したものであった。これに係わる文部省との意見交換及び協議は，既述したように，平成11年６月８日

まで，継続された。同日に文部省へ資料として用意した「改革の概要（案）」は，依然として，学部学校教育

専修－大学院学校教育専攻（学習臨床コース，発達臨床コース）と学部発達支援専修（幼児教育コース，障害

児教育コース）－大学院幼児教育専攻・障害児教育専攻について，６年一貫教育制案を採っていた。６月８日

の文部省との協議では，６年一貫には免許法に係わる法改正を伴うもので，確かに，６年一貫の制度改革につ

いて同意は得られなかったが，しかしながら，この結果は，６年一貫制案が全面否定されたのではなく，学部

学校教育専修と大学院学校教育専攻について，この両者をカリキュラムで継続する，という方向で合意を得た

ことを示しているのである。６月９日に評議会での機関決定をみた「改革計画（案）」は，この結果に基づく

ものである。そして，６月10日の文部省協議で，学部－大学院の学習臨床コースと発達臨床コースのカリキュ

ラムを検討した後に，改めて，学部－大学院の継続教育について再確認を得ることができた。この継続に係わ

る合意は，教育職員養成審議会第２次答申でいう「学部教育と大学院教育の６年一貫したカリキュラムの開発

研究」の段階を一歩進めたものである。

次に，学部の発達支援専修障害児教育コースについてである。これに関しても既述したが，学長と文部省と

の協議を含め，６月８日まで文部省と協議を重ねた。教育大学室もその実現に向けて大変な努力をいただいた

が，しかし，残念ながら，６月８日の協議で，附属養護学校または特殊学級を設置していないという現実の壁

を越えることができなかった。

なお，６月９日の「改革計画（案）」では，学部の教科・領域教育専修・専攻における言語系コースと社会

系コースの入学定員が記載されていない。その理由は，上述したように，学部の発達支援専修障害児教育コー

スの設置が実現できなかったことによる，その定員10人の再配分について関係講座の調整に委ねられたからで

ある。その最終案は，６月16日開催の第14回改革推進特別委員会で，言語系コース約25人，社会系コース15人

となった。

② 改革の理念と基本方針

　本学の改革は，第１に，教育に関する研究能力と実践的力量の両者を統合した教員を養成する，第２に，21

世紀の教育課題・改革に対応し得る教育実践プログラムと教育課程の開発研究能力を備えた，先端的なセンタ 

ーへ発展する，この２点を目指すものである。とりわけ，教育に関する研究能力と実践的力量の両者を統合し

た専門性を，本学の改革では，臨床的実践力，カリキュラム開発能力及び学校教育の課題解決能力として表現

している。そしてこのうちの臨床的実践力について，本学は，他に類を見ない改革を試みている。臨床的実践

力とは，学習者一人一人の学びと心の活動に臨んで，その仕組みを理解し，彼らの学習可能性と人格の形成を

支援し，更に適切な予防を講じることのできる専門的能力を意味しており，特に学習臨床コース，発達臨床コ 

ースではその臨床的実践力を養成する新たなカリキュラムも開発されている。

　改革の理念と基本方針の具体的内容につては，「改革計画（案）」（平成11年６月９日）を援用しながら以

下に示しておきたい。先ず，第１に，「改革の必要性」についてであるが，これは次の４点に整理されている。

①21世紀初等の教育改革を担いうる教員を養成し，教育実践の研究をリードする先端的なセンターの構築 ②

ヒューマニズムの理解をコアに据え，諸科学の成果と現代社会の諸課題を教材化し，子どもの行動と学習を支

援・指導できる実践的教員の養成③教科の専門性を多様な視点から教材化するカリキュラム開発能力と子ども

に対する高度な臨床的実践力をもつ現職教員の再教育④教育をめぐる緊急な諸課題を早急に解決し，社会の国際

化と情報化対応するための学校現場との共同研究の推進」。

　第２に，改革の理念と基本方針であるが，先ず「新たな時代に向けた教員養成システムの構築」を図る理念を

実現するために次の７点の基本方針を掲げている。①新たな知を有し，現代的な諸諸課題に立ち向かう質の
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「高い教員の養成，②実践的人間理解，教科の専門性，臨床的な教育実践力の三本柱を育成，③大学院修士課

程における教育実践研究の推進・強化，④教育現場からの提案・課題に関する附属学校等との共同研究の推

進， ⑤個人研究と共同研究を有機的に結合した研究機能の構築，⑥部・講座を横断した学際科目群による教

育シス

テムの構築，⑦社会の教育課題に迅速に対応できる教員養成プログラムの開発，である。

次に，改革によって期待される効果として，次に示すような「豊かな未来」としての個性的教員の養成を上

げている。すなわち，学部においては，人間理解に裏付けされた領域的・複合的な教科指導力と生徒指導力を

備えた初等教員と，臨床場面におけるカウンセリングと教科指導，更に一人ひとりの子どもがもつ固有の教育

ニーズを理解し，それを実現するための発達的・教育的支援を行うことのできる保育者・学校職員・家庭養育

者アドヴァイザーを養成する。そして大学院においては，教科の専門性を備えると同時に子どもの理解・指導

に関する臨床的な知識・技能を身につけ，個別・集団指導法を開発創造しカリキュラムを開発する力量を身に

つけた，今日最も求めらている教育現場の指導者を養成する。
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第三章 附 属 施 設 等

１ 附属図書館

附属図書館は，研究及び教育の活動に資するため，図書，雑誌，その他の資料を一元的に収集し，整理し，及び

保存して，本学の職員及び学生の利用に供することを目的として設置されているが，近年の図書館をとりまく環境

の変化は著しいものがある。コンピュータ及び通信機器などの技術の進歩，図書館資料の多様化，学術情報流通の

システムの高度化等々と少なくない。さらに，大学改革に基づくカリキュラムの変化に即応したサービスの提供も

求められている。

図書館が大学における情報提供の中心的機関として機能するためには刻々と変化する内外の状況を的確に把握し，

研究者・学生の要求に十分応え得るよう努力を続ける必要がある。

(1) 組織・運営等

① 運営委員会

ア 設置の趣旨（目的）

館長の諮問に応じ附属図書館の運営に関する重要事項を審議するために置かれている

イ 組織

附属図書館長，各部から選出された教授，助教授又は講師，その他委員会の推薦により学長が指名した教

授又は助教授若干名の16名で構成されている。

ウ 開催状況

平成11年度は３回開催し，次の事項について審議した。

第１回 平成10年度図書購入費決算，平0 成11年度大型コレクション収書計画

第２回 平成11年度図書購入予算

第３回 附属図書館の図書館活動の点検・評価，平成13年度以降の図書館資料購入費，図書の不用決定

及び廃棄基準

② 業務の概要

ア 選書及び収書

選書は基本学術研究図書，雑誌バックナンバー，シラバス掲載参考図書，学生リクエストを中心に選定し

た。さらに，寄贈資料として退職教官の故小松件進先生の遺族から275冊の寄贈受入をはじめ，個人，機関

から1,487冊を受け入れた。その結果，平成11年度の受入数は研究用図書も含め11,900冊で，全蔵書数は

252,652冊である。

本学の蔵書数を国立教育系大学に比較してみると，11大学のなかでも最も低い値であることから，引き続

き整備計画を立て資料収集をする必要がある。

イ 利用者へのサービス

平日開館(22時迄）,土曜日開館，日・祝日開館(教育実習期間及び期末試験期間)を合わせ，年間281日

の開館である。年間の入館者数は76,964人,学生1人当たり56.9回以上の利用である。また，地域における

学術情報拠点として公開・利用を進めていることから，卒業生・修了生のほか，地域の教員等の学外者利

用も多く年間の入館者数は1,916人である。

ウ 資料提供サービス

館外貸出冊数は前年度より2,428冊増の64,801冊であり,学生１人当たりの貸出36.8冊という数は他大学と

-113-



比較して依然トップクラスである。

エ 情報提供サービス

学内・学外の端末からインターネットを介して附属図書館のホームページから本学図書館の蔵書検索，利

用案内，電子シラバス，学術情報センター及び他大学図書館の所蔵検索が可能になっている。図書館のホー

ムページ全体へのアクセス件数は251,613件で,OPAC（本学所蔵目録）へのアクセス件数は33,586件である。

オ 図書館相互利用

学術情報センターのILL システム等による学外機関と連携した相互利用の受付は，文献複写が2,714件，

図書の現物貸出が442件である。受付件数の多さは，当館が他館に所蔵しない資料を所蔵していること，集

中管理により依頼された資料を館内で調達できる割合が高く，またそれが他大学のILL担当者に認識されて

いるためと解釈できる。

また，依頼は文献複写が2,96 件，図書の現物借り受け3 が582件である。依頼件数が多いことは，これが

学内者に対するサービスとして順調に機能している結果である反面，教員養成大学の性格から学生・教官の

求める資料の範囲が広く，資料整備が追いつかないためと思われる。

カ 利用者支援

図書館利用の基本的案内は，学部生・大学院生ともに全学オリエンテーションの一環として実施している

が，図書館サービスの多様化と新メディアに対応するためには，卒論・修論着手時期に合せて，きめ細かく

実施する必要がある。窓口では，利用指導のほかに，文献調査の相談，所在調査等の参考業務などの利用者

支援を行っている。

( 2 ) 自己点検・評価結果

附属図書館の管理運営及び利用者サービスの改善について，以下の項目について実現を図った。

の不足等により，図書館業務を支えるには，既に限界に達していた。平成12年２月からは，新図書館シス

テムNALIS（NTTデータ社製）を導入し，運用を開始した。これにより，上記問題点は全て解消され，特に

PSC（図書自動貸出装置）,OPACは飛躍的にレスポンスが向上し,利用者から好評を得ている。

　また，OSとしてWindowsNTを採用したことにより，各種データベースから抽出したデータを簡易に表計算

ソフト等で活用できるようになり，業務の電算化の拡大と効率化を図ることができる。更に，新たな図書

館機能（WWW上からの予約等）を有しており，今後利用者サービスの向上に資するものと期待される。

ウ 図書課職員W.G.の活動

図書課内に選書，電子図書館，修士論文，広報，増築のW.G を設置し，全職員が複数. のW.G.に所属し活
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動した。

イ　附属図書館電子計算機システムの更新

　　平成12年１月末をもって，図書館システムILIS/WR（富士通社製）の契約・運用が終了した。当該システ

　ムは４年前の導入であり，情報処理能力不足によるレスポンスの低下，新CAT/ILLの不適合，ディスク容量

ア　平成９年度附属図書館自己点検・評価に基づき，①図書館資料配架スペースの狭隘化に伴う増築計画の立

　案，② 文部省配当の新設整備費の図書購入費（第３次整備計画)終了に伴う図書整備計画の立案，の２項目

　について，附属図書館運営委員会の下に「将来計画検討部会」を設置し，平成10年度から２か年かけて検討

　することにした。①については，平成10年度に３回の部会を開催し検討を重ね部会報告を作成した。②につ

　いては，平成11年度に検討を開始したが，平成12年度の評議会等における学内予算配分方針の結果を見極め

　ながら，平成12年度に本格的に審議する予定である。

① 　増築及び図書整備の検討



② 利用者サービス

ア マルチメディア・コーナーの整備充実

ディスクトップ型パソコン10台，ノート型パソコン９台レーザープリンタ２台を設置して，利用者が自由

に情報検索ができるように務めているが，平成11年度は，新たにネットワーク対応データベースとしてEncy-

clopedia of Philosophy,Education,DNA(Digital News Archives for Library),電子ジャーナル

(Springer，A.M.S. ，英国物理学会，Science Direct(SD-21)を追加した。

また，今後情報検索用端末機の増設の必要性が見込まれることから，情報コンセントを３か所，電源コン

セントを２か所増設し，情報利用環境を整備した。セキュリティ管理及びメンテナンス省力化を高めながら，

快適な利用環境を整備するため，旧型のノート型パソコン９台をワープロ・表計算ソフトを装備した最新デ

スクトップ型パソコンに更新した。さらに情報リテラシー支援，電子シラバス閲覧対応機種として９台のパ

ソコンを増設した。これらにより，従前の情報検索だけに止まらず，図書館に居ながらにして検索情報をア

プリケーションソフトに取り入れ論文作成等ができる環境も整備し，利用者サービスの向上を図った。

イ 視聴覚コーナーの整備充実

平成４年度に３台のブースを設置し運用してきたが，所蔵資料も年々増加し，教育用ビデオ約150巻，語

学・教養ビデオ約350巻，映画・芸術・スポーツ関係のレーザディスク約250巻と充実してきている。

また，利用者も年々増加してきており，平成10年度に実施した「附属図書館の施設・整備に関するアンケ

ート」においても，当コーナーの充実を望む声が多かったことから，今後普及すると思われるDVDにも対応

した最新機器６台のブースを購入し，AV資料配架スペースにコーナーを移設することで利用者の利便性を高

め，整備・充実を図った。また，コーナー周辺の模様替えも併せて行った。（低書架，LD架の増設）

ウ 情報リテラシー教育の支援

教育支援として，大学院の授業科目「情報処理演習」の中で，新入生を対象に学術情報の活用を中心とし

た図書館の利用説明を実施している。また，利用者からの要求に対し随時，図書館利用ガイダンスを実施

した。（６回,72人）

エ 日曜日・祝日開館

平成10年度に試行で実施した普通教育実習期間及び期末試験期間の日曜日・祝日開館を平成11年度から本

実施することになり，中学校教育実習期間の5月30日(日)，前期期末試験期間の9月12日(日)，普通教育実習期

間の9月23日(秋分の日)，9月26日(日)，10月3日(日)，後期期末試験期間の2月6日(日)に休日開館を行った。

入館者数は，１日当たり50～100人程度であった。

オ 附属図書館ホームページの活用

附属図書館の総合案内窓口として，開館・休館の案内，施設利用案内，情報検索の手引き，利用統計，他

機関へのリンク等の情報を必要に応じて随時更新するとともに，図や表を用いて視覚的な使いやすさを考慮

し，積極的に利用者への情報提供に務めた。

カ 仮設シラバス閲覧コーナーの設置

平成11年度履修登録に伴い教務課からの要請で，附属図書館2階閲覧室にノート型パソコン12台，レーザー

プリンタ１台で構成する電子シラバス閲覧コーナを設置した。約１か月であったが，連日フル稼働状態で予想

を上回る利用があり，履修手続きを円滑に進める意味で貢献できたと考えられる。

２ 学校教育研究センター

(1) 運営委員会

① 設置の趣旨（目的）
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　　教育研究センターの運営に関する基本方針を審議する。

②　組織

　　学校教育研究センター長，教育実習委員会委員長，学校教育学部附属学校・園長，各部から選出された教官

　の計12名

③ 開催状況・主な審議内容

平成11年度は２回開催し，次の事項について審議した。

第１回 平成11年度研究計画・事業計画，運営経費予算

第２回 平成12年度研究計画・事業計画，平成11年度研究報告・事業報告

④ 研究・事業の概要（詳しくは，学校教育研究センター年報第15号に掲載）

ァ 研究関係

(ｱ) 各分野の研究プロジェクト

＜教育資料・交流分野＞

・学習者相互のコミュニケーション過程の分析に関する研究

・総合的な学習を支援するための視聴覚教材の開発とその利用に関する研究

・情報通信手段を用いた遠隔学習に関する研究

・教師による学校カウンセリングに関する研究

＜教育工学分野＞

・情報教育に関する実証的研究

・総合的な学習の時間における情報教育カリキュラムの開発

・障害児教育におけるコンピュータ等の利用に関する研究

＜実地教育分野＞

・中等数学の教育内容に関する研究

・「総合的な学習の時間」を目指したカリキュラム開発研究

－森との触れ合いを通した環境教育カリキュラムの構想－

(ｲ) 公募研究プロジェクト

・英文読解を支える構成要素に関する研究

・英語教育における方略の教授可能性に関する研究

(ｳ) 文部省科学研究費補助金による研究プロジェクト

・ＳＣＳとＩＳＤＮを組み合わせた多地点遠隔共同学習の開発とその有効性の検討

・逐語記録にもとづく質的な授業分析への量的手法の統合に関する研究

(ｴ) 文部省大学改革推進等経費（教員養成カリキュラムの改善等に関する研究・開発）

・教師の情報教育実践力養成に関するカリキュラム開発・研究

(ｵ) 上越教育大学研究プロジェクト

・教師の情報教育実践力を育成するカリキュラム開発と評価

・大学における情報教育基礎科目カリキュラムの開発と評価

イ 事業関係

(ｱ) 公募研究の推進

ａ「英文読解を支える構成要素に関する研究」

研究代表者 言語系教育講座教授 平野 絹枝

ｂ「英語教育における方略の教授可能性に関する研究」
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研究代表者 言語系教育講座助教授 北條 礼子

(ｲ) 学部・大学院教育改善のための事業の推進

ａ 授業ビデオテープライブラリーの整備充実

・現職教師の授業録画 ６本， ・当センター主催講演会等 ３本，

・ＳＣＳプロジェクト関係 16本

ｂ 授業記録電子ファイリングシステムの利用の推進

ｃ 学部・大学院生に対する施設・設備・機器利用の指導

ｄ 教員養成実地指導講義「教育機器の利用法」の実施

ｅ フレンドシップ事業の推進

(ｳ) 附属小・中学校との連携による情報教育の推進・支援

(ｴ) 公開講演会等の実施

ａ 公開講演会

期 日 平成11年12月14日（火）

演 題 「学習臨床研究と認知カウンセリング －実践に根ざした教育研究に向けて－」

講 師 東京大学教授 市川 伸一

受講者 62名

ｂ 客員研究員講演会

(a) 期 日 平成11年４月24日（土）

演 題 「森と環境問題」

講 師 長谷川 康雄 （前上越教育大学教授）

受講者 31名

(b) 期 日 平成11年４月24日（土）

演 題 「総合的な学習と情報教育」

講 師 永野 和男 （静岡大学情報学部教授）

受講者 31名

(c) 期 日 平成11年10月２日（土）

演 題 「生徒指導・教育相談と行動療法アプローチ」

講 師 神村 栄一 （新潟大学人文学部助教授）

受講者 32名

(d) 期 日 平成11年12月10日（金）

演 題 「情報教育カリキュラムの開発と授業実践」

講 師 永野 和男 （静岡大学情報学部教授）

受講者 25名

(e) 期 日 平成12年２月19日（土）

演 題 「教育相談・生徒指導活動における２つの適応」

講 師 神村 栄一 （新潟大学人文学部教授）

受講者 14名

ｃ 衛星通信を活用した研修講座

(a) 「情報教育基礎研修講座Ⅰ（小学校）」を受講して

期 日 平成11年７月７日（水），８日（木）
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メイン配信会場 国立教育会館学校教育研修所

受講者 ６名

(b) 「学校カウンセリング研修講座」を受講して

期 日 平成11年７月29日（木）

メイン配信会場 国立教育会館学校教育研修所

受講者 ８名

(c) 「情報教育基礎研修講座Ⅱ（中学校）」を受講して

期 日 平成11年８月18日（水），19日（木）

メイン配信会場 国立教育会館学校教育研修所

受講者 ２名

ｄ マルチメディアセミナー

期 日 平成12年１月22日（土）

内 容 「デジタルビデオで教材作成」

講 師 アップルコンピュータ 三木 功次

受講者 43名

(ｵ) 施設・設備の利用サービス

ａ 保管する機器，教材，資料の貸出，閲覧

ｂ 施設・設備の利用

・ビデオ機器関係・・・・編集，コピー，教材制作，メディア変換等

・コンピュータ関係・・・データ処理等

ｃ 公開講座，各種研究会，委員会及び会議等への施設・設備の利用

ｄ ＣＳ放送（放送大学）の視聴

(ｶ) 教育・研究関係資料の収集・整備充実

ａ 当センター発行の研究物との資料交換の推進

ｂ 授業研究及び教育情報処理関係図書・雑誌等の整備

(ｷ) 刊行物の発行

№53ａ センターニュース

ｂ 学校教育研究センター年報第15号（平成11年度版）

ｃ 1999要覧

ｄ 平成11年度客員研究員研究報告

ｅ 教育実践研究第10集

ｆ インターネットによる情報の公開(http://www.educ.juen.ac.jp/)
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（２）自己点検・評価結果

　 ①　学校教育研究センターの教育・管理運営の状況

　　ア　センター全体の運営の状況

　　　（ｱ）　組織

　　　　　　教授１名,助教授４名,講師１名,助手１名の７名

　　　（ｲ）　来館者数

　　　　　　6,050人（内訳　本学教官67,附属学校教官15,大学院学生1,345,学部学生4,056,現職教員165,その



他402）

(ｳ) 機器利用状況

総件数1,444件（内訳 パソコン1,132，ビデオカメラ109，ＶＴＲ114，ＯＨＰ66，他）

(ｴ）機器貸し出し状況

総件数 2件 （電源リールコード）

(ｵ) 東京大学教授の市川伸一氏を講師にむかえ，「学習臨床研究と認知カウンセリング－実践に根ざした教

育研究に向けて－」と題する公開講演会を実施した。

イ 教育資料・交流分野

(ｱ) 教育

学部：「基礎情報処理」，「教育実地研究Ⅱ（授業基礎研究）」，「教育工学」，「情報教育演習」，

「教育メディア論」，「教育メディア演習」，大学院：教育方法講座専門教育科目「教育工学演習」，

「教育実践研究方法論特講」，大学院生徒指導講座専門教育科目「心理療法特論」，連合大学院博士課程

専門科目「教育工学教育情報学特別研究」を担当した。

(ｲ) 研究

研究プロジェクトとして，「学習者相互のコミュニケーション過程の分析に関する研究」，「総合的な

学習を支援するための視聴覚教材の開発とその利用に関する研究」，「情報通信手段を用いた遠隔学習に

関する研究」，「教師による学校カウンセリングに関する研究」を進めた。また，公募研究として，「英

文読解を支える構成要素に関する研究」を支援した。

さらに，国立大学教育実践研究関連センター協議会共同研究プロジェクトである，「衛星通信（ＳＣ

Ｓ）を用いた授業改善に関する研究」を，研究開発担当幹事である南部が中心となって行った。

(ｳ) 事業

「教育相談室」において，周辺地域の児童・生徒，その保護者，及び教員に対して，教育相談のサービ

スを行った。また，全国の大学及び教育研究機関との資料交換業務によって提供された資料を，教育資料

閲覧室に整理保管し，その二次情報をデータベースに登録した。さらに，客員研究員である新潟大学人文

学部助教授神村栄一氏による講演会を２回開催した。

ウ 教育工学分野

(ｱ) 教育

学部教育に関しては，「体験学習A」，「教育実地研究Ⅱ」，「基礎情報処理」，「情報と学校教育」，

「教育情報学」，「情報教育演習」，「情報教育論」を担当した。大学院教育に関しては，教育方法講座

の専攻科目「教育情報学演習」，「実践場面分析演習」及び「課題研究」を担当した。また，連合大学院

博士課程の院生指導を担当した。

(ｲ) 研究

教育工学分野は３つの研究プロジェクトを計画・実施した（「情報教育に関する実証的研究」，「総合

的な学習の時間における情報教育カリキュラムの開発」「障害児教育におけるコンピュータ等の利用に関

する研究」）。また，文部省の大学改革推進経費の支援を受けて，学部・大学院の通じた情報教育の専門

性を高めるカリキュラムの開発と評価に取り組んだ（「教師の情報教育実践力育成に関するカリキュラム

の開発・研究」）。さらに大学の研究プロジェクトとして，大学院の情報教育カリキュラムの開発研究

（「教育現場の情報化に対応した教員の情報教育カリキュラムの開発と評価」）ならびに学部１年生に対

する必修の情報教育科目のカリキュラム開発研究（「大学における情報教育基礎科目カリキュラムの開発

と評価」）の２つのプロジェクトに参加した。
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(ｳ) 事業

・総合的な学習の時間における情報教育カリキュラムの開発の研究プロジェクトの一環として，客員研

究員（聖心女子大学教授）永野和男先生の講演会を開催した。

・附属小学校と協力して，体系的な情報教育の基礎となる情報教育環境の整備を行った。具体的には学

部生によるパソコンクラブの補助や，研究授業の指導者として協力と指導を行った。

エ 実地教育分野

(ｱ) 教育

教育実習の１年次観察・参加の事前・事後指導，２年次幼稚園実習の事前指導，３年次普通実習の事前

・事後指導，４年次中学校実習の事前・事後指導を担当した。さらに，「教育実地研究Ⅱ」「体験学習

Ａ」，「情報教育演習」，「教育情報学」を担当した。

(ｲ) 研究

当分野としては，「中等数学の教育内容に関する研究」，「総合的な学習の時間を目指したカリキュラ

ム開発研究－森との触れ合いを通した環境教育カリキュラムの構想－」の２つの研究プロジェクトを進め

た。

(ｳ) 事業

教育実習の充実と円滑な運営を図るため，次のことに努めた。

・教育実習期間中，受け入れ校を巡回し校長や受け入れ主任との情報交換に努め，必要に応じて学生指

導を行った。

・教育実習事前・事後指導に小・中学校の実地指導講師を依頼し，その充実に努めた。

・総合的な学習のカリキュラム開発研究の一環として，客員研究員（本学前教授）長谷川康雄氏の講演

会を開催した。

・上越市，中頸城郡，新井市の校長会代表と教育実習委員会との連絡会を年２回開催し，教育実習の評

価に基づく改善課題，教育実習期間延長問題等に関する協議を行った。特に平成14年度からの教育実

習期間延長については，ほぼ合意を得る段階に達した。

・総合的な学習を目指した現職教員の研修会を年間８回開催した。

② 学校教育研究センターの活性化・充実のためのこれまでの取組

大学の改革に伴いセンターの全教官が大学院担当者として認められた。

ア 教育資料・交流分野での取組

(ｱ) 「教育相談室」を開設し，周辺地域の児童・生徒，その保護者，及び教員に対して，教育活動への支援

を行った。

(ｲ) 国立教育会館が主催する衛星通信を用いた教員研修事業「情報教育基礎研修講座Ⅰ（小学校）」，「学

校カウンセリング研修講座」，「情報教育基礎研修講座Ⅱ（中学校）」に参加し，本学大学院・学部学生

及び近隣の学校現場の教師を対象とした研修講座を開催した。

(ｳ) 本学学部学生・大学院生の視聴覚教育機器の操作技術及び教材制作技術の習得を図るために，教員養成

実地指導特別講義「教育機器の利用法」を，４回にわたり開催した。講師は，上越地域の校長・教頭・教

諭及び上越視聴覚教育協議会の視聴覚教育主事の方をお願いした。受講者は，110人で，上越視聴覚教育

協議会から，「16ミリ発声映写機操作技術認定証」が全員に交付された。

イ 教育工学分野での取組

　大学改革に伴うカリキュラム開発において情報教育分野の設立に大きく寄与した。そして，新コースの情

報教育分野のスタッフとして教育に積極的に参画することになった。カリキュラムを具体化するために文部

省及び学内の研究予算を獲得し２つの研究プロジェクトを立ち上げた。大学の公開講座として６つの講座を
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開き，学校教育研究センターに情報教育の方法論と教材を蓄積した。マルチメディアセミナーを開催し，小

学生，学部生，大学院生，大学教官，現職教員など広い層の参加者を得た。

ウ 実地教育分野での取組

(ｱ) フレンドシップ事業委員会の下，事務局として市町村学校・社会教育活動にボランティアとして参加す

る学生をコーディーネートし，延べ385名の学生を派遣した。

(ｲ) 「学びのひろば オン キャンパス」，フレンドシップ事業シンポジウムの実現のために，学生組織を確

立し，事務局，実行委員会での企画，準備，運営に関する指導に当たった。

(ｳ) 教職現場の教員を対象とした総合的学習に関する体験研修をはじめて企画し，展開した。大学としては

学術的成果を体験研修を通して提供しつつ，現職教員にはそれを総合的学習としてどう生かせるかについ

て検討していただいた。

③ 大学の理念・目的に沿った学校教育研究センターセンターの目的(機能)の見直し・将来構想

現在全学的な見地から学校教育研究センターの改革構想が進められているが，特に次のような改革が必要で

あると考える。

ア 分野の新設

(ｱ) いじめや不登校，非行，校内暴力等の問題行動，及びそれらに対する教育相談・カウンセリングという

教育臨床課題に関する実践研究を推進する分野（仮称「教育臨床研究分野」）を新設することが強く望ま

れる。また，教育相談・カウンセリングの実践教育を行うために，相談室等の拡充が必要である。まずは

重点的にこの分野の新設にむけて取り組む必要がある。

(ｲ) その他改革構想案においては，国際理解研究部門，生涯学習研究部門などの新分野（部門）の構想があ

るが，全学の中でのセンターの位置付けや実際の運営組織面等を考慮しながら，さらに検討する必要があ

ると考える。

イ 既存分野の見直し

(ｱ) 既存の３分野も，近年の学校，教育，社会をめぐる変化に対応し，これまでの実績を踏まえながら，さ

らに研究活動を充実させる必要がある。これについては，分野名の変更も含め検討している（「教育情報

環境開発分野」，「教育工学・情報教育研究分野」，「教師教育分野」）。

３ 保健管理センター

(1) 運営委員会

① 活動方針

保健管理センターは，本学における保健管理に関する専門的業務を行い，学生及び職員の心身の健康の保持

及び増進を図ることを目的としており，保健管理センター所長，学生委員会委員長，各部から選出された教官，

事務局長，教務部長の計11人で構成している。

当センターの運営は，保健管理センター運営委員会の議を経て，所長が管理・運営に当たっている。

平成11年度においては，開催が１回で平成12年３月８日（水）で，平成12年度学生・職員の健康診断計画に

ついて審議した。

業務については，定期健康診断を中心に，日常的には，内科・外科的にできる範囲で応急措置を行い，希望

する学生には精神衛生相談を行っている。平成11年度の活動方針としては，学生及び職員の健康管理を重点に

定期健康診断を行うとともに，研究のため特別健康診断として前年度同様，学部１年次学生全員に心電図検査

を，学部４年次学生全員に保健教育・保健指導を兼ねて，心電図検査・血液生化学検査及び血液検査を実施し

た。

-121-



② 活動の概要

ア 業務の概要

学生の定期健康診断は，新学期開始と同時に実施し，検査の時間帯については，授業時間との関係から昼

食時の休憩時間が利用できるよう配慮し，学生の所属する専修・コース等別に実施した。健診については，

学生各自が記入した健康調査票を参考にして問診を行うとともに，聴打診などによる内科健診を全員に実施

した。その他，眼科及び耳鼻咽喉科のスクリーニング健診を実施し，異常所見者及び希望者については，眼

科及び耳鼻咽喉科の専門医である各学校医により精密健診を実施した。胸部Ｘ線検査については，上越地域

総合健康管理センターの検診車による間接撮影を行い，検診担当医が診断した。

定期健康診断の受診状況は極めて良好といえよう。学校医等の専門医による健診の結果，受診者中におけ

る有所見者は42人（4.0％） であり，これらのうち，要治療者は３人（0.3％），要精密検査者は15人（1.3

％）であった。

精神衛生に関しては，新入生に対し，ＵＰＩ（University Personality Inventory,大学生精神健康調査）

の調査による所見の多かった者について，面接・相談を行った。

イ 研究の概要

教養基礎科目の体育実技科目として，学部１年次学生にスキー実習を，学部２年次学生に水泳実習を課し

ているが，当該実習中及び課外活動中の健康管理の観点から，学部１年次学生全員に心電図検査を実施し，

事故発生の防止に努力している。

また，学部４年次学生全員に対し生活習慣病予防の保健教育・保健指導を兼ねて，心電図検査及び血液生

化学（ＧＯＴ・ＧＰＴ・γーＧＴＰ・血液脂質），血液検査を実施し，有所見者には所見に応じて事後措置

を行った。

ウ 利用状況

保健管理センターの利用については，職員の勤務時間内において，常に対応できるようにしている。精神

衛生相談は学生からの申し込みがあった時点で，担当者に引き継いでいる。利用者総数は，1,343人（学生

1,034人，職員309人）であった。

エ エイズ講演会の開催

学生及び職員を対象として，平成11年12月１日（水）に「エイズの臨床例を中心に」と題したエイズ講演

会を実施した。講師は県立中央病院内科部長である小林理先生にお願いした。講演は病院での臨床例を中心

に身近な問題として考えさせられる内容であった。

(2) 自己点検・評価

① 大学の理念・目的に沿ったセンターの目的（機能）の見直し・将来構想

学生及び職員の心身の健康の保持・増進を図るため当センターを設置している。

当センターでは，心身の健康状態を客観的に把握し，指導・助言を行うため，定期健康診断をはじめ，専門

　の職員による健康相談若しくは精神衛生相談を実施するとともに，種々の疾病やケガに対して応急措置を講　

じている。また，隔年で年報を刊行し本学の健康調査についての情報を提供している。

　今後は，電子カルテ等の作成により，健康情報のデータベース化を図り自動発行機による健康調査書等の　

証明書を作成できるシステムを構築できればと考えられる。

　　なお，精神衛生相談の件数も年々増加傾向にあり学内措置では限界がきているため，専任の臨床心理士を　

配置し，これからも保健管理センターを益々充実させていきたいものである。

②　センターの教育研究・管理運営の状況

　ア　学生定期健康診断の受診率は，91.4％で前年度同様極めて良好である。また，職員については，59.0％で
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前年度より受診率が高かった。学生に比べ職員の受診率が低いのは，人間ドック受診者（41.0％）が多い

　ためと思われる。

　保健管理センターの利用状況については，疾病・外傷の応急措置の利用は，前年度と比べ殆ど変わりな

　く，精神衛生相談については，前年度より相談者が少なかった。これは，今年度の学生が比較的落ち着い

　ていたのではないかと思われる。

イ 今後とも学生及び職員の健康管理に関する認識の向上に努めなければならない。相談利用者数は昨年より

減少傾向にある。しかし学内辞令でお願いしていたカウンセラー担当教官が３名転出し，そのため現在の担

当教官の負担を考慮し今後の精神衛生相談の一層の充実を図るためにも専任の臨床心理士の配置を要望した

い。

今後，更にセンターの活性化を図るとともに学生及び職員の健康管理に万全を期す必要がある。

③ センターの活性化・充実のためのこれまでの取組

これまで，毎年『エイズ』に関する講演会を開催し学生及び職員に対しエイズ予防のためと普及・啓発に努

めてきた。

また，学内措置ではあるが本学の教官にお願いして精神衛生相談を行っている。なお，新入生からUPI調査

を行い所見の多かった学生に対しカウンセリングを行い多大なる成果を収めてきた。今後は，専任の臨床心理

士を配置し，より一層の充実を図りたい。

保健管理センター年報を発行し，学内外に対し保健管理センターの活動について報告する一方，保健管理セ

ンターのしおりを作成し，学内者へ対し保健管理センターのＰＲ活動も展開している。

また，平成11年度は結核予防に関する公報活動も行っている。

今後も，学生及び職員に対し，心身の健康に関する内科的及び外科的応急措置をとるとともに精神衛生相談

にも一層の努力をしていくものである。

４ 情報処理センター

(1) 運営委員会

① 設置の趣旨（目的）

情報処理センターは，学内共同利用施設として，本学の学術研究及び情報処理教育に資するほか，学内の情

報処理の推進を図ることを目的として設置された。

② 運営組織

情報処理センター長，各部から選出された教授又は助教授１名，その他学長が指名したもの若干名で構成さ

れている。

③ 開催状況

平成10年度に続き，委員会をマンスリーに開催し，第33回から42回まで通算10回開催した。

④ 主な審議内容及び審議結果

ア 平成13年度の概算要求について

第41回委員会において，平成13年度の概算要求についての議論が行われ，昨年度から要求している総合情

報処理センターを設置するための要求活動を引き続き行うことを決定した。

イ 各専門部会について
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ウ その他

上記のほか，予算，センターの運営に必要な事項の審議等が行われた。

(2) 自己点検・評価結果

① 大学の理念・目的に沿ったセンターの目的（機能）の見直し・将来構想

近年の情報通信技術の発展に伴った情報化は目覚ましいものがあり，それに対応できる教員の養成は急務と

考えられる。現在の情報処理センターの活動目的は，大きくは

(1) 全国と全学の間のコミュニケーション機能の提供

(2) 単独の研究室等では導入が困難な特殊な処理システムの提供

(3) 情報教育の場の提供

(4) 情報処理端末の提供

であるが，情報化が進む今日更なる情報処理教育の拡大，拡充が必要であろう。

平成10年10月，本センターは情報処理システムを更新した。この更新により，従来構想してきたマルチメデ

ィアを一部実現するとともに，学校教育研究センター，附属小・中学校等の飛び地の通信問題を解決した。ま

だ実現されていない事柄もあるので，実現に向けて更なる予算獲得や解決の模索が必要と思われる。

また，平成11年度概算要求から，総合情報処理センターの新設を要求している。総合情報処理センター化す

ることにより，情報教育の場の提供だけでなく情報教育の実施にも参画して全学の情報処理教育を更に充実さ

せるとともに，新潟県上越地方を中心とする北信越地区の学校教育現場へのネットワークを通じての支援体制

を展開することを模索している。

② センターの教育研究・管理運営の状況

ア 教育

平成８年７月24日の教授会・研究科委員会の決定を受けて，平成９年度以降，本センター運営委員会の中に

情報教育科目専門部会を設置し，学部教養科目の中の情報科目群「基礎情報処理」と大学院共通科目の中の

「情報処理演習」「マルチメディア特論」「認知科学特論」の授業を実施してきた。特に，「基礎情報処理」

は，講義（１単位）をセンタースタッフが担当し，演習（１単位）を各コースから選出された教官が担当する

形式で実施された。演習内容は各コースの担当者に一任したのでコースごとにバラエティーのあるものとなっ

たが，電源のオンオフ操作，E-mailの送受信，ネットサーフ等は共通に実施されてきた。ワープロソフトや表

計算ソフトの操作やホームページの作成公表を指導したコースもある。芸術系のコースでは作画や作曲ソフト

も体験させた。

平成12年度入学生から学部および大学院の履修規定が大幅に改正された。これに伴い，大学院における情報

教育は本センター運営委員会の責務から外された。学部においては，相互コミュニケーション科目群・情報の

中の「教育情報演習」（１年４単位必修）と「情報科学概論」（２年２単位必修）が本センター運営委員会が

責任を持つべき授業科目とされ，学校教育系の４教官，生活・健康系の２教官，自然系の１教官からなる専従

担当者が決定された。これを受けて，本センター運営委員会の情報教育科目専門部会を平成11年度限りで廃止

することを決定し，新たに相互コミュニケーション科目群・情報専従担当者からなる情報教育のための専門部

会を設置した。同専門部会の手により平成12年度から相互コミュニケーション科目群・情報の中の「教育情報

演習」が円滑に立ち上がるよう準備が進められている。情報教育のための専門部会委員は，情報処理センター
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イ 研究



将来の情報処理センターが持つべき機能についての検討を行うために，「新キャンパス情報システム構築」，

「VODとWEBの連結による教材開発システム」及び「CATVのインターネット接続実験」の研究を平成９年度から

継続している。「新キャンパス情報システム構築」は，本学の分散情報処理システムJUEN System上で，情報

の伝達及び意思決定をスムーズに行うことが可能なグループウェアシステムの構築を目指しており，その成果

の一部は平成10年度に導入された現システムに活かされている。「VODとWEBの連結による教材開発システム」

は幾つか実用化されているVODシステムについて評価研究を行い，その成果の一部も平成10年度に導入された

現システムに活かされている。「CATVのインターネット接続実験」は，平成10年度に導入された現システムの

インフラとしてCATV網を利用することを目指した研究であり，その成果の一部は平成10年度に導入された現シ

ステムにおいて実用化され，長年懸案であった飛び地の西城・本城キャンパスとの間の高速通信体制を確保す

ることに大きく貢献した。更に上越CATV情報ハイウエイ実験協議会に参加し本学の所有する各種情報資源を地

元の新潟県上越地域に広く還元する方式を検討している。

これらのテーマは平成14年度に予定されている次期システム導入時に向けて更なる研究が現在も継続されて

いる。

ウ 管理運営

前年度が新しいシステムの導入に全力を挙げた年であったのに対して，本年度は新システムによる教育・

研究支援を充実させること及びセキュリティの向上を図ることに努力した１年となった。２年任期の情報処

理センター運営委員会のメンバーが刷新されたのを機に，情報教育専門部会を除く従前から設置されていた

総ての専門部会を廃止するとともに，新たに次期システム導入に関する専門部会，センターの総合化に関す

る専門部会および情報教育のための専門部会の３つの専門部会を設置し，総ての本センター運営委員会委員

はいずれかの専門部会に所属して活動することとした。情報教育専門部会も新しい教育課程が実施される平成

12年度以降は廃止とした。

次期システム専門部会は，前年度導入された現システムの問題点等を洗い出し，平成14年度に導入が予定

される次期システムはどうあるべきかについて検討を行うことを任務として設置された。現システムは４年

間のレンタル契約で導入されているが，次期システムからは全体金額は同じで５年間のレンタル契約にする

ことが当局から求められているため，本専門部会の任務は極めて重要である。コンピュータ関連の技術革新

は凄まじい勢いなので，従来の４年間契約の場合でも，導入して４年後でも現場の大学教育・研究の支援シ

ステムとして意味のあるものを実際に導入される２年以上も前から検討しなければならなかったが，今後

は，導入後５年間陳腐化しないものの導入を計る必要が生じたからである。また，総額を変えずにレンタル

契約年数を延長することは，実質20％の予算減額措置となるので，現システムが実施しているサービスの内

容を20％削減する必要が生じている。このため，現システムのサービス内容を検討して，どのサービスを縮

小・廃止するべきかについて慎重な議論を行うことも本専門部会の重要な任務である。この様な議論には全

学的な総意が反映されていなくてはならないとの判断から，本運営委員会メンバー以外に広く学内から追加

の専門部会委員を募った。追加の委員を加えての本専門部会の本格的な活動は来年度になってからである。

センターの総合化に関する専門部会は，次期システムの更新といった次元より更に長期の視野で本セン

ターのあり方を検討することを目的として設置された。前年度の本センター運営委員会が本センターの総合

情報処理センターへの改組の概算要求活動を開始することを決めたことを受けて，近い将来に総合情報処理

センター化を実現するために必要な方策を探り，有効と思われる方策を実施することが本専門部会の大きな任

務である。本年は取りあえず既存の総合情報処理センターが設置されている大学，設置年次等の調査を行っ

た。今後，これらの総合情報処理センターが設置された経緯等を調査し，本学に総合情報処理センターを設

置させるのに有効な方策を探るとともに，将来の本学総合情報処理センターのあるべき姿を検討していく必
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要がある。

情報教育のための専門部会は，平成12年度からの履修規程改正に対応して，学部の相互コミュニケーショ

ン科目群・情報を実施することを当面の目的とするとともに，将来，本学に総合情報処理センターが設置さ

れた暁には，総合情報処理センターの情報処理教育部門のコアメンバーとなることを目的としている。この

ため，本情報処理センター運営委員会メンバー外の相互コミュニケーション科目群・情報専従担当者も全て

含んで構成されることが望ましい。本専門部会が平成12年度から担当する学部の相互コミュニケーション科

目群・情報の授業科目はいずれも必修科目であり，全学の学生全員に学校教員として必須の情報リテラシ－

を身に付けさせるための全く同じ内容の講義・演習を施すことになっている。本年度はその準備の期間とし

て活動した。

セキュリティの向上にあたっては予算執行計画を一部変更し，ファイアーウォールのためのマシン及びソ

フトウェアのバージョンアップを図ったが財政上の制約もあり抜本的な対策には至っていない。

③ センターの活性化・充実のためのこれまでの取組

本センターは，平成９年度来，管理運営体制を見直して，利用時間の延長，質問受け付けコーナーの設置，マ

ンスリーレポートの作成等，利用者への支援体制の整備を進めてきた。更に，昨年度の現システム稼動にあたっ

て，教育情報訓練室の機能を大幅に向上させるとともに，新たに自宅等からでもネットワークに接続して研究・

教育等が行えるダイアルアップ接続サービスと個人がホームページを開設できるホームページ開設サービスを開

始した。また，飛び地であるために通信速度に限界があった西城・本城キャンパスへの光ケーブルによる高速通

信体制を確保して，同地区の教職員・学生生徒の教育・研究支援に大いに貢献した。

今後とも，本センターとしては，センターの活性化・充実のため，より良い環境作りに務めたいと考えている

が，より積極的に活性化・充実させることを目的として，本学に総合情報処理センターを設置するための概算要

求活動を平成10年度から開始した。総合情報処理センター化により，本センターの機能およびサービスをより高

度化して学内の研究・教育支援に資するだけでなく，学内の図書館や諸センター，研究室等に蓄積されている知

識・技術を学校教育現場を中心とする地域社会に広く還元するとともに，学内の全学学生を対象とする情報教育

を施す機関となることを目指している。この目標をより明確にし，かつ，早急に実現化するために，平成11年度

から，本センター運営委員会内に次期システム導入に関する専門部会，センターの総合化に関する専門部会およ

び情報教育のための専門部会の３つの専門部会を設置し，本センターの活性化・充実を計る活動の積極的展開を

開始した。

５ 附属実技教育研究指導センター

(1) 運営委員会

① 設置の趣旨（目的）

生涯にわたる人間教育の基礎を培う初等教育教員には，各教科・領域の専門的知識は勿論，すべての教科・

領域に関わる優れた実践的指導力が要請されているが，特に，実技を伴う音楽・美術・体育・外国語及び書写

書道の分野では，それらの実技指導能力の向上が求められている。このような社会的要請に応えるために，実

技センターは，音楽・美術・体育・外国語及び書写書道の各分野に係る教育研究及び指導技術の開発を行い，

併せて，それらの成果を具体的に教育運営に生かす実践的指導能力を身につける場と機会を，学生たちに提供

することを目的として，設置された。

また，センター長の諮問に応じ，センターの管理運営の基本方針に関する事項等を審議するために，運営委

員会が設けられている。

② 組織
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実技センターの教員構成は，併任のセンター長の他に，８名の教官（音楽教育分野２名，美術教育分野２名，

体育教育分野２名，言語系教育分野２名）が配置されている。

運営委員会の組織は，センター長及び音楽教育分野，美術教育分野，体育教育分野，言語系教育分野のうち

外国語教育分野，国語教育（書写）の領域から各１名ずつ並びに学長指名委員として４名の委員，合計10名の

委員で構成されている。

③ 開催状況

平成11年度の運営委員会は，平成11年７月14日（水）に第１回，平成12年３月７日（火）に第２回を開催した。

④ 主な審議内容

運営委員会の審議事項は，センターの管理運営の基本方針に関する事項，実技教育の在り方の研究・具体的

指導技術の開発に関する事項，実技教育の企画・運営に関する事項及び学生の実技指導に関する事項とされて

いる。

平成11年度の審議事項の内容は，第１回委員会は，平成11年度センター運営予算及びセンターセミナー実施

計画，第２回委員会は，平成11年度自己点検・評価の各事項について審議された。

⑤ 審議結果により実施した主な事項

平成11年度のセンターセミナーは，予算の都合により１回のみ開催された。

また，各分野毎に実施した活動の内容は，後記のとおりである。

(2) 自己点検・評価

① 大学の理念・目的に沿ったセンターの目的（機能）の見直し・将来構想

従来通り，学生の実技能力の向上とともに，実技指導能力の向上にも，より一層の努力が必要である。

また，実技センターに係わる施設設備及びセミナーを地域にも開放し，生涯学習を支援できるようなシステム

を構築していくことも考えられる。

② センターの教育研究・管理運営の状況

各分野において，施設設備の改善に努力しているが，学生がより使いやすく，より効果の期待できるような

充実，更新が求められている。また，今年度はセンター関連の教官の多くが教育課程改善のためのワーキング

グループに加わり，表現・コミュニケーション等の科目の開設に携わった。

なお，平成11年度の各分野の具体的活動の概要は以下のとおりである。

＜音楽教育の分野＞

ア 初等教員養成のための音楽技能の育成を目指して，音楽Ａ・音楽Ｂ関係教官との密接な連携のもと，音

楽技能の指導を行った。

イ 教員採用試験受験者のための音楽実技（ピアノ，リコーダー，弾き歌い）の指導を行った。

ウ ピアノとソルフェージュの認定を行って，学生の技能力の育成と，音楽的理解力の向上を図った。

エ ピアノ技能の著しく劣る学生を対象に特別指導を行った。

オ 創作音楽劇公演，卒業演奏会，修了演奏会等，音楽技能研究成果の発表会を開催した。

カ ７人の教官で小委員会を設け，平成12年度開始のブリッジ科目「音楽」の授業計画を立案した。

＜美術教育の分野＞

ア 前年度に行った「図画工作Ａ」等のセンター関連授業及びセンター課題の内容を検討し，本年度の計画

を立案し実施した。

イ 各領域のセンター課題は，以下の内容で指導し認定を行った。
　　【絵画関係】風景水彩画又は手を入れた自画像水彩画
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【彫塑・工芸関係】切り込みと折りによる立体造形（ケント紙）

ウ 管理運営面については，これまで実施したプロジェクト研究により，自学自習システムの確立を図るこ

とができたため，授業等も含めスムーズに行うことができた。

・今後の取り組みとして，表現の行為から生まれる方法とは何かという問いを展開していく造形活動を行っ

ていく。また，領域による活動と総合領域的な共同活動についても考えていく。

＜体育教育の分野＞

学部４年次生及び大学院２年次生を対象に，教員採用試験で実施される実技種目を中心にして，器械運動，

バスケットボール，陸上運動，水泳の４種目に関する実技指導を６月下旬から７月上旬の期間において，以下

の内容で実施した。

ア 器械運動については，マット運動，鉄棒，跳び箱の指導をトレーニング室等で実施し，希望者には個別

指導を行った。

イ 陸上運動は，障害走の指導を陸上競技場及び体育館で実施した。

ウ 水泳は，クロール，背泳ぎ，平泳ぎ，バタフライの４泳法の習得を中心として学内プールにおいて実施

した。また，泳力に応じて随時個別指導を行った。

オ ボール運動は，バスケットボールの指導を体育館で実施した。また能力に応じて個別指導を行った。

この他に，器械運動実技，野外実習等の関連授業において，なわとび，一輪車，スキー，ダンス，インラ

インスケート等の自学自習のためのガイダンス及び実技指導を随時行った。

・ 実技教育研究指導センターセミナーとして，２月19日に金谷山スキー場において，一本杖スキー術の講

習会を実施した。

・ 体育館等での実技指導において，マルチメディアを活用した指導を行うための教材作成を行った。

＜言語系教育の分野（外国語）＞

ア 学部学生の英語によるコミュニケーション能力の育成のため，様々な教材を用いて授業を行った。特に

英語による理解を深めるため，また，リスニング能力を育成するため，すでに設置されているマルチメデ

ィア語学学習システムの活用を一層図った。

また，大学院では英語科教育関連の授業において教材作成の実習をするため，マルチメディア教室のコ

ンピュータシステムを活用した。特にデジタル化した静止画や動画を含むマルチメディア作品を制作し，

他の国々の学校と交換することによって，国際間の文化交流を積極的に行った。

イ すでに設置された反応分析装置などの周辺機器をより一層活用しながら，新たに静止画や動画をデジタ

ル化できる装置を導入することにより，マルチメディア語学学習室の機能の拡充を図った。

ウ 「海外教育（特別）研究」の事前指導として，外国人教師による英語会話の指導を行った。

エ 本学情報処理センターのＪＵＥＮシステムの支援を受けて，学部の外国語の授業（コミュニケーション

英語）において，インターネットによる英語のメッセージの発信・受信をより積極的に行った。

オ 外国語科では今年度初めてＴＡ（ティーチング・アシスタント）の採用認可があり，一部の学部外国語

授業の準備や展開を効率的に行えるようになった。マルチメディア室に設置されているコンピュータやＬ

Ｌ装置を使うには，その準備や後片付けだけでも時間を要するが，ＴＡの任用によって，授業が非常に円

滑に行うことができた。

＜言語系教育の分野（書写書道）＞

ア 基本的用筆の習熟徹底を図り，教師としての基礎的実技能力の伸長をはかった。

イ 「国語（書写を含む）」「書写書道Ⅰ」においては，楷書（ひらがな）実技を，「書写書道Ⅱ」におい 
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ては，行書（ひらがな）実技を中心に向上をはかった。



ウ 「書写書道Ⅲ」においては，書写の背景となる篆書など各書体の表現及び実用表現などを学ぶことによ

り，言語事項としてだけでなく，子どもたちに直に接する教師としての表現能力を高めることを意図した。

エ 教材提示装置・ＯＨＰ・ＶＴＲ等の視聴覚機器類を使用することで，実技の効果的提示を行ってきたが，

さらにデジタルカメラ等を利用することで，学習者の実態を全体にフィードバックする方法なども取り入

れつつある。今後さらに研究を続けていきたい点である。なお，この実施にあたっては，ティーチング・

アシスタントによる補助が有効に機能した。

オ 以前より課題としてあげられている問題点，すなわち講義棟202教室の場合，他の授業が前後に入ると

準備・後かたづけの時間に時間が取れないこと，準備室への出入口が教室側にしかないため他の授業があ

ると準備に使えないこと，学生の自習のために同教室が使いにくいなどの点を，本年度も解決できなかっ

た。特に三点目は学生らの学習意欲ともつながる問題であり，今後続けて検討すべき点である。

③ センターの活性化・充実のためのこれまでの取組

教員採用が年々厳しくなっていく状況で，各分野において教員採用試験受験者の実技能力を高めるため，各

教育委員会の実技試験内容に応じた指導を行った。その結果，本学学生の教員採用に結びつく結果が得られた。

また，附属施設のうち，ホームページを開設していないのは実技センターだけである。センター活動が学内外

に見えにくい状況にあると思われるので，ホームページを開設し，教員採用の特別指導やセミナー開講等の活

動を広報していくことで，センターの活性化に結びつける必要がある。その他に実技センターの活動に対する

客観的な学生評価の導入も考えられる。

６ 附属障害児教育実践センター

(1) 運営委員会

① 設置の趣旨（目的）及び組織

障害児教育実践センター運営委員会は，センター運営にかかわる事項を審議する目的で設置されたものであ

る。その主な内容は，管理運営の方針，教育実践の企画及び運営，教育実践の研究等である。この目的を達成

するために，障害児教育講座を中心として，全教育研究部から選出された教授又は助教授で組織されている。

② 開催状況

平成11年度の運営委員会は，７月６日（火）に第１回目が開催された。第２回目は，３月上旬に開催予定で

あったが，委員の日程調整がつかず，委員会開催を中止し，書面審議に切り替えた。

③ 主な審議内容

第１回目の議題は，平成10年度の事業・決算報告と平成11年度の事業である教育相談・指導，センターセミ

ナー等の実施計画と予算及び障害児教育実践センター紀要編集についてである。又，平成12年度歳出概算要求

等について報告された。

平成12年３月の書面審議は，自己点検・評価についてである。

④ 審議結果により実施した主な事項

地域の障害をもつ幼児・児童・生徒の教育相談・指導は継続して行っている。センターセミナーは３回開催

された。又，センター内での臨床関係の授業も継続して行っている。上越市及び近隣の教育・福祉関係事業に

対する指導・助言を年間を通して行っている。センターの施設を利用して各種研究会も数多く開催された。

(2) 自己点検・評価結果

① センターの目的（機能）
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障害児教育実践センターは，障害児教育における教育臨床や教材開発を通じて，院生の実践的指導力の育成





月１回 上越言語治療教育研究会 参加者 約15名

３月４日 上越自立活動研究会 参加者 約50名

月１回 上越障害者の休日を充実させる会 参加者 約15名

ウ 研究活動

(ｱ) センター紀要の編集について

第１回目の障害児教育実践センター運営委員会の終了後，センター紀要編集委員会が開催され，紀要の

内容改訂について検討された。センターは実践的な活動を主体とする性格上，より実践的で現場に直結し

た内容を盛り込む必要性があるため，紀要の掲載内容を拡充する方向で編集することが決定された。具体

的な内容としては，原著論文，実践報告，特集，地域における情報の掲載，センターセミナー報告，セン

ターの活動・事業報告等である。

(ｲ) 研究発表

第22回日本教育大学協会全国特殊教育部門合同研究集会が，平成11年６月11日，12日の両日，東京学芸

大学附属養護学校で開催された。本集会のテーマは「21世紀に向けた障害児教育：生涯にわたる支援のあ

り方」であり，その中の分科会「付属施設・センターの機能と支援」において，本センターの村中智彦助

手が，「地域支援を念頭においた障害児教育実践センターの機能とその役割：現状と今後の展望」という

題目で発表した。

エ 地域支援活動

新潟県公立学校教員や上越市保育所保母を研修生として受け入れ，１年間指導が行われた。さらに，平成

11年度は新井市障害児通園事業「ひばり園」の事業システムサポートに関わる講師として，センターの教官
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(ｲ) 教育臨床

教育臨床の授業は，基礎演習，診断法演習，心理学実験，総合診断法演習等がセンターで行われている。

又，教官や院生の教育相談・指導の活動については論文にまとめられ，センター紀要等に報告されている。

これらの授業では，障害児の指導の理論と実践の総合を図り，実践的な力量向上を目指しているのが特長

である。

イ 研修活動

(ｱ) センターセミナーの実施状況

本年度実施したセミナーのテーマと講師は以下のとおりである。

「21世紀特殊教育はどうなるか －障害児教育の行方－」

筑波大学心身障害学系 教授 柳本 雄次

「自分の体をじょうずに動かせますか」

順天堂大学スポーツ健康科学部健康学科 教授 星野 公夫

「重症心身障害医療における最近の進歩」

国立療養所西別府病院 院長 黒川 徹

(ｲ) 各種研究会・講習会

平成11年度にセンターを会場にして行われた研究会・講習会は下記のとおりである。

７月12日 上越地区特殊教育懇談会 参加者 約20名

７月16日 上越特殊教育研修会 参加者 約50名

７月～８月 新潟県教育職員免許法認定講習 参加者 約150名

８月３日

８月26日

平成11年度国立大学附属学校初任者研修 参加者 約 7名

肢体不自由養護学校教員研修 参加者 約15名



(2) 平成1 1年度の活動方針

① 教育目標

生き生きとした子供

② 教育目標具現のための方策

ア よくわかる楽しい授業

イ 子供と触れ合う時間を確保し，学級経営を充実すること

ウ 教育活動情報を保護者に十分提供すること

(3) 活動の概要

① 教育課程改善研究の推進

「生き生きとした子供」という一般目標を設定し，ビルドアップの手法による学校づくりの研究を進めてき

た。

ア 研究を進める基本的な考え

(ｱ) 教師一人一人が日常の教育実践を問い直し，問題意識を鮮明にして実践を継続していく。

(ｲ) 一般目標のみを設定し，「まず，実践ありき」の構えで自分のやりたい教育活動の実践記録をとり，レ

ポートすることを重視する。

イ 研究の方法

( ｱ ) 日々の取り組みを大切にし，教育活動を充実したものにするため，問題意識に基づいた各自の実践を継

続し，その取り組みの状況をレポートした。  

-132-

７ 附属小学校

(1) 本校の活動

① 国立教員養成系大学の附属小学校として公立学校と同じく，文部省の定める学習指導要領に則って義務教育

を行う。

② 上越教育大学の改革構想を踏まえて，教育の新しい理論や方法について大学と一層連携して研究を行う。

③ 上越教育大学学校教育学部学生の教育実習を指導し，次代を担う教育者の育成に努める。

④ 大学と共同で行う研究のほかに，本校の主体的立場から研究主題を設定して，教育活動に関する各種の研究

を行い，地域の教育現場に有益な資料を提供する。

⑤ 教育誌「教育創造」を発行し，本校教官をはじめ県内外の教師の研究発表の場としている。

オ 今後の課題

( ｱ ) センターの運営経費が非常に少ないため，活動に支障をきたしている。そのため，センター及び障害児 

教育講座の教官研究費で補填しているのが現状である。センター経費の増が切望される。

(ｲ) センターの活動は，実績に示すとおりであるが，さらなる活動の展開には，スタッフの増員は欠くこと

のできない条件である。

(ｳ) 障害児の日常生活の訓練は，障害児教育において，重要な内容である。このため，初期の計画にある生

活訓練施設の建設が必要である。

(ｴ) 地域の特殊教育諸学校との密接な連携は，センターの運営にとって大切なことである。そのため研究プ

ロジェクト等を計画し，推進していくことが求められている。このための必要経費の予算化が望まれる。

を中心に定期的に支援活動を行っている。



今年度は，21世紀の学校づくりにどう対応するかをテーマに，大学教官の論文，附属小学校の主張や実践例，

県内公立小・中学校の実践等で編集，発行し，高い評価を得た。

⑤ 初任者研修等に係る宿泊研修の実施

体験活動やへき地校参観など附属小学校や地域の特色を生かした内容の研修を実施し，受講者から教育観や

指導観を見直す研修であったとの評価を得ている。

・へき地校参観や同和教育研修を通して，教育観や人生観が問い直される。

・具体的な体験や操作による研修内容が，主体的参加を促している。

・全学をあげての運営が，参加者に好感もって受け入れられている。

・少人数で十分な話し合いができる。

( 4 ) 自  己  点  検  ・  評  価  結  果

① 教育実践研究の成果

ア 各担任が作成する「年間カリキュラム表」が確実に実施され，実施を通してのカリキュラム表の修正や付

加が継続的に行われ，充実が図られてきた。

イ 年間２回の研究会開催が定着しつつあり，子供の伸びとカリキュラム表や実践との関係が検討されてきて

いる。

ウ 実践レポートによる子供の事実の集積が軌道に乗ってきている。

ただ，研究と通知表に代わるものとの関係，実践レポートの吟味，授業研究の工夫など課題も残っている。

② 生徒指導にかかわる指導体制の確立  
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② 生徒指導のための職員・父母の協力体制の確立

子供を見つめ，その実態をとらえながら機を逸しないように指導していくことが生徒指導の基本であるとの

認識に立って，情報交換を密にし全校体制で指導に当たることとした。そこで，年間計画に基づいて学級活動

などで継続的に実施してきた。とりわけ事前の予防的指導に力をいれ，事前の，早めの情報収集や情報交換を

行ってきた。

さらに，父母との連携を密にするため，連絡帳や学年便り等を有効に活用したり学級ＰＴＡ，学年懇談会な

どを実施したりして理解を深めてきた。

③ 体験的な活動への家庭や地域の人々の協力

ア 総合単元，総合教科，心の活動では，積極的に地域へ出かけ，人やものに直接働きかけながら体験的に学

習を進めることを重視し，地域の協力を得た活動の展開を図った。

イ 総合単元，総合教科，学校行事などに希望する保護者や都合のつく保護者が参加できるようにし，子供と

活動できる協力体制をとってきた。

ウ クラブ活動の指導に保護者からボランティアで参加いただく体制を整えた。

④ 教育誌「教育創造」の発行

 (ｲ)　事後検討を重視し，パネルディスカッション形式の協議を取り入れた。

（ｳ）大学教官には研究協力者として，理論面での整理の仕方，授業展開の在り方等について指導を受　

　け，より実りある研究になるようにした。

(ｴ) 子供の日々の記録，調査活動のまとめ，作文，作品等を分析し，集積しながらその変容をとらえ，継続

的な指導に生かしてきた。

(ｵ) ６月５日に春の研究会，12月３日に冬の研究会を開催し，当校研究を広く紹介するとともに多様な意見

をいただき，研究の深化を図ってきた。



要になると考える。以下その具体策を述べる。

ア 実習期間外でも児童の学習や学校行事に参加できる工夫

イ 実習期間中，大学教官も，定期的に学生と行動を共にし，事後指導を充実させ，実習生が教育事象の意味

付けができるようにする。

ウ 実習を通して，より実践的な体験を希望する学生に対する実習メニューを開発する。

こうした実習を可能にしていくためには，学校教育研究センターと附属小学校との更なる密接な連携を深め

ていくべく教育実習の組織体制の確立が必要である。

８ 附属中学校

( 1 ) 設  置  の  趣  旨  （  目  的  ）
① 附属中学校ではあるが公立中学校と同じく，文部省の定める学習指導要領に則って，義務教育を行う。

ア 教育目標

「民主社会の発展に寄与する，人間性豊かな，たくましい生徒を育成する。」

( ｱ ) 美しいものや崇高なものに感動する心をもち，真理を不断に追求しようとする生徒を育てる。

( ｲ ) 広い心と向上心をもち，求めてともに実践する生徒を育てる。

( ｳ ) 自ら目標をもち，気力，体力の充実に努める生徒を育てる。

イ 教育目標具現のための方策

( ｱ ) 教育課程や学習指導などの教育研究の推進

( ｲ ) 教員の資質向上のための研修の充実  
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全職員で，保護者，地域の協力を得ながら生徒指導に取り組んできている。具体的には学期１回の全職員によ

る生徒指導の会，年度始めの保護者への生徒指導方針の説明，地域・保護者への生徒指導情報の提示と依頼な

どである。また，全学級の児童写真も備えて，全校の児童を職員が覚える工夫もしてきた。以下の成果がみら

れる。

・生徒指導部に各学級から情報が集まるようになり，連絡・相談・指示が円滑になってきた。

・教師間の情報交換が日常的に行われるようになってきている。

・保護者と連携して指導に当たることが多くなっている。

・予防的指導と早期対応の重要性が共通理解されてきつつある。

③ 家庭・地域との連携強化

総合単元，総合教科，心の活動，学校行事などに対する父母や地域の人々の積極的な協力が得られ，成果を

得ている。具体的には動物飼育や畑作への農家の人たちや農業共同組合等の協力，学校行事に対するＰＴＡの

総力をあげての協力などがあり，教育活動の充実のために大きな力となっている。学校レベルで，学年・学級

レベルで活動の意図や計画をていねいに保護者会等で説明してきていることが大きい。

また，前年度から，学校の所在する西城町１丁目町内会にＰＴＡ広報誌「ポプラ」を配布し，学校の取り組

みや子供たちの様子を町内に広報し理解と協力を仰ぐようにした。

今後もより一層，子供の具体的な姿が見える教育活動を通して，家庭・地域との連携を図っていく必要があ

る。

④ 教育実習の充実

教員採用の厳しい現実の中，教育実習を通して，ほとんどの実習生は教師になることへの期待を膨らませ，

子供のすばらしさを実感して大学へ帰っていく。

その意味からも，現行の教育実習の目標や内容に検討を加え，一層「主体的・能動的に参加する実習」が重



研究の成果を公開することによって，中学校教育の情報発信の場となるように努める。

イ 研究物の出版

研究成果を冊子にまとめ，印刷物として資料提供できるようにする。

ウ 学校訪問の受入れ

教育委員会，教育団体，学校等からの学校訪問を積極的に受け入れるよう努める。 

(2) 管理運営組織と教員配置の状況

① 管理運営組織

ア 研究を中心に据えた組織の編成

イ 教育活動が円滑に運営される組織の編成

ウ ＰＴＡ，地域に開かれた組織の編成

② 教員配置数

ア 校長，副校長，教頭，教諭14名，養護教諭１名

イ 講師５名

(3) 実施した主な事項

① 教育課程の開発研究

「自ら学びを総合化する生徒の育成」を研究テーマに掲げ，教育課程についての研究を進めている。第１年

次の研究成果を発表すべく，５月21日（金）に800人を超える参会者を得て研究協議会を実施した。
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(ｱ) 中学生の発達特性についての的確な実態把握と理解

(ｲ) 中学生の心理を生かし，自己指導能力を高める生徒指導の研究と実践

④ 大学学部生の講義を担当したり，卒業論文や修士論文作成に協力し資料を提供する。

ア ３・４年生を中心とした実地研究の講座の担当

イ アンケート協力や授業データの提供

⑤ 教育活動に関する各種の研究を展開し，地域の教育現場に寄与できる資料を提供する。

ア 年１回の教育研究協議会の開催

　　(ｳ)多面的な生徒理解とふれ合いを大切にした生徒指導の確立

　　(ｴ)家庭・地域との連携の強化

②大学教官と連携を図り，教育に関する実証的研究を推進する。

　ア大学教官からの指導

　　(ｱ)本校の研究主題に関する指導

　　(ｲ)本校教官の個人研究に関する指導

　イ大学教官への資料提供

　　(ｱ)大学教官の研究に関する授業の実施

　　(ｲ)大学教官の研究の資料取り

　ウ大学教官との共同研究

③学部学生の教育実地研究を指導し，次代を担う教育者の育成に努める。

　ア基礎的な資質を具備した４年次学生の教育実習

　　第１～３年次の教育実地研究の経験を積み，中学校教員の免許状の取得を希望する学生の教育実地研究

　の指導を行う。



イ 教育実習

教科によって実習生の人数にばらつきがあることと，本校教官数との兼ね合いから，実習生によって担当

時数の片寄りが予想されたので，実習生同士のティーム・ティーチングによる実習を取り入れた。

今後，大学改革に伴い教育実習も大きく変わろうとしている現状を踏まえ，実施時期の検討と実習カリキ

ュラムの開発を，学校教育研究センターと連携し，早急に進めていく必要がある。

ウ 学校訪問の受入れ

研究の成果発表の場でもある教育研究協議会に参加できない教員，教育関係者に対して，学校訪問を受け

付けている。県内はもとより，全国各地から年間を通して，来校者が絶えない。その数は，300人を超えて

いる。

エ 学校説明会の新設

児童数の減少に伴い，当校に入学を希望する児童の数も年々減少傾向にある。従来，ＰＲ活動を特別行わ

なくても定員を確保できたが，このままの状態が続けば定員割れを起こすことも予想される。そこで，広く

当校の教育活動について理解を図り，関心を持ってもらうことを意図して，児童と保護者向けの学校説明会

を11月に実施した。予想以上の盛況で，上越管外からの参加者もあった。

② 附属中学校の教育研究・管理運営の状況

ア 教育研究の状況

(ｱ) 研究の概要

ａ 研究主題 「自らの学びを総合化する生徒の育成」

ｂ 研究内容
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② 国際交流の推進

平成６年度より進めてきた韓国の蘆原中学校との交流を更に発展させるよう努めてきた。韓国から生徒40人，

引率の教師・保護者９人，計49人が，７月21日（水）～24日（土）の３泊４日の日程で当校を訪問し，妙高少

年自然の家を利用した集団宿泊体験を取り入れた交流活動を行った。

③ 教育実習の実施

学部４年生中学校教育実習を，46名の実習生を迎え５月24日（月）～６月５日（土）の２週間実施した。な

お，実習前２週間は，実習生のために授業を公開している。

④ 情報発信の場としての可能性の模索

情報発信の場として，ホームページを充実させるとともに，インターネツトを通じて保護者をはじめ地域の

人々との情報交換の可能性を探った。

(4) 自己点検・評価結果

① 大学の理念・目的に沿った附属中学校の目的（機能）の見直し・将来構想

ア 大学との連携

現在，当校の研究の面でも大学の講座の面からも，大学の各研究室と当校との間に緊密な連携が図られて

いる。また，当校の教官が中心となっている地元の研究サークルの指導者として，大学の教官からも積極的

に例会に参加してもらっている。

大学の附属学校として，大学教官による中学校における授業や大学院生の研究授業の受入れを実施してい

る。また，学部生や院生の卒論・修論にかかわるアンケートに協力している。

連携が関係教官範囲でとどまっており，各教官が連携の全体像をつかみきれていないことが課題となって

いたが，共同研究を進める場合は，すべて校長を窓口として行われることになった。



導をいただく場を設定している。来年度から研究協議会が９月開催になるため，例年12月に行っていた

次年度の研究会に向けての１回目の打合せを，２月に開催した。

ｃ 研究協力体制の整備

当校の研究推進に当たり，大学の教官だけでなく，教育事務所の指導主事，公立学校の教員からも指

導をいただく機会を設けている。

(ｲ) 情報教育環境の整備

生徒は，グローバルセミナーを始め，各教科や選択教科の授業で，インターネットを通じて検索や資料

収集を行っている。また，技術家庭科の授業では，電子メールの送信や，ホームページの作成を取り入れ

ている。一方，学校と家庭を結ぶ手段として，ホームページを開設している。生徒の手によるページも取

り入れているが，更新作業に当たる職員の確保が困難となっていることが課題である。

③ 附属中学校の活性化・充実のためのこれまでの取組

ア 国際理解教育の推進

　平成６年度から始まった韓国ソウル市立蘆原中学校との交流も本年度で６年目を迎えた。ここ３年，訪問

団を組織しての訪韓が続いていた。韓国側の海外渡航の制限が緩和されたことを受け，来日を要請した。訪

問団は，７月21日（水）～24日（木）の３泊４日の日程で来日した。交歓生だけの交流にとどめないように

するため，半日は交歓生の学級に入り授業に参加することにした。授業や給食を共にすることで，ふれ合い

の機会が多く持て，広く交流を深めることができた。

イ 　１泊は，妙高少年自然の家での宿泊体験を計画した。交流をより一層深めたいとの思いから，共同での自

炊体験や集団行動を取り入れてみた。しかし，韓国の中学生は，日本の中学生に比べて集団行動の経験が乏 
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平成14年度から実施の新学習指導要領に盛られている「総合的な学習の時間」を，どのように展開す

るか平成６年度より研究に取り組んでいる。この研究は，教科の垣根を低くし，関連が強いと考えられ

る内容や活動を持ち寄った学習を構想しようとしたところから始まっている。このような学習を当校で

は「グローバルセミナー」と称し，実践を積み重ねてきた。この学習では，国際理解，環境，情報，福

祉等にかかわるものを中心に扱う。平成10年度より，グローバルセミナーを始めとして各教科等の中で，

生徒一人一人の学びに焦点を当て，生徒が学びを総合化するための有効な手立ての在り方について研究

を進めている。

(ｲ) 研究協議会の開催

１年次の研究成果を発表すべく研究協議会を，５月21日（金）に開催した。公開授業は，当校が進めて

いる総合学習「グローバルセミナー」のみとし，全学年にわたって公開した。１年生は「グローバルセミ

ナーをはじめよう」，２年生は「上越知っているつもり！？」，３年生は「ミュージカル We are the

World」であった。協議会では，活発な議論が交わされたが，当校の研究の方向性については，支持を得

ることができた。研究協議会の締めくくりとして，高階玲治氏から「新しい時代を切り拓く総合的な学

習」と題した講演をいただいた。

イ 管理運営の状況

(ｱ) 研究推進のための体制（態勢）づくり

ａ 週１回の研究委員会と研究会議の実施

３年次研究の２年次を，４人の教官からなる研究委員会を中心に全教官で推進してきた。研究内容を

毎週月曜日に研究委員会で検討し，それを木曜日の全教官出席の研究会議に図る体制を取っている。

ｂ 大学教官からの指導の場の設定

当校の研究については，日ごろから本学教官に指導を仰いでいるが，特に研究協議会開催に向け，指



ア 中教審の「生きる力」の園としての受けとめ

(ｱ) 自ら学び，自ら考える指導の転換

幼児主導を重視した保育形態に努めるとともに，自発活動を引き出す環境構成の工夫を図る。

(ｲ) 体験を大切にした豊かな人間性の育成

園の地域性を活用した体験活動を充実するとともに，異年齢交流を重視した各種行事を実施する。

(ｳ) 一人一人の個性を生かす教育の堆進

カルテづくりを通して個のよさを引き出すとともに各種調査，検査を実施し客観的な視点からみる。

(ｴ) 園，家庭，大学，地域等との連携

園と家庭，地域，大学との教育の同軸化に努めるとともに，地域の教育力を活用する。

イ 長期的な展望にたった研究体制

(ｱ) 研究の重点年次の設定

平成５年度より研究重点年次を設定。平成５・６年度は領域「人間関係」，７・８年度は領域「表現」，

９・10年度は領域「環境」に重点を置き，平成11年度は重点領域研究の総まとめを行う。

(ｲ) 教育課程，指導計画の工夫，改善を図った研究体制

(ｳ) 幼小連携による教育課程の編成，改善を目指した小学校低学年担任への意識調査の実施

② 学部学生及び大学院生の実地教育，実地研究の実施にあたる。

ア 学んだ教育理論や方法と教育現場での確かめを行う２年次学生の教育実習

イ 専門的知識や技能を深める４年次専修教育実習

ウ 大学院生の修士論文にかかわる教育実地場面の提供  
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イ 修学旅行

当校の修学旅行は，グローバルセミナーで行う学習と関連を持たせるように計画されている。そのため，

旅行先を毎年検討している。本年度は，旅行先を沖縄に求め，生徒は平和や環境についての学習を現地で行

った。また，郷土学習の発展として，沖縄の伝統や風土について，現地の公立中学校を訪問し，そこで体験

学習を取り入れた意見交換を行った。

ウ 家庭・地域との連携の強化

(ｱ) 学校開放の実施

保護者が，学校での生徒の様子を自由に参観できるように，終日学校を開放する日を設定している。

(ｲ) インターネットの活用

ホームページを活用し，当校の研究を始めとする学校の教育活動の様子を，随時家庭・地域に伝えるよ

うに努めている。

(ｳ) 地域社会との連携

校外学習やグローバルセミナーにおいて，積極的に近隣の市立図書館を始めとする施設設備の利用や施

設への訪問取材を行っている。また，地域社会で活躍している人を招いての講演会を授業の中で実施して

いる。

９ 附属幼稚園

(1) 本園の任務

① 幼児を保育し，適当な環境を与えてその心身の発達を助長するとともに，保育に関する研究を行う。

しく，集団行動のルールを守れない面が見られた。このことは，当校の生徒にとって，韓国の中学生の意外

な一面を知るよい機会となった。集団宿泊体験を取り入れることについては，今後検討の余地が残された。



・園裏手に広がる里山に続く「緑の小道」の積極的な活用

・地域の教育力の活用（妙高少年自然の家，消防署，地域ボランティア，学生・院生）

・畑，花壇，リサイクルハウス等の計画的な活用

ウ 感じたことや考えたことを自分なりに高める子

・幼児図書，教師用図書の充実

・「賞賛」，「激励」，「見守り」

・ワンポイント記録の集積と検討

( 3 ) 活  動  の  槻  要

① 第７回幼児教育研究会の実施

・幼稚園，小学校，保育所の先生方，大学教官，学生，院生の約300人参加

・幼，保一体の教育や幼小連携等についても話し合われた。

② 第７回幼児教育に関する講演会の実施

・上越市助役 藤原満喜子様を招いて「子どもの心づくり・体づくり」について講演をいただいた。

・幼稚園の保護者の他，公立幼稚園，附属小学校，近隣の公立小学校の保護者へ案内をした。その結果多くの

参加者を得ることができた。

③ 学部２年生の教育実習

・春と秋の２回実施

④ 学部４年生の教育実習  

-139-

④ 地域社会における幼児教育の振興に寄与する。

ア 年２回行う幼児教育研究会の実施

(ｱ) １回目は保育を公開し，それをもとに研究協議を行い，その後，講演会をもつ。

(ｲ) ２回目は講演会のみ実施する。

イ 小学校，幼稚園，保育所三者の連携を図る核となる。

(ｱ) 「幼児を語る会」，幼児教育研究会等を通して，情報交換をし，三者の連携，調整にあたる。

(2) 平成1 1年度の活動方針

① 教育目標

ア 元気な子 （体）

イ やさしい子 （徳）

ウ 考え抜く子 （知）

② 年度の重点目標とその方策

ア のびのびと体を動かし精いっぱい遊ぶ子

・四季を通した環境づくりの工夫

・異年齢交流の促進

・安全点検の日とあわせた環境構成の工夫

イ 自然に親しみ友達と仲よく遊ぶ子

③大学における保育に関する実証的研究に協力する。

幼児教育講座の教官のみならず，幼児にかかわる研究をしている教官と情報交換を図り，本園の研究堆

進の充実を図る。



( 4 ) 自己点検・評価結果

① 幼稚園教育の機能の見直しと将来の構想

ア 学校教育法77条の幼稚園教育の目的を十分果たすとともに，保育に関する研究に鋭意取り組んだ。この両者

が調和のとれた運営は相乗効果をもたらしているが，研究だけが先行しないよう配慮している。研究発表は２

年に１回でもよいし，１年に２回でもよい。

イ 教育実習の受け入れは附属としての大切な本務の一つであるので，地域の幼稚園に協力をお願いしている現

状を見据え，とりわけ，受け入れ人数について無理にならぬよう協議していきたい。

ウ 専修実習については，質の高い実習になるよう人数，期間，内容について，参加した学生の意見も大切にし

ながら検討していきたい。とりわけ，指導教官と配属された人数について，もう少し少なくしたほうが効果が

あがるのではという意見がある。

エ 本学及び他大学の学生や院生の調査研究に協力しているが，その結果についてはどうなったのかわからない

状態である。結果を園に還元してもらう方向で進めている。

オ 新幼稚園教育要領が平成12年４月から実施されるこの時期に，保育所を交えた学習会を園が中心になって開

催していきたい。

カ 中教審の答申にもあるように，子育て支援センターの開設が保護者や地域から期待されている。このことに

ついては幼児教育講座や障害児教育講座との連携を図っていきたい。

キ 大学のみならず，行政や子育てボランティア等の連携を深め，幼稚園側から積極的にアプローチしていくよ

うにしたい。

② 附属幼稚園の教育・管理運営の状祝

ア 平成11年度の教育研究の実際

( ｱ ) テーマ「幼児の自発活動を支える指導の在り方」の７年間のまとめを行い，教育課程，指導計画の改善， 

補正を行った。

(ｲ) 平成12年４月から新しい幼稚園教育要領が実施されることから，他の幼稚園，保育所，小学校，家庭，

大学との連携の強化に努めた。
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　・19人の学生を２班に分けて受け入れた。また期間中病気のため実習できなかった学生１人を３学期に受け入れた。

⑤　他大学の学生の教育実習の受け入れ

　・県外の学校で学ぶ地元出身の学生の教育実習等を受け入れた。

⑥学部生や大学院生の調査，研究活動の場の提供

　・学部学生の卒業論文や大学院生の修士論文にかかわる調査等に協力している。

　・学部学生は延べ54人，大学院生延べ116人，計170人を受け入れた。また教官が引率したものとしては，学部学生67

　人，大学院生55人，計122人であり，年間延べ292人の調査に協力したことになる。

⑦幼児教育講座の教官と本園教官との連携

　・大学との連携や教育実習を含む幼稚園の在り方について意見交換を行った。

　・２年次，４年次の実習前，本園教官が大学におもむき実習前指導の講義を行っている。

　・幼児教育の授業の中で，教官と学生による遊具の製作を行い，園庭に設置し遊びの様子を観察研究している。

⑧ＰＴＡとの共催による「附属フォーラム」（子育て学習会）の実施

　・年間２回の講演会をもった。参加率はおよそ80％で，意見交換するなど好評であった。

　・１回目の演題は，「ゆったり子育て，しっかり躾」，２回目は，「子育てを見直そう」

　・この会に附属小学校，中学校の他，上越市の幼稚園の保護者にも案内をし，参加してもらっている。

⑨上越市学校教育研究会幼稚園部会にて講演会の実施

　・前県立新潟女子短期大学附属幼稚園主任高橋祥子先生から「日常のくらしの中の表現をみつめて」と題し講話をい

　ただき，協議を深めた。

⑩国公立の幼稚園の先生方の研修視察の受け入れ

　・県内外からの教職員の研修の受け入れ態勢を整え，要望に応えている。



ｄ ２週間に１回，「幼児を語る会」を開き，保育のＶＴＲ，事例を持ち寄りながら保育にかかわるカン

ファレンス，情報交換をするとともに，時には，専門的な立場から大学の教官に入ってもらい意見交換

会を実施している。会を通して，一人一人の幼児の発達特性を見る目を養い，実践的指導力を身に付け

るように努力している。

ｅ 一人一人の指導過程や発達特性がわかるカルテファイルの作成

身体的発達や日々の指導の記録のみならず，幼児を語る会や参観者等の多角的な情報などをファイル

し，保護者との教育相談や指導計画の作成の参考資料としている。

③ 附属幼稚園の活性化・充実のためのこれまでの取組

ア 月毎の教育計画を作成し，月末には全職員が評価内容を記録，集積し，来月または次年度に生かせるよう

にしている。

(ｱ) 教育計画に取り上げた項目

園行事，クラス別期のねらいと月毎の主な内容，研修内容，教育実習関係，保健関係，交通安全関係，

安全点検日の作業，動植物の世話，清掃分担，大学との連絡関係，ＰＴＡ活動計画，その他
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　（ｲ）　様々な面から幼稚園の活動を共通理解し，見通しを持って行うようにしている。

　　　・教師間の相互理解と協力体制を築き教育の充実を図る。

　　　・担任・副担任のきめ細かな打ち合わせによるティーム保育の実施。

イ　園庭の教育環境の見直しと充実

　（ｱ）　体力つくりをねらったターザンロープ，登り棒付きのリサイクルステーション,木製大型うんていの活用

　（ｲ）　連続性のある既存遊具の活用を図るために築山の奥に手づくりのタイヤロープとヒューム管３本組の設

　　　　置

ウ　自然体験を重視し,年間を通した園裏手に広がる里山に続く「緑の小道」の活用と学年に応じた活用方法につ

　いての検討

エ　地域の教育力の活用

　　園行事に地域の人材（ユスラの会,モモの会,大学生）を交えることにより用事の興味関心を高めることができ

　た。

(ｳ) 具体的には，保護者や上越市内の小学校１年担任全員からアンケートに答えてもらい，結果の分析を行

い研究誌に掲載したり小学校に配付して理解を深める機会とした。

(ｴ) 第７回幼児教育研究会では，年長児分科会の話題提供者に，公立小学校教諭を迎え，幼稚園や保育所の

教育と小学校教育について語りあい，小学校への流れがスムーズにいくよう理解を深め合った。

(ｵ) 情報交換，講師の招聘，学習会等を通して，大学，附属小，附属中，家庭，地域との連携に努めた。

イ 管理運営の状況

(ｱ) 研究推進のための体制

ａ 幼児教育研究会に向けた年３回の研究保育の実施（園外の指導者招聘）

第１回は６月に園の環境や研究の全体計画，研究の方向等，第２回は９月に全国公開に向けての協議

題や運営方式について，第３回は10月に全国公開し約300人参加。

ｂ 週５回ある終礼（月・火・水・木・金）時に，その日の幼児の様子の報告をし合い園全体の幼児理解

を図り，明日の保育の参考にしている。

ｃ 週１回，研究主任を中心に全員で研究推進会の実施

研究推進に無理，むら，無駄のないように，研究主任を中心に計画的，継続的に研究を進めている。

また，小規模・少人数の特性をいかして，柔軟に対応できるようにしている。



-142-

オ　園内異年齢交流の促進

　(ｱ)　園行事と関連付けて意図的に交流の場を多く設定している。年少中児は年長児の行動様式をモデルとし

　　て学び，遊びの面でよい刺激を受け，年長児はリーダー性を発揮する機会となり，年少中児に思いやりの

　　気持ちをもって接することもでき，互いに好ましい関係を築いていきつつある。

カ 確かな連続性を図った附属小学校との連携

(ｱ) 互いの研究会への参加を通した相互理解と連続した研究推進

(ｲ) 連絡入学についての綿密な打ち合わせと入学後の対応の仕方についての検討

キ 実践と理論とのかかわりを重視した大学との連携

幼児教育講座教官の指導助言
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